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第 3 章 プロジェクトの内容 
 

3-1 プロジェクトの目的 

 

本プロジェクトは「マ」国の給水分野を管掌するエネルギー鉱山省  (MEM) の給水事業を支

援する一環として、同国最貧困地域の南部チュリアール州メナベ県の地方村落 61村を対象とし、

安全で安定した給水サービスを提供するため、地下水を水源とする給水施設を建設することを目

的とする。  あわせて事業を推進する MEM 所属の技術的実務機関である水利局  (DEE) に対し

掘さく機材を 1 式新規調達するとともに同機関現有機材を整備するとともに技術移転を図り、

DEE の井戸掘さく体制を整備する。  

本計画は、1999 年「マ」国政府が給水事業促進のため制定した｢水に係わる法令｣と翌 2000

年に発表した PRSP (貧困削減政策) における貧困層救済を目的とする給水目標達成のための主

要プロジェクトの一つとして位置付けられ、ソフト・コンポーネントによって、新水法で規定さ

れている住民の自主的な施設運営･維持管理を促進することも目的の一つとする。   

 

3-2 プロジェクトの基本構想 

 

 「マ」国政府の要請内容は、(1)メナベ県 61 村落に対し、ハンドポンプ給水施設を 54 村落に、

公共水栓給水施設を 7 村落に建設する、(2)本計画の掘さく工事に利用するため、掘さく機材を

1 式新規調達し、かつ DEE の現有機材を整備する、(3)完成施設の住民による運営･維持管理促

進のため、NGO を起用して住民啓蒙活動を実施する、3 要素により構成されている。  

 

 本調査を通じて、これらの要請内容を検討した結果は次の通りである。  

 

(1) 計画対象村落  

 

本調査では、実施機関との協議において追加要請があった村落を含め計 71 村落を調査の対象

とした  (第 2 章図 2-1～2,表 2-8)。 調査の結果、表 3-1 に示す 61 村落を計画対象とする  (村落

位置は図 3-1 参照 )。  



ID 村落名 想定 郡名 現在人口 計画人口 公共水栓
リスク （Sous-préf.） (2000) (2005) 対象村落

1 015 Miary Manja 300             338                   
2 016 Ambivy　I Manja 200             225                   
3 017 Ambivy　II Manja 500             563                   
4 018 Ambahia Manja 300             338                   
5 025 Befasy Morondava 1,200          1,351                
6 031 Beleo Morondava 700             788                   
7 033 Misokotsa ｱｸｾｽ Morondava 800             901                   
8 034 Besotroka Morondava 450             507                   
9 036 Namakia Morondava 591             665                   

10 039 Antsamaka Morondava 250             281                   
11 040 Manomentinay Morondava 450             507                   
12 041 Farateny (Faratenina) 塩水 Morondava 585             659                   
13 047 Ambararata Morondava 800             901                   
14 048 Ankebo　(Ankevo Est) 塩水 Morondava 300             338                   
15 052 Antsakamirohaka ｱｸｾｽ Morondava 1,867          2,102                
16 053 Androvakely ｱｸｾｽ Morondava 579             652                   
17 055 Ampananiha ｱｸｾｽ Morondava 275             310                   
18 058 Bemanonga Morondava 3,061          3,446                ○
19 059 Marovoay Morondava 989             1,114                
20 060 Tandrokosy Morondava 540             608                   
21 066 Croisement BST Morondava 1,415          1,593                
22 067 Analaiva Morondava 2,955          3,327                ○
23 068 Betsipotika Morondava 1,400          1,576                ○
24 070 Ampandora Morondava 750             844                   
25 074 Tsinjorano Morondava 300             338                   
26 076 Laijoby Morondava 420             473                   
27 079 Ambonio Morondava 319             359                   
28 080 Analalava-Soanafindra Morondava 400             450                   
29 082 Marofandiliha Morondava 620             698                   
30 083 Ampataka 塩水 Morondava 600             676                   
31 089 Ankaraobato Morondava 850             957                   
32 093 Bereboka Sud Morondava 1,000          1,126                
33 094 Ankilivalo Mahabo 3,162          3,560                ○
34 095 Ambohibary Mahabo 427             481                   
35 097 Bezezika Mahabo 1,000          1,126                
36 099 Ankilimida Mahabo 1,200          1,351                
37 103 Ankilizato 水量 Mahabo 4,000          4,504                ○
38 107 Ampanotoka Mahabo 417             470                   
39 109 Tsianaloka 塩水 Belo/Tsiribihina 800             901                   
40 110 Kiboy Belo/Tsiribihina 500             563                   
41 111 Croisement-Antsoha Belo/Tsiribihina 540             608                   
42 112 Tsimafana Belo/Tsiribihina 2,000          2,252                ○
43 113 Mananjaky 塩水 Belo/Tsiribihina 600             676                   
44 114 Ambatolahy 水質 Miandrivazo 6,200          6,981                ○
45 115 Ankotrofotsy Miandrivazo 1,200          1,351                
46 116 Tsianihy Manja 890             1,002                
47 117 Ankiliabo Manja 2,000          2,252                
48 118 Antanambao Manja 300             338                   
49 120 Soaserana Manja 600             676                   
50 121 Antevamena-Sarodrano Manja 1,020          1,148                
51 122 Fiadana ｱｸｾｽ Manja 850             957                   
52 c Andrevabe ｱｸｾｽ Morondava 720             811                   
53 d Ampandrabe Mahabo 662             745                   
54 A01 Ambalanangozy Mahabo 553             623                   
55 A02 Amboriky Mahabo 300             338                   
56 A03 Ampasifasy Mahabo 720             811                   
57 A04 Analamitsivalana Mahabo 1,447          1,629                
58 A05 Anjamahitsy Mahabo 680             766                   
59 A06 Antsakoabaky Mahabo 520             585                   
60 A07 Soafaosa Mahabo 550             619                   
61 A08 Tanandava I Mahabo 800             901                   

60,424        68,031               合計

表 3-1　　　 計　画　対  象  村  落  リ  ス  ト 
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現地調査で給水施設建設のため必要な条件について各対象村落の現況を調査した結果、ア

クセスについては 22 村、水源開発の可能性について 2 村で問題があることが認められた。  

また、実施機関から対象地域内における 10 村落の追加調査が要請された。 これらの対象

村落について検討した結果は次の通りである。  

 

1) 調査対象 71 村落のうち、近年のサイクロン等自然災害により道路が破壊され、またメナ

ベ県平野部の河川や農業用水路の氾濫により、アクセスが困難な村落が 19 ヶ所に達した 

(No.5, 6, 9, 20, 26, 27, 35, 52, 53, 56, 65, 81, 100, 101, 102, 104, a, b および  c)。 そ

の他、森林地帯で村道の両側に立ち木が繁茂し、アクセス困難な村落が 3 ヶ所あった  

(No.33, 35, 122)。 これら合計 22 村落のうち 16 村落はアクセスに難があることから計

画対象外とするが、次の村落は条件付きで計画対象とする。  

 

①  次の 3 村落は「本計画着工までにこれら村落に至る道路を「マ」国側負担により車輌

搭載型掘さく機等工事車輌が通行可能な砂利敷き転圧道路として完成すること」を条件

として、計画対象とする。  

 

a.  No. 52「アンサカミロハカ」  

b.  No. 53「アンドロバキリィ」  

c.  No. c 「アンドレヴァベ」  

 

②  森林地帯で樹木が繁茂し狭小となった村道は村落責任下にあり、DEE の指導により、

各集落が自主努力で伐採を行うことを条件として、計画対象とする。  

 

a. No. 33 「ミソコサ」  

b.  No. 55 「アンパナニハ」  

c.  No. 122「フィアダナ」  

 

2) 次の 2 村落は、地下水開発の難度が高い地域に立地し、深井戸建設が困難と判断される。

それに代わる代替案も技術的・経済的観点から妥当性に乏しいため本計画の対象外とする。 

a. No. 1 「アンドラノパシィ」  

同村落はモザンビーク海峡に面する海岸線波打ち際に位置し、地下水開発は必然的に海
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水浸入を伴う。 先行開発調査では同村落に対し、5km ほど内陸に入った地点に試掘

井を掘さくしたが、それでもまだ塩分濃度が高く実用化できない。  

b. No. 106 「マランバンディ」  

同村落は丘陵硬岩地帯に位置し、地下水腑存が期待できない泥岩が優勢のため、深井戸

による地下水開発は困難である。 また、村落周囲の河川伏流水の取水は浄化処理装置

を必要とし、複雑な構成の施設を村落で自主運営・維持管理することは技術的・経済的

な観点から困難である。  

 

3)一方、実施機関から調査中に追加要請が行われた 10 村落については、8 村落を調査し、

これらの村落が同一計画対象地域内に立地すること、当初の対象村落同様劣悪な給水事情

にあることから、本計画に含めることとした。  

 

a. No. A01 「アンバラナンゴリィ」  

b. No. A02 「アンボリキィ」  

c. No. A03 「アンパシファシィ」  

d. No. A04 「アナラミツィヴァラナ」  

e. No. A05 「アンジャマヒツィ」  

f. No. A06 「アンサコアバキィ」  

g. No. A07 「ソアファオサ」  

h. No. A08 「タナンダヴァ I」  

 

(2)給水施設の内容・規模  

 

本計画では、村落給水施設として、深井戸を水源とし、ハンドポンプ井による給水と動力

ポンプ揚水による公共水栓による 2 種類の施設を建設する。 本調査では、1999 年度から

実施されている「水に係わる法令」により、村落による全面的な自主運営・維持管理の原則

が定められ、村落負担が顕著に増大したので、公共水栓施設は、社会的・経済的に施設の持

続的運営が可能な村落に限り、計画の対象とする。 具体的には人口が 3,000 人以上で、地

域の中心地として公共施設・サービス機関が整備され、市街化が進行中であり、かつ住民側

に運営・維持管理能力があると判断される集落を計画対象とする。  
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各村落の社会・経済調査を中心として調査を進めた結果、住民側からの要望も強い次の 7

集落に対しては、動力ポンプで揚水し、公共水栓により給水するシステムを導入する。 他

の 54 村落に対しては、一人当たりの給水量と井戸一本あたりハンドポンプによる揚水適正

量の計算に基づき、人口に応じて 1 本から最大 5 本までのハンドポンプ井による給水施設

を建設する。 対象村落はいずれも居住地の近くに、水質は悪いがアクセスの容易な表流水

や手掘り浅井戸等の水源が多数あり、施設数が少ないと既存水源に依存する習慣から抜け出

すことが困難と想定されるため、全住民が公平に必要水量を得ることができるよう人口数に

応じた井戸本数を計画する。  
 

表 3-2 公共水栓給水施設建設対象サイト  
村落 ID 村落名  所属郡  行政位置  現在人口  
 58 ベマヌンガ  モロンダヴァ  準郡庁所在地   3,061 
 67 アナライヴァ  モロンダヴァ  準郡庁所在地   2,995 
 68 ベツィプティカ  モロンダヴァ  フクタン主村   1,400 
 94 アンキリヴァロ  マハボ  準郡庁所在地   3,162 
103 アンキリザト  マハボ  準郡庁所在地   4,000 
112 ツィマファナ  ベロ･ツイリビヒナ  準郡庁所在地   2,000 
114 アンバトラヒ  ミアンドリヴァソ  準郡庁所在地   6,200 

 

公共水栓施設で採用する動力源として、No. 58「ベマヌンガ」はメナベ県庁所在地モロン

ダヴァ市に隣接し、同市からマダガスカル電気・水公社(ジラマ)の商業電源が延長されてお

り、この電源利用が可能である。 その他の 6 村落は電化されておらず、またその計画もな

いため、ディーゼル発電機ないしは太陽光発電装置が候補となるが、本計画の施設は村落住

民により自主的に操業・維持管理されるので、一般的機器を使用し、故障の場合も対応が容

易なディーゼル発電機利用を基本とする。 ただし、6 村落のうち 5 村落は国道沿いに立地

し、燃料補給にも問題がないのに対し、No. 112 「ツィマファナ」はモロンダヴァ市とベロ・

ツィリビヒナ市を結ぶ国道 8 号線の要所に位置するが、この国道は未舗装の悪路であるため

表 3-2 注記：  
公共水栓施設候補 7 村落のうち、No. 68「ベツィプティカ」を除く 6 村落は、郡の下位行政単位である「コミ

ューン」 (Commune、以下「準郡」と仮称する ) の中心村落で、行政機関である準郡庁 (mairie)をはじめ、学

校、警察、病院、常設の公設市場等公共機関が整備され、市街化が進行している。 対象地域の南部にも No. 25 

「ベファシ」や No. 117 「アンキリアボ」のような整備された準郡庁所在地があるが、行政機関代表と協議

した結果、先方がハンドポンプ付深井戸を選択した経緯があり、本計画でも村落側の意志を尊重する方針とす

る。  なお、No. 68 「ベツィプティカ」の構成する行政単位「フクタン」は、準郡庁を構成する最小行政単位

の名称で、地縁、血縁で結ばれた数部落により構成される集落単位である。  
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雨期の通行が遮断され、燃料補給が困難となるので、太陽光発電を採用する計画とする。 太

陽光発電は燃料費が不要になる利点があるが、電力変換器等が故障した場合は専門技術者に

よる点検と対応が必要となるので、資金確保のため、給水料金積立てを確実に行うようソフ

ト・コンポーネントを通じて給水委員会を指導し、モニタリングにより継続的に確認するこ

ととする。  

 

(3)運営・維持管理計画  

 

①給水施設維持管理  

完成施設の運営・維持管理は、MEM モロンダヴァ支所の管理下、村落住民が組織する

給水委員会により自主的に行う計画とする。 現行の新水法では、給水サービスにかかる

費用は受益者が負担する原則であり、委員会は住民から給水料金を徴収し、施設運営を行

うこととする。  

 

②ソフト・コンポーネント  

給水施設の運営・維持管理は村落の給水委員会により行われる。 対象村落には従来か

ら教会、学校、灌漑事業等の委員会が設立されており、委員会組織そのものは多数の村落

にとって新しい経験ではない。一方監督官庁である MEM は啓蒙活動、住民組織化、トレ

ーニング、モニタリング等を NGO と協同で実施する方針を定めた。 この手法は、世銀

等の国際機関やスイス開発庁支援の給水プロジェクトですでに実施されているが、この分

野における MEM の人的・財政的資源が乏しいため、MEM との協議のさい本計画におけ

る我が国の支援を要請された。   

 

MEM による従来の地方給水施設の運営・維持管理は、各州の同省地域事業局により管

掌されてきた。 本計画の担当機関であるチュリアール州事業局にはワークショップや、

機材部品倉庫等が整備され、技術関連の維持管理業務を主体とし、啓蒙活動については特

に専門的な部門はない。 地域局の現在の機能は新水法のもとでもしばらく継続されるが、

同法により、運営・維持管理については住民側に主体が移行することとなった。 新水法

で、それらの住民側計画は、新しく設立が予定される給水管理機構（Organisime 

Régulateur）により、認可・管理・監督が行われることになっているが、同機構はまだ

設立されていない。   
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一方、本調査における対象村落の社会・経済調査結果によると、各村落は従来の各種委

員会活動を通じて各種プロジェクトにおける住民側負担について認識があり、本計画につ

いても応分の責務を引き受ける意志があることが確認された。 このような情勢の中で、

MEM の現行方針である NGO を起用して実施する計画は効果的であるといえ、本計画で

もこの分野において、地域特性を考慮したプログラムに沿って、ソフト・コンポーネント

による住民の維持管理活動を支援する。  

 

(4) 深井戸掘さく機材  

 

本計画では、対象 61 村落において、130 本の深井戸水源を掘さくする。 全井を完成す

るには、工期を 2 年間とした場合、計画対象地域の雨期や特殊なアクセス等自然・社会条件

のため 3 台の掘さく機が必要である。 この掘さく工事について、実施機関 MEM からは、

新規掘さく機材を一式調達するとともに、従来無償資金協力により調達した現有機材を整備

し、実施機関の直営掘さく要員が技術移転を受けながら施工する計画が要請された。   

本調査で同要請について検討した結果、「マ」国の水セクターを預かる最高機関である

MEM に所属する DEE の現有機材は大半が老朽化しており、十分な戦力とならない現状に

ある。 一方、民間企業の起用も検討の対象としたが、従来国家経済の低迷から需要も少な

く、フランス系企業が１社現存するのみであり、同社の機材保有状況では協力が限定されて

いる。   

MEM は、従来主として他ドナーの支援を得て水源開発・給水施設整備を促進し、それら

プロジェクトでは所有する掘さく機材・要員の提供を「マ」国側負担としており、今後も同

様な体制が続くと想定される。 したがって、本計画により「マ」国水源開発の主力である

DEE の保有機材を補強することは、本計画の実施を促進するだけでなく、将来の同国給水

分野政策を支援する意義を有する。  

これらを踏まえ、井戸掘さく機材に係わる基本構想を次のようにまとめる。  

 

1) DEE は現在掘さく機 2 台を使用して水源開発に従事しているが、そのうちの 1 台は老朽

化が進み、本計画に利用可能な掘さく機は 1 台だけである。 この利用可能な 1 台  

(TOP500)は本計画で修理・整備の対象とし、整備後、本計画の掘さく工事に利用する。  

 

2)本計画は 3 台の掘さく機を必要とするが、DEE 現有機材の状況や今後の計画、さらに民



3 - 10 

間企業の実態から、掘さく機を 1 台新規調達する。 機種は現有機材と同種の泥水掘さく

とハンマー掘さくを兼用できるヘッド・ドライブ方式ロータリー機で、能力的には本計画

で求める掘さく深度 150m を下回らない機種とする。  

 

3)掘さく機の支援車輌や高圧コンプレッサー、各種試験機材の必要数量は作業計画、作業基

地、作業現場等の要素を検討して計画し、DEE の現有機材・車輌のほか、新規掘さく機

に付属して 1 式を調達する。 ただし、孔内検層機は既存の 2 台を利用する。  

 

4)その他の掘さく機 1 台については、業者負担により施行する計画とし、地元企業の下請け

起用ないし掘さく機のリースの 2 案を検討した。 前者の場合、「マ」国の適格業者は 1

社に限定されるが、後者の掘さく機リースは通常行われておらず、経済的かつ実際的な選

択として地元企業の下請け起用案を採用する。   

 

5)なお、DEE 現有機材の維持管理体制に不十分な点があることから、同機関体制強化のた

め、ソフト・コンポーネントの一環として維持管理支援プログラムを実施する計画とする。 

 

以上の検討結果、本プロジェクトの最適な協力案の概要を次表にまとめる。  
 

表 3-3 本プロジェクト構成要素  
 計画構成要素  内容  数量  
1. 施設建設  ハンドポンプ給水施設  54 村落  
  公共水栓給水施設   7 村落  
2 機材調達  新規調達  掘さく機･支援車輌   1 式  
  既存機材整備  掘さく機･支援車輌   1 式  
   (現地企業下請起用 )  1 式  
3. ソフト・  住民による施設運営・維持管理支援のための   1 式  
 コンポーネント  住民啓蒙活動   
  DEE 機材維持管理体制強化支援プログラム   1 式  
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3-3  基本設計 

 

3-3-1 設計方針  

 
(1) 自然条件に対する方針 

 

本計画対象村落は、チュリアール州メナベ県全域  (面積 46,000km2) に散在し、マダガスカル

島南西部海岸平野から中央山岳丘陵地まで変化に富む自然条件が展開する。 第 2 章第 3 節で

記述したように、同県にはモザンビーク海峡に注ぐ 3 大河川があり、これら河川を利用した農

業用水が整備され、豊富な水資源を利用した米作や豆作が盛んである。  

 

このような水環境の中で、地域では主として河川や用水路の流水を生活用水として利用する慣

習が根付いた。 また、これら地表水は地下に浸透して地下水を涵養するので、平野部村落では

簡単な構造の浅井戸利用が盛んであり、単なる素掘りの孔も少なくない。 しかし、これらの水

は水質が悪く、2000 年には全域にコレラが蔓延し、大半の村落で多数の犠牲者を出す等衛生上

の問題がある。  

 

水理地質調査結果によると、平野部の大半の地域では、現在住民が利用している浅い地下水で

はなく、その下位に広範囲に分布する粘土層を掘りぬくと、汚染されていない清浄な地下水を得

ることが可能である。 安全な水を供給する観点から、本計画ではこの下位地下水を対象として

深井戸を掘さくし、村落に新しい安全な給水源を提供する。  

 

一方、本計画には山間丘陵部に位置する村落が少なくない。 対象地域東方の国道 35 号沿線

村落や南方マンザ市周辺の村落がこの分類に該当する。 平野部が地質年代の新しい堆積層によ

り構成され、地下水が流動する帯水層は砂・礫が主体となるのに対し、この地域では年代の旧い

岩石が全域に分布し、地下水はこれら硬岩にできた割れ目に発生する「裂か水」の性質を有する。 

この裂か水の開発は難度が高く、山間地における地下水開発は成功率が低い。 そのためにいっ

そうこれら地域の村落は安定した水供給を待望する現状にある。 本計画では村落要望に応える

ため可能な範囲で開発努力を払う方針とし、①深井戸掘さくについては先行した開発調査の試掘

井の結果を参照し、掘さく地点や掘さく深度を慎重に検討し、開発の機会と可能性を高める、②

特に難度が高い大規模集落、No. 103「アンキリザト」に対しては帯水層の種類や開発手法を検

討し、最適なアプローチを採用する、等の対応を考慮する。  
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さらに、本計画では海岸線に位置する対象村落が多数含まれ、地下水への海水侵入が懸念され

る地域がある。 これら村落では地形や水理地質上最良と判断される地点に井戸を 1 本掘さく

することにより、村落内における塩水の影響範囲に関する最終判断をすることが可能であり、少

なくも 1 本は掘さくし、その結果が良好であれば、複数井を必要とする村落では慎重に対処し

ながら計画本数を施工するが、結果が不成功の場合はそれ以上の掘さくは中止することとする。 

 

以上に述べた水量･水質に関し水源開発がリスクを伴うと推定される対象村落に対しては、着

工前ソフト・コンポーネント活動を通じ住民に対して開発方針を十分に説明し、村落側合意と理

解を得た上で実施を促進する方針とする。  

 

(2) 社会条件に対する方針  

 

メナベ県の行政組織は第 2 章第 4 節に述べたように 5 郡構成で、各郡はさらに「コミューン」

(準郡)と呼ばれる下位行政単位に分かれ、県全体が 51 の準郡により構成される  (本調査対象に

は 13 準郡庁所在地が含まれた)。 「マ」国の水道行政では、県庁・郡庁以外のこれら地方集落

に対する給水事業はすべて MEM の直接担当となっており、 同省は準郡庁所在地に対し公共

水栓施設による給水事業普及を目標としている。 本調査によると、これらの準郡庁所在地は行

政拠点集落として多数の人口を擁し、公共施設が整備されて市街化が進み、経済水準も通常の村

落と比較して高いので、施設の持続的な維持管理の意志があり、その経済力が住民にあると判断

される集落 7 ヶ所には、公共水栓施設を計画する(ただし 1 村にはこの行政機関が存在しない )。  

 

本計画の対象人口は約 68,000 人であり、県内の推定地方総人口の 25%強を占める。 これら

村落住民の給水現況を調査した結果、河川・用水路だけを水源とする村落は全体約 61 村の 40%

強にものぼる。 その他の水源としては多様な形態の浅井戸が普及しているが、浅井戸だけに依

存する村落は 18％に過ぎず、他は表流水と併用している。 特に人口 1,000 人を越す村落には

井戸数が多く、7～10 基に達する。 これらの既存浅井戸は地表からの汚染を受け易い構造であ

り、また乾期には水量が不足する傾向がある。 これらの不衛生であるがアクセスが容易な既存

水源の利用から深井戸への移行を円滑に促進するためには、全住民が公平に新規施設にアクセス

できる配慮が必要であることから、利便性と経済性を併せた建設数として約 300 人に 1 井を基

準として対応する方針とする。   
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実際の施工において、井戸掘さく地点の最終決定は、各村落の内部事情に配慮し、技術的な問

題がない限り住民側の意見を尊重し、合意に基づいて作業に着手することを基本とする。 配置

状況によって、新しい水汲み場が住居から多少遠くなる場合もあり、近くの既存水源を雑用水に

利用することは問題ない。 住民が深井戸水源の価値を認識し、新規施設の利用への円滑な移行

を促進するためには、衛生教育を含む啓蒙活動が必要であり、本計画における住民支援活動はこ

の点に特に留意して事後評価モニタリングまでを含むプログラムを構成する方針とする。  

 

(3) 建設事情に対する方針  

 

メナベ県は道路、通信等をはじめとし、インフラ整備の遅れが顕著である。 県庁所在地から

首都アンタナナリヴォに連絡する国道 35号線は毎年のサイクロン被害で荒廃したまま放置され、

特に本計画でも調査の対象となった No. 106「マランバンディ」から県北東端のミアンドリヴァ

ソ市までの 100km 区間は、路盤が階段状になり、随所に大陥没が連続する交通の難所となって

いる。 このように政府公共事業の投資が届かない地域では建設業者も育成されず、対象地域内

では本計画の施設工事に適格な業者はまだ存在しない。 メナベ県が属するチュリアール州都チ

ュリアール市には比較的規模の大きい建設会社が存在するが、交通の便がさらに劣悪で自由な往

来が困難なため、メナベ県域は物資流通を含め首都に依存する状況が続いている。 本計画では、

建設対象地域の悪条件に対応するため、有能な地元企業の起用が奨励されるが、適格な建設企業

としては首都で公共給水事業に経験のある業者を採用することが実際的である。  

 

対象地区における建設資材調達は、モロンダヴァ市でセメント、鉄筋まで常時のストック量は

多くないが、調達が可能である。 セメントは国産が出回り、現時点需給の逼迫はない。 ただ

し国産のセメントは別として、鉄鋼製品はすべて輸入に依存するため、鉄筋や鋼板の価格がきわ

めて高く設定されており、大量購入の場合は日本や第三国からの一括調達が経済的となる。 一

方、給水施設資材はほとんどが輸入品となり、このセクターにおける需要の低迷のため市場のス

トックも薄いので、本計画で使用する 4”以上の配管材料を含め、ほとんど日本や第三国から輸

入することとなる。 深井戸建設資材についても、従来 DEE はプロジェクト・ベースで支援機

関からの供与資材により施工してきている。 一方、掘さく分野で 1 社しかないフランス系民

間企業は、在南アの系列企業を通して、資材はすべて南ア製品を利用しているとのことであった。 

 

このような輸入製品依存はポンプや発電機等の機器類も同様で、フェーズ I 事業ではほとんど
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日本製品が利用された。 しかしながら、現在は旧宗主国であるフランスをはじめとする EC 諸

国や SADC 諸国、特に南ア製品が市場に出回り、代理店体制が整備されているので、本計画で

はハンドポンプをはじめとし、現地に代理店が存在し、パーツの調達が容易で、技術サービスを

受けやすい製品を採用する方針とする。 なお、ハンドポンプは、現時点代理店制度があり、部

品提供が可能な体制にあるのは、フランス製の 1 社「ベルニエ」のみである。  

 

(4) 工期に関する方針  

 

本計画の工期設定は、工事の主体である深井戸掘さく計画により決定される (公共水栓施設の建設

は、対象村落数が少なく、施設規模･内容が大きくないので、特別に工期に対する影響はない)。 本

計画は全体で 61村落を対象とし、総数 130本の深井戸を建設するが、1本平均 8～9日を要するので

雨季やこの地域特有のアクセス条件を考慮すると、3台の掘さく機を使用して 2年間かかる。 また、

第 3章第 2節の基本方針で記述したように、本計画における掘さく工事実施のために、機材の新規調

達等が必要であるため、全体工期を 3期として設定する。 

 

第 1期 掘さく機材新規調達および既存機材修理・整備 

第 2期 26村落の掘さく工事および給水施設整備 

第 3期 35村落の掘さく工事および給水施設整備 

 

村落に対する給水施設整備および DEE 機材整備に係わるソフト・コンポーネントは、建設工事や

調達に先行して実施する必要があり、住民啓蒙活動は第 1 期から第 3 期まで通して実施し、DEE ワ

ークショップの管理体制強化計画は、第 1期で機材が調達されるまでに完了することとする。 

 

以上の工期設定に関し特に留意しなければならない要素として、モロンダヴァ川以南の対象村落へ

のアクセスがある。 乾期には、橋のない複数の大小河川を横断してこれら村落へ南下するルートが

通常の交通路となっているが、雨期 (全国的に 12月から翌年 3月までの 4ヶ月間) が終わっても河

川の増水が引くまでは横断が危険なためアクセスが困難となる。 そのため、この地域の対象村落に

対しては、せいぜい 7 月から 11 月までの 5 ヶ月間しか工事が実施できない。 同地域の村落数は全

体の 1/3 の 21 ヶ所に達し、深井戸工事量は 2 台の機械を投入しても、年間 5 ヶ月の作業期間である

と 2ヶ年を要する。 本計画における深井戸掘さくの実施体制・期間は、この南部地域の工事目標達

成を焦点において、全体計画を編成する。 
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3-3-2 基本計画  
 

本プロジェクトは対象 61 村落に、水源として深井戸を掘さくし、54 村落に対してはハンドポ

ンプ給水施設、7 村落に対しては公共水栓給水施設を整備する。 以下に、本プロジェクト主要

構成要素である深井戸掘さくのための水源開発計画、ハンドポンプおよび公共水栓施設建設に関

わる施設計画、 深井戸掘さくのための機材調達計画、さらに完成施設の維持管理計画について、

計画内容を述べる。  

 

(1) 水源開発計画  

 

1) 帯水層の特徴  

 

本基本設計調査は、1995～96 年に実施された本事業に対する開発調査の結果に基づき

「マ」国政府から要請された計画を対象として、現地調査を実施した。 広大な対象地域の

中では地下水腑存状況も多様であり、大略次の 3 種類に分類される。  

 

①  平野部の水源開発  

平野部に位置する過半数の村落では、開発調査の判定通り、水量・水質が良好な地下

水源開発が可能である。 この事実は、国道 35 号線沿いの No. 67「アナライヴァ」、

No.97「ベゼジカ」、また国道 35 号線から分かれて広大な国立自然保護林の北端のツィ

リビヒナ川まで貫通する国道 8 号線沿いの No. 93「ベロボカ」南村における試掘井を

兼ねたパイロット井の結果により、実証されている。 これらの深井戸は、ラテライト

表土の下層にある砂・礫等地質年代が比較的新しい堆積層を帯水層とし、揚水量 500

㍑ /分以上で、水位降下が数メートルに過ぎず、水質も電気伝導度が 300～600 の範囲に

あり、鉄分等の金属イオンも微量な良質の地下水が得られる。 そのことは、数は少な

いが、他プロジェクトで開発された深井戸として、やはり国道 35 号線沿いのアナライ

ヴァに近い No. 68「ベスプティカ」に立地する精糖工場の水源井や、「ジラマ」による

マハボ市水道水源の結果によっても裏付けられる。  

 

この潤沢な地下水源は、多雨地帯である中央山岳地帯で涵養されて平野部に流下する

地下水流と、平野部における河川、用水路、水田等から表流水が直接浸透して涵養する
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地下水の 2 要素が一体となって構成するものである。  

 

②  海岸低平地の水源開発  

一方、海岸低平地に立地する村落の場合は、平野台地部からの地下水流を受けて水量

の点では問題がないが、海面からの海水侵入の危険がつきまとい、本調査の一つの焦点

となった。 開発調査では、北端ツィリビヒナ川三角州に位置する No. 109「ツィアナ

ロカ」、ベロ・スール・メール地区海岸線の No. 47「アンバララタ」、南部海岸線際の

No. 1「アンドラノパシィ」の 3 村落でパイロット井が建設されたが、現在実用化され

ているのはアンバララタのみである。 No. 1 の場合は、海岸線から 5km 内陸に入った

台地上に深井戸を掘さくしたが、それでも塩分が相当高い。 No. 47「アンバララタ」

では、塩味こそしないが塩素イオンは通常の基準値である 250ppm をやや上回っており、

やはり海水の影響が及んでいる。 ただ、この地域には、厚い粘土層が地下に分布して

おり、これが遮断層となって海水侵入の度合いを防ぐ効果を発揮しているものと考えら

れる。  

 

本計画対象地域で、このような海水侵入のリスクを持つ村落を次に一覧表で示す。  
 

表 3-4 海水侵入リスク村落  
対象村落   水理地質区分  

ID 村落名  
注記  

1 ﾂｨﾘﾋﾞﾋﾅ三角州  109 ツィアナロカ  同地区の No. 110｢キボイ｣ 
  112 ツィマファナ  は海水面から標高があり、  
  113 マナンジャキィ  海水進入の危険度は小。  
2 トミシィ川流域   83 アンパタカ  同流域には No.83 の他 2 村(No. 

82, No.89) が位置するが No.83
は海岸線に近く標高が低く、海水
浸入の危険が大きい。  

3 マハリボ河口流域   36 ナマキア  3 村のうちでは No. 36 が最低位  
   40 マノメンティナイ  にあり、海水浸入のリスクが高い。 
   41 ファラテニィ   
4 ベロ・スール  

・メール海岸低平地  
 47 
 48 

アンバララタ  
アンケヴォ  

No.47 では開発調査のパイロット
井戸が成功しているが、No.48 は  

     不明。  

 

これら海水侵入リスクのある村落に対する対策は次の通りである。  

a. リストの中には、標高が低く、海水侵入の危険度がきわめて高い村落がある。(No.109,  
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No. 112, No. 113, No. 83, No. 36: これらの村落は現在深さ 4～5mの浅井戸から淡水

を得るか、近くの池沼の水を利用している)。  海岸線地域における海水と淡水の分布

は海面からの地下水面の高さにより推定され、地下水面が海面から高いほど淡水領域

が深い。  これらの村落における既存の浅井戸を調査した結果によると、地下水面が

海面から数メートル上にあるところが多く、村内で比較的標高の高い地点を選定し、

詳細調査で地下水面が高いと判断される位置を最終的に井戸掘さく地点とすること

により、淡水のハンドポンプ井を成功させることが可能である。 この場合、No. 112

以外はハンドポンプ井対象村落であり、人家から離れた地点では利便性が薄れるので、

村落側とも掘さく地点や水質について十分協議し、住民の理解を得たうえで施工する

方針とする。  

 

b. No. 112「ツィマファナ」は地域の拠点集落で、公共水栓施設を計画する。 標高は海

抜 6m 程度で、村落は深さ 4～5ｍの浅井戸の淡水を利用しているが、住民の経験によ

ると井戸がこれ以上深くなると塩分を含む粘土層が分布しているという。  本調査にお

ける地下 150m までの電気探査結果も地表に近い最上部砂礫層以外は有力な水層がな

く、集落内部では海水侵入の影響が避けがたい。  したがってハンドポンプ井の場合は

上部淡水層が利用可能であるが、公共水栓施設の場合、動力ポンプによる揚水で水位が

海面より下がると海水汚染のリスクが強まるので、村落内部の開発は困難である。  し

かし、同集落から数 km 離れた地点から標高が高くなり、深井戸による地下水開発の可

能性が高いので、電気探査を含む精査により適切な地点を選定する方針とする。 同地

点の水源開発が成功すれば、送水管距離は長くなるが、重力給水が可能であり、施設構

成は複雑でない。  

 

c. その他の村落は台地上に位置し、標高が比較的高く、電気探査結果を判断すると、海

水を遮断する粘土層の存在が推定される。 詳細調査の段階で、最終的な最適地点を選

定し施工する方針とする。  

 

③  丘陵部硬岩地帯の水源開発  

前 2 項の平野低平地と異なり、古い地質年代の硬岩分布地帯に位置する村落の水源開

発は難度が高い。 対象地域では、次の 2 地区に分類される。  
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a. 国道 35 号線沿い丘陵地帯の村落  

   ＊No. 103 「アンキリザト」  

   ＊No. 106 「マランバンディ」  

   ＊No. 107 「アンパノトカ」  

   ＊No. 114 「アンバトラヒ」  

   ＊No. 115 「アンコトロフォツィ」  

   ＊No. d  「アンパンドラベ」  

  

これら 6 村落に対してはいずれも電気探査および村落により電磁波探査を併用して

調査を行った。 調査結果、No. 107、No. 114、No. 115 および No. d の 4 村では、白

亜紀～ジュラ紀の泥岩の中に、地下水が腑存する可能性が高い砂岩・礫岩の存在が推定

され、これらの帯水層を対象とするハンドポンプ井建設が可能と判断される。  

 

他の 2村 No. 103 と No. 106 は本計画対象村落中、人口で 1、2 位を占める大規模集

落で公共水栓施設候補であるが、集落内部では難透水層である泥岩が優勢で、多数の住

民の需要に対応する深井戸水源開発は、特に後者 No. 106 で困難と判断され、調査を集

落外部に拡張して実施した。 その結果、No. 103 は、村落の東方約 2km 地点で深層地

下水開発の可能性が高いことが判明し、集落内部での浅層地下水開発を含め本計画の対

象とする。  一方、No. 106 は集落外周一円でも開発の可能性が認められず、地下水開

発以外の対応を考慮する必要があり、本計画に含まないこととする  (詳細は添付資料

「水理地質調査報告書」の調査結果と開発方針の参照 )。   なお、先行開発調査では、

No. 103, No. 106 および No. 114 の 3 集落でパイロット井を村落内部に建設したが、量

的に成功したのは No. 114 のみであった  (ただし、No.114 は本調査による水質試験の

結果、硝酸性窒素の含有量が高いことが判明し水質の問題があるが、掘さく地点の選定

および取水する帯水層の検討により対応する。詳細は第 2 章第 4 節参照 )。  

    

b. マンザ郡マンザ市周辺硬岩分布地帯の水源開発  

本計画対象地域の最南部村落はマンザ郡に属するが、マンザ市周辺一帯は白亜紀の

石灰岩等の分布するなだらかな丘陵地帯であり、この地域の村落の水源開発は、それ

らの硬岩を対象とする。 次の村落が含まれる。  
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＊No. 15 「ミアリイ」  

＊No. 16 「アンビヴィ I」  

＊No. 116 「ツィアニヒィ」  

＊No. 120 「ソラセラナ」  

＊No. 121 「アンテヴァメナ・サロドラナ」  

 

これら 5 村落は、準郡庁所在地である No. 120 を含め、ハンドポンプ井を計画する。

5 村落のうち、No. 16 の廃井となった浅井戸を除き、これら村落には井戸が現存せず、

すべての村落が地表水に依存している。  本調査では 5 村落に対し、電気探査・電磁波

探査を含む水理地質調査を展開した。  分布する石灰岩、泥岩、砂岩のうち開発対象と

しては砂岩が有望であり、量的な地下水腑存を示唆する際立った地質構造の変化は見ら

れないが、ハンドポンプ井の揚水量は確保できると想定される。 この 5村落における

開発予想は次の通りである。  

 

○対象村落には、大量の地下水が流動する帯水層は存在しない。  

○しかしながら、一様な硬岩分布の中で、砂岩等に小規模の亀裂が存在することが、従

来の他プロジェクトにおける類似の開発経験で確認されており、同層は本調査の電気

探査でも相対的に高い比抵抗値を示している。  

○これら小亀裂帯から採水するためには、掘さく深度に余裕を持たせて、掘さくしなが

ら、地下水腑存層を確認する方法が実践的である。 経験的にその深度は最大 100m

程度と考えられる。  

 

以上が、本計画対象村落全体の水理地質的特徴の全般的傾向であるが、個々の詳細につい

ては、別添の「対象村落水理地質調査詳細」に、物理探査解析結果とともに記述する。 な

お、図 3-2 にこれまでに述べた水理地質重点地区の位置図を示す。  

 

2) 水量  

 

第 1)項の「帯水層」で検討したように、平野部では先行開発調査のパイロット井の結果

などから、ハンドポンプ井、公共水栓施設用井戸ともども、それぞれ予定揚水量が確保され

る見通しである。 前者は 30 ㍑  /分、後者は 130～300 ㍑ /分を計画する。  しかし硬岩地
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帯では、予定揚水量に達しない場合が想定され、成功井とする指標を次のように設定する。 

 

①ハンドポンプ用深井戸  

深井戸では継続的にある一定量を確保できる場合、給水効果があると判断されるため、 

目標値より低い水量でも成功井として取り扱う方針とする。 ハンドポンプ井の場合は、

他のアフリカ諸国の例も参照し、700 ㍑ /時を基準とする。  

 

②公共水栓施設用深井戸  

公共水栓施設では、  一般に深井戸で水中モーターポンプを連続運転して実用的な給水

をするには 100 ㍑ /分  (6m3/時)程度が最小であり、この水量を判断基準とする国が多数あ

る。 実用化の観点から、本計画でもこの水量を成功井の判断指標とする。  
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1.ツィリビヒナ三角州

2.トミシィ川流域

3.マハリヴォ川河口地域

4.アンキリザト地域 5.マランバンディ地域

6.マンザ郡硬岩地帯
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3) 水質  

 

本計画で建設する深井戸水質の基準としては、「マ」国標準の「ジラマ」の水質基準に準

拠することとする。 同機関の基準値は次のとおりである。  
 

表 3-5 ジラマ水質基準  
試験項目  化学記号  単位  ジラマ基準  WHO 基準(参考) 
外観    清澄   
濁度   NTU ＜5 ＜5 
色度    無色  ＜15 (TCU) 
臭気    無臭  目標値なし。  
電気伝導度  (20 oC)  μS/cm ＜2000 目標値なし。  
pH   6.5～9.5 目標値なし。  
有機物等   mg/l ＜2 目標値なし。  
全硬度   oF ＜5 0(=500 mg/l) 目標値なし。  
全鉄  Fe2+,Fe3+ mg/l ＜0.3 ＜0.3 
塩素イオン  Cl- mg/l ＜250 ＜250 
硫酸イオン  SO4 mg/l ＜250 ＜250 
アンモニア性窒素  NH4+ mg/l ＜0.05 目標値なし。  
亜硝酸性窒素  NO2- mg/l ＜0.1 ＜0.2 
硝酸性窒素  NO3- mg/l ＜50 ＜50 
(大腸菌群)  MNP ―  0/100ml 

 

本計画で完成した深井戸水源は、ジラマの水質基準に従うものとする。本計画の深井戸水

源は、上記項目のうち、外観を除く項目の水質試験を実施し、基準を越える数値が検出され

た場合は、WHO のガイドライン目標値等も参照し、コンサルタント提言に基づき、MEM

が最終判断を行うこととする  

 

(2) 深井戸掘さく計画  

 

 1) 深井戸掘さく深度  

各村落における水源開発のための深井戸掘さく深度は、それぞれの地域、地点における水

理地質構造により決定される。 本計画では、次のような原則にしたがい各村落の深井戸深

度を決定した。  

 

①  平野部村落の深井戸水源は、水質が良好な地下水取水のため、地表からの浸透の直接的
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影響のない、遮断粘土層の下位にある砂礫層を採水層とする。 この粘土層は地域により

上面深度や厚さが異なり、各村落の物理探査結果と既存井の地質断面図を検討して推定す

ることになる。 調査結果によると、平野部では概ね地下 20m～50m に分布するので、

その下位の砂礫層を貫通する掘さく深度が理想的であり、最大で 100m 程度である。  

 

②  海岸低平地でも、狙いはこの遮断粘土層であるが、標高の低い村落では、この下位の地

下水が海水侵入の影響を受けている。 たとえば、開発調査ではツィリビヒナ三角州の

No. 109「ツィアナロカ」において、当初 70m の深井戸を掘さくしたが、電気伝導度が

5,000μS/cm 近く塩分濃度が高いため実用にはならず、同じ地点で 20m まで再掘さくし

たところ、2,400μS/cm まで改善した。 これは、地表近くを流動する海面上の浅い地下

水に希釈されて、塩分濃度が改善されたのであるが、良質とは言えない水源としかならな

い。 逆の現象が No. 47「アンバララタ」には見られ、ここでは遮断粘土層が厚く、海

水侵入の影響が抑えられて、パイロット井が成功した。 したがって、村落内で標高の高

い地点を選び、物理探査の結果を検討して、深度を決定しなければならない。 最大掘さ

く深度は 70m 程度と予想される。  

 

③  硬岩分布地帯では、物理探査の結果、比抵抗値が高く砂岩・礫岩の存在が判定された村

落ではその帯水層を貫通する深度を採用する。 特殊な地質構造の No.103「アンキリザ

ト」は、掘さく予定深度を 250m とするが、その他は最大 100m 以内である。 マンザ地

区では、明瞭な帯水層の存在は指摘できないが、最大 100m 以内でハンドポンプ井の揚水

量 30 ㍑程度を確保できると判断される。  

 

以上のような概略の基準により、各村落の掘さく深度を定め、表 3-6 に示した。  

 

2) 掘さく口径  

 

①  挿入するポンプの種類により、ハンドポンプ井の場合は、仕上がり口径(ケーシング口径)

を 4”とし、公共水栓施設水源の場合は 6”とする。後者の場合、水中モーターポンプのサ

イズは揚水量と揚程により決まるが、次項の「給水施設計画」で検討するように、6”あれ

ばいずれも水中モーターポンプの挿入が可能である。  

 



ID 村落名 想定 現在人口 計画人口 医療 開発調査 総掘さく
リスク (2000) (2004) ｾﾝﾀｰ 深井戸 深度(m)

1 015 Miary 300        338       1          1          100     100        
2 016 Ambivy　I 200        225       1          1          100     100        
3 017 Ambivy　II 500        563       2          2          60       120        
4 018 Ambahia 300        338       1          1          70       70          
5 025 Befasy 1,200     1,351    4          (-1) 3          90       270        
6 031 Beleo 700        788       2          2          70       140        
7 033 Misokotsa ｱｸｾｽ 800        901       3          3          70       210        
8 034 Besotroka 450        507       2          2          70       140        
9 036 Namakia 591        665       2          2          80       160        

10 039 Antsamaka 250        281       1          1          70       70          
11 040 Manomentinay 450        507       3          3          70       210        
12 041 Farateny (Faratenina) 塩水 585        659       2          2          80       160        
13 047 Ambararata 800        901       3          (-1) 2          80       160        
14 048 Ankebo　(Ankevo Est) 塩水 300        338       1          1          80       80          
15 052 Antsakamirohaka ｱｸｾｽ 1,867     2,102    5          5          80       400        
16 053 Androvakely ｱｸｾｽ 579        652       2          2          80       160        
17 055 Ampananiha ｱｸｾｽ 275        310       1          1          80       80          
18 058 Bemanonga 3,061     3,446    ○ 1          1          80       80          
19 059 Marovoay 989        1,114    3          3          80       240        
20 060 Tandrokosy 540        608       2          2          80       160        
21 066 Croisement BST 1,415     1,593    5          5          80       400        
22 067 Analaiva 2,955     3,327    ○ 1          (-1) 1          80       80          
23 068 Betsipotika 1,400     1,576    ○ 1          1          80       80          
24 070 Ampandora 750        844       3          3          80       240        
25 074 Tsinjorano 300        338       1          1          80       80          
26 076 Laijoby 420        473       1          1 2          80       160        
27 079 Ambonio 319        359       1          1          80       80          
28 080 Analalava-Soanafindra 400        450       1          1          80       80          
29 082 Marofandiliha 620        698       2          2          90       180        
30 083 Ampataka 塩水 600        676       2          2          50       100        
31 089 Ankaraobato 850        957       3          (-1) 2          90       180        
32 093 Bereboka Sud 1,000     1,126    4          (-1) 3          90       270        
33 094 Ankilivalo 3,162     3,560    ○ 2          1          100     100        
34 095 Ambohibary 427        481       1          1          100     100        
35 097 Bezezika 1,000     1,126    4          (-1) 3          100     300        
36 099 Ankilimida 1,200     1,351    4          4          100     400        
37 103 Ankilizato 水量 4,000     4,504    ○ 2          2          250/50 300        
38 107 Ampanotoka 417        470       2          2          70       140        
39 109 Tsianaloka 塩水 800        901       3          (-1) 1          50       50          
40 110 Kiboy 500        563       2          (-1) 1          80       80          
41 111 Croisement-Antsoha 540        608       2          (-1) 1          80       80          
42 112 Tsimafana 2,000     2,252    ○ 1          1          100     100        
43 113 Mananjaky 塩水 600        676       2          2          80       160        
44 114 Ambatolahy 水質？ 6,200     6,981    ○ 2          (1) 2          140     280        
45 115 Ankotrofotsy 1,200     1,351    4          4          100     400        
46 116 Tsianihy 890        1,002    3          3          120     360        
47 117 Ankiliabo 2,000     2,252    5          5          60       300        
48 118 Antanambao 300        338       1          1          100     100        
49 120 Soaserana 600        676       2          2          60       120        
50 121 Antevamena-Sarodrano 1,020     1,148    4          4          100     400        
51 122 Fiadana ｱｸｾｽ 850        957       3          3          80       240        
52 c Andrevabe ｱｸｾｽ 720        811       3          3          80       240        
53 d Ampandrabe 662        745       2          2          70       140        
54 A01 Ambalanangozy 553        623       2          2          60       120        
55 A02 Amboriky 300        338       1          1          60       60          
56 A03 Ampasifasy 720        811       2          2          60       120        
57 A04 Analamitsivalana 1,447     1,629    5          5          60       300        
58 A05 Anjamahitsy 680        766       2          2          60       120        
59 A06 Antsakoabaky 520        585       2          2          60       120        
60 A07 Soafaosa 550        619       2          2          60       120        
61 A08 Tanandava I 800        901       3          (-1) 2          60       120        

60,424   68,031  140      1       130      10,510   

表 3-6    対 象 村 落 掘 さ く 計 画 リ ス ト
計画深
度(m)

NGO
井戸

最終井
戸本数

人口算
定井戸

公共
水栓

合　　計

 3 - 24
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②  仕上がり口径に対する掘さく孔径は、平野部においては、砂礫層のような未固結層を対

象とし、砂利充填井として仕上げる必要がある。 この充填層の厚さは片側 2”～3”程度

が適切であり、掘さく孔径は  [4”+2”+2”=8”]で、最小 8”孔径となる。 同様に公共水栓施

設用深井戸の掘さく孔径は最小 10”とする。  

 

③  一方、硬岩を貫通する深井戸の場合、全層が硬い岩層の連続であれば砂利充填は必要な

く、亀裂水の取水に逆効果ともなり、砂利充填をしないほうが効果的である。 この場合

は両側 1”の余裕を見て、ハンドポンプ井で掘さく孔径は 6”、公共水栓型で 8”となる。 し

かしながら、本計画対象地域では、上部に河岸堆積層のような崩壊し易い地層が来る場合

や下部にも固結がゆるい帯水層を挟むことが想定されるため、未固結層と同じ掘さく口径

で砂利充填型を標準とする。  
 

表 3-7 基準掘さく口径  
ハンドポンプ井  公共水栓施設水源井  対象地層  

掘さく孔径  ケーシング口径  掘さく孔径  ケーシング口径  
未固結堆積層  8” 4” 10” 6” 
固結岩層  8” 4” 10” 6” 

 

3) スクリーン長  

 

スクリーン長さは、実際に掘さく後、孔内検層結果に基づき最終長さが決められるが、1

本の長さは定格 6m であり、その倍数で決定されることになる。 理想的な設置長さは、帯

水層全層に対してスクリーンを設置するが、経済的な観点からは目標とする揚水量を考慮し

て決定される。 平野部では帯水層が特定できるので、20～30m 程度の層厚の砂礫層に対

し、ハンドポンプ井の場合は 3 本=18m、公共水栓施設の場合、4 本=24m を標準とすれば

いずれの場合も十分である。 硬岩層の場合は、なるべくスクリーン部分を長くして、亀裂

水をできるだけ集める配慮から、ハンドポンプ井の場合も 4 本=24m を標準とする。  
 

表 3-8 基準スクリーン長  
ハンドポンプ井 公共水栓施設水源井 対象地層 

スクリーン口径 スクリーン長 スクリーン口径 スクリーン長 
未固結堆積層 4” 18m 6” 24m 
固結岩層 4” 24m 6” 24m 
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4) 掘さく成功率  

 

本計画における新規深井戸の成功率は、先行開発調査における試掘ボーリング結果および

本基本設計調査結果を参照し、それぞれのリスクを検討し次のように定める。  

 

1995～1996 年の開発調査では、対象地域内で合計 15 本の試験井を掘さくした。 これら

の試験井の対象地域を分類し、実際の掘さく結果を総合すると次表の通りである。  

表 3-9 先行開発調査における試験井成功率分類  
分類 掘さく地点特性 掘さく本数 成功井 成功率 
I   型 海岸低平地(含三角州) 6 (井) 1 (井)  17 % 
II  型 平野台地を形成する更新統地層 5 (井) 5 (井) 100 % 
III 型 丘陵地を形成する第三系、白亜系、 

ジュラ系等の硬岩 
4 (井) 1 (井)  25 % 

                  合計 15 (井) 7 (井) 47%(平均) 

 

開発調査の試掘井は、海岸線の村落で、1 ヶ所をのぞき、すべて海水浸入の影響を受けて

高濃度の塩分に汚染されており、慎重な対処が必要である。 また、硬岩地帯でも成功率が

きわめて低い。 以上の傾向について本調査結果を検討した結果、本計画で想定する成功率

は次の通りである。  

表 3-10 本計画掘さく成功率基準  
根        拠 成功率(%) 

平野部／堆積層 丘陵･山地／硬岩 
対象村落数 

90% 前表 II型平野部に属し、先行開発調
査の試掘井資料の検討により、周辺
一帯で量的・質的に良好な地下水開
発が見込まれる村落。 

前表 III 型の硬岩地帯に属し、
先行開発調査の試掘井資料の検
討により、地下水開発の成功率
が特に高いと判断される村落。 

34 

70% I型、II型の平野部堆積層地域におい
て、前者は海水浸入の影響を受けや
すい環境にあり、また後者は内陸で
あるが、本調査の結果、浅い地下水
に高濃度の塩分や硝酸性窒素分が含
まれていることが判明した問題地
区。しかしながら、調査結果による
と汚染水浸入防止の効果がある粘土
層が地下に分布していると推定さ
れ、開発の成功率がかなり高いと判
断される村落。 

硬岩分布地帯で、既存井戸資料
がないが、電気探査や地質調査
の結果、周辺の河川作用の影響
を受けて、一部堆積層が含まれ
ていると判断され、開発の可能
性が見込まれる村落。 

15 

50% 海岸低平地で、海水浸入のリスクが
高いと判断される村落。 

硬岩分布地帯で既存井戸がな
く、水理地質構造が不明な地域。 

12 

平均 81%   計 61村落 
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以上の成功率設定のうち、開発調査で 100%成功した平野部の成功率を 1 割低く抑えた

理由は次の通りである。  
 

本調査において、内陸部の対象サイトで浅井戸に高濃度の塩分や硝酸性窒素が存在し、

劣悪な水質が一部に分布していることが判明した(7 村落)。 海岸線の塩水浸入リスクが

大なり小なり想定される 8 村落を加えると水質リスクのあるサイトは計 15 村落となる。  

本調査結果、そのうちの過半数は、地下に分布する粘土層が上部からの汚染水の浸透を防

ぎ、深層地下水を対象とすれば、清浄な地下水を得る可能性が高いが、施工時の水質問題

に対処する必要性を考慮した。  

  

(3) 施設計画  
 

1) 給水計画原単位  
 

本計画では、61 対象村落に、ハンドポンプ井ないしは公共水栓給水施設を建設する。 同

計画策定に必要な設計原単位の検討は次の通りである。  
 

①  人口  

本調査では、対象村落の現在人口を、関連行政機関(郡庁、準郡庁)または各村落代表

からの聞き取り調査で確認した。 「マ」国では 2000 年 12 月に地方議会選挙が実施

されたので、本調査時点(8 月)、選挙人名簿作成が進行しており、18 歳以上の選挙有資

格年齢者の数を正確に把握している村落が相当数あり、実数に近い現在人口となってい

ると考えられる。 ただし、人口動態については、村落では依存できる回答を得られず、

県庁発行の統計資料を基に考察することとする。  
 

メナベ県庁が 2000 年 1 月に発行した「メナベ県統計」によると、県内人口の動態は

次の通りである。  

表 3-11 メナベ県人口動態 (1975～1993) 
郡名 1975年人口調査 1993年人口調査 期間人口成長率 

モロンダヴァ 35,355 (人) 64,070 (人) 3.4 (%) 
ベロ・ツィリビヒナ 31,222 41,879 1.6 
マハボ 48,605 68,680 1.9 
マンザ 31,542 44,946 2.0 
ミアンドリヴァソ 39,623 65,550 2.8 
合計 186,347 285,125 2.4 (平均) 
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「マ」国全体では、期間成長率は 2.8%であり、県全体の成長率は比較するとやや少な

い。 1993 年の人口調査では、上表のうち都市人口は「郡庁所在地以上の集落在住者」

と明確に定義したが、1975 年の調査では定義が明確でなかったため、比較は行われてお

らず、本計画における都市部を除く村落住民数の伸び具合について正確な数字をつかむこ

とはできないが、同年の分類による都市・村落の人口割合は次の通りであった。  

 

表 3-12 メナベ県都市・村落人口分類 (1993) 
郡名 都市人口 

(県・郡庁所在地) 
村落人口 村落人口比率 

モロンダヴァ 25,071 (人) 38,999 (人) 60.9 (%) 
ベロ・ツィリビヒナ 16,229 34,479 68.0 
マハボ 6,250 62,429 90.9 
マンザ 8,162 40,067 83.1 
ミアンドリヴァソ 14,022 57,560 80.4 
合計 69,734 233,534 77.0 (平均) 

 

この 2表を比較して推定されることは、この期間モロンダヴァ市とミアンドリヴァソ市

の 2 都市部人口増加が大きく成長率に貢献していることで、都市を除く村落自体の成長率

は、平均よりかなり低いと想定される。 各郡の平均成長率を採用する方法もあるが、本

計画ではモロンダヴァ郡の村落数が全体の半数に近く、モロンダヴァ市自体の成長率をか

なり反映する結果となり、不正確度を増す傾向が強い。 そこで、1993 年と 7 年前の資料

ではあるが、他の公的資料がないことから、また現時点これが県の標準資料となっている

ことから、同資料に基づき県全体の平均成長率 2.4%を採用することとする。  

 

参考として、1995 年開発調査で調べた対象集落最大規模の村落、No. 106「マランバン

ディ」(マハボ郡)の人口を本調査で準郡庁から得た人口数と比較すると、次の通りである。 

 

表  3-13 マランバンディ村落人口調査比較 (1995 - 2000) 

調査名  調査年度  調査人口  期間成長率  

開発調査  1995 7,000 人   

本基本設計調査  2000 7,925 人  約 2.5% 

 

なお、開発調査の人口調査と本調査の人口調査結果を比較したところ、一部の大規模集

落で当時の調査と本調査に大きな差があること（およそ倍増）から、また新規の集落が

16 ヶ所含まれたことから、県発行資料を用いることとする。  
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②  計画目標年  

本計画の目的は依存すべき給水施設のない集落に、緊急に安全な給水を提供すること

にあり、長期間計画の性格を持つものではないことから、本年から 5 年後を計画年と定

め、2005 年を目標とする。  

 

    ③  平均給水量  

 

a. ハンドポンプによる給水  

1995～6 年の開発調査においては、ハンドポンプによる一人一日平均給水量を 20

㍑に定めた。 しかし、近年実施機関である DEE は、UNICEF によるハンドポンプ

井プロジェクトや世銀により進行中の南部給水計画に準拠して、ハンドポンプ付深井

戸の場合、一人一日 30 ㍑、人口 200 人に対し井戸 1 本を建設することを要望してい

る。 しかしながら本調査において、66 村落で約 300 世帯を対象に現在の水消費量

の調査を実施した結果、一人一日平均消費量は次のような分布となっている。  

 

表  3-14 世帯調査による一人一日平均消費量分布  
一人一日水消費量範囲  回答世帯数  比率  

10 ㍑以下  10 世帯  (33.1%) 

10 ㍑以上 20 ㍑以下  137 世帯  (45.4%) 

20 ㍑以上  30 ㍑以下  38 世帯  (12.6%) 

30 ㍑以上   27 世帯  ( 8.9%) 

 

この集計によると、一人一日 20 ㍑以下の世帯が全体の 80%弱を占め大勢となって

いることが分かる。 しかも 20 ㍑以上の消費量は概ね公共水栓施設候補の大規模集

落の傾向となっている。 この調査結果を基に、本計画では一人一日平均給水量を

20 ㍑とすることとする。 従来の不衛生な水源から一転して安定した清浄な水が得

られ、この水量であれば、当面必要とする日常生活用水をどの村落でも全量新規井戸

から得ることが可能な数値である。  
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b. 公共水栓による給水  

準郡中心集落を対象とする公共水栓施設に対しては、従来の実績として、DEE では

36～60 ㍑ /人 /日の範囲で、集落の実態に応じた給水量を採用している。 本計画に先

行して実施されたフェーズ I事業では、一律 20㍑ /人 /日が採用されていることについて、

DEE によると、対象が貧困層の多い集落であり、住民の料金支払能力を考慮してこの

給水量を採用したとのことであった。  

 

本計画では、メナベ県 5 郡の準郡庁所在地 7 集落がこのタイプの給水施設を要望して

いる。 一般に、給水計画における平均給水量は、対象集落の実際の水消費量を調査し、

計画年における予測を加えて決定する。 そこで、世帯調査を基に、現在の住民の水消

費量を確認すると次のような結果が得られた。  
 

表 3-15 世帯調査による水消費量調査結果 (準郡庁所在地 ) 
村落

ID 
村落名  所属郡  調査世帯  

サンプル数  
一人一日平均  
水消費量 (lcd) 

平均消費量  
の範囲  

 25 ベファシ  モロンダヴァ   9 世帯   20.1 lcd 4 ～  60 lcd 
 58 ベマヌンガ  モロンダヴァ  17 世帯   24  lcd 10 ～  60 lcd 
 67 アナライヴァ  モロンダヴァ  15 世帯   11  lcd 6 ～  23 lcd 
 94 アンキリヴァロ  マハボ  20 世帯   19  lcd 5 ～  40 lcd 
106 マランバンディ  マハボ  16 世帯   21.6 lcd 5 ～  60 lcd 

 

上表に見るように、集落により一人一日の平均消費量にはばらつきがあるが、総じて住民

の傾向としては、現在用水路や浅井戸に依存する日常生活で、平均 20 ㍑以上 30 ㍑以下と

なっている。 本計画の給水施設は各戸給水を考慮していないので、施設完成後計画年の間

に飛躍的に水消費が増加するとは考えられないが、安全な水が住居の近くで得ることができ

ることにより、全体での平均消費量が増加することが考えられる。 したがって、近い将来

の需要増加への対応を考慮し、給水量を 30㍑/日とする。  

＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿ 

表 3-15 注 : 

No. 25「ベファシ」は、担当役場との協議において、過去に実績があった太陽光発電による給水の要望

があったが、最終的にはハンドポンプ井に合意した経緯がある。 表中、最大の平均消費量を示す No. 58

「ベマヌンガ」はモロンダヴァ市に隣接し、同市から配電を受け、市街化がすすんでいる。 No. 106 「マ

ランバンディ」では開発調査によるパイロット井が成功せず、本調査でも深井戸水源開発が困難な集落

と判断されたが、大半の住民は河川水に依存する。 しかし、一部の富裕層は高価な売水に依存しており、

消費量も大きい。  
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2) 深井戸本数  

 

各村落に対する深井戸の本数は、人口、居住地の配置状況、および現在利用する既存水源

状況等も考慮して、次の基準とする。  

 

①ハンドポンプ井  

 

a. ハンドポンプの揚水量基準を第(1)-2)項で定めた 700㍑／時とし、ポンプの運転時間を一日 8

時間程度とすると、一日揚水量は [700㍑／時 x 8時間=5,600 ㍑] となる。 本計画では揚水

条件が良好な村落が大半を占めると予想されるので、約 1割増しとし、1本の井戸の一日揚水

量を 6,000㍑ と設定する。 

 

以上の算定により、本計画ではハンドポンプ井の場合一人一日消費量は 20 ㍑であるので、

[6,000 ㍑÷20 ㍑=300 人] を各村落の井戸本数決定の基準とする。 メナベ県の一世帯平均

家族数 4.5 人 (県庁統計 )を基準にすると、約 66 世帯が 1 井を利用することになる。  

 

b. 集落が数百メートルの距離を置く 2 部落により構成されているような場合、それぞれの

人口を評価し、それぞれに適切な数量を設定する。 (No. 116,および No. 120) 

 

ｃ . 本計画対象村落で人口が多い準郡庁等大規模村落には、基本的に公共水栓施設を計画するが、

人口が多いにも関わらず、維持管理等の理由により村落側の意向で、ハンドポンプ井の建設サ

イトとなった村落が 3村ある。 次表にそれら村落を示す。 
 

表 3-16 大規模村落の井戸本数  
ID 番号  村落名  計画人口  既存浅井戸数  計画井戸本数  

52 アンツィカミロハ  2,102 4 本  5 本  
117 アンキリアボ  2,252 7 本  5 本  

 A04 アナラミツィヴァラナ  1,629 1 本  5 本  

(注：No 117 と A04 は準郡庁所在地。 ) 

これら村落に対して、300 人／井の基準を適用すると No. 52 と No. 117 の 2 村落で 7

本の井戸を計画することになるが、本調査の結果、次のような現状の検討により、最大 5

本として計画することとする。  
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○上記村落はいずれも人口密集地を形成しており、  5 本の深井戸を建設すれは、距離

的にはほとんどの世帯が最大でも 200m 程度で施設にアクセスが可能となる。 この

現場状況から、井戸本数を単純に人口単位で計画して 1村落内の井戸数が多くなると、

ポンプが故障した場合も、積極的に修理するより、他井を利用したり、従来からの既

存井に戻るおそれがある。  

○人口 2,000 人の水準にある 2村の場合、5 本の計画とすると、1 本の井戸の割当人口

は 420 人となり、8 時間運転で一人一日平均給水量は 15 ㍑程度である。 4.5 人家族

の場合、1 世帯の不足分は大体一日バケツ 1 杯分の量となる。  

○No. 52 と No. 117 村落には、特に後者で既存浅井戸が多い。 現実的には、これら

の既存井戸はハンドポンプ井設置後も利用が続けられる可能性が強い。 本計画では

住民に対するソフト・コンポーネントの衛生教育を通じ、既存浅井戸の使用は否定し

ないが、使用する場合も雑用水としてだけ利用するよう住民指導を行う。 大規模集

落の場合はこのような現場における実際の多様な水利用により、人口上では新規井戸

本数が不足しても、量的な不足を補充することが可能である。   

 

d. 1995～96 年、本計画に先行し、我が国支援により実施された開発調査では合計 15 本

の試掘深井戸が掘さくされ、その中の 7 本にハンドポンプを設置し、パイロット・プ

ロジェクトとして完成した。 深井戸は 4”PVC ケーシング仕上げで、主として井戸の

水位により選定された 2 種類のハンドポンプが設置されている。 そのうち国産のハ

ンドポンプ 4 基は短期間で故障を繰り返し、構造上の欠点があることが判明した。 国

産メーカーはすでに製造を中止している。 そこで、本計画対象村落でこれらのパイ

ロット井、およびハンドポンプは設置されていないが利用可能と考えられる試掘深井

戸が現存する村落は、これら既存井を本計画の一部として、つまり計画本数の 1本と

みなし、故障ハンドポンプの取替えや新規ハンドポンプ据付等を実施することとする。 

なお、公共水栓施設建設の対象となる村落では、水中モーターポンプ用として 6”深井

戸を新規に掘さくするが、既存の 4”パイロット深井戸についてもハンドポンプの取替

え等の整備を行い、水中モーターポンプに異常があった場合利用可能の状態に復元す

る方針とする。 対象となる村落は次の通りである。  
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表 3-17 ハンドポンプ井リハビリテーション対象村落  
村落番号  村落名  計画内容  

  25 ベファシィ  試掘井。ハンドポンプは未設置。本計画のプロジ
ェクト井とし、ハンドポンプを新設する。  

  47 アンバララタ  計画井の 1 本とし、ハンドポンプを取替える。  
  67 アナライヴァ  公共水栓施設候補村落。ハンドポンプを取替え。 
  93 南ベレボカ  計画井の 1 本とし、ハンドポンプを取替え。  
  97 ベゼジカ  計画井の 1 本とし、ハンドポンプを取替え。  
 106 マランバンディ  本計画対象外となったが、同村落には現在他の水

源としては河川しかなく、住民はパイロット井の  
わずかな水も利用しているので、ハンドポンプを

取替え、故障が多いポンプの整備を行う。  
 109 ツィアナロカ  塩分濃度が高いが、住民は継続使用を希望。  

計画井の 1 本とし、ハンドポンプを取替え。  
 114 アンバトラヒィ  公共水栓施設候補村落。ハンドポンプを取替え。 

 

e. 既存浅井戸の利用  

対象村落の既存浅井戸のうち、本計画の深井戸完成後も利用が可能な施設として、

最近 NGO により建設された衛生的に配慮された浅井戸がある。 全体の中では 9 村

落が対象となるが、なかには地下の自然条件により、水質が悪い場合や、乾期に水量

が減少するものもあり、次表に現況を示す。  
 

表 3-18 NGO 浅井戸サイトの現状  
ID 
No. 

村落名 現在 
人口 

本計画 
井戸数 

NGO 
井戸数 

現状 

80 ｱﾅﾗﾗｳﾞｧ 400  1 1 井戸水位が深く 24m もあるので、女性による
水汲みが困難。 

83 ｱﾝﾊﾟﾀｶ 600  2 1 海岸線近く、塩水化。 住民は利用していない。 
89 ｱﾝｶﾗｵﾊﾞﾄ 850  3 1 本調査による水質検査の結果、高濃度の硝酸ｲｵ

ﾝを含むことが判明した。 
95 ｱﾝﾎﾞﾋﾊﾞﾘ 427  1 1 水量不足。住民は家庭菜園など出来ないと苦

情。 
99 ｱﾝｷﾘﾐﾀﾞ 1,200  4 2 水量不足のため、用水路も利用。 
109 ﾂｨｱﾅﾛｶ 800  3 1 本年 8月建設中。 
110 ｷﾎﾞｲ 500  2 1 本年 8月建設中。 
111 ｸﾛﾜｽﾏﾝ 540  2 1 本年 8月完成。  
A08 ﾀﾅﾝﾀﾞｳﾞｧ I 800  3 2 1井は塩分含む。 

 

WHO では、人体を維持するための最低水量を約 5 ㍑としているが、洗面等清浄な水
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を使用するとすると少なくも 10 ㍑程度は安全な水が必要となる。 その他の雑用水

をこれらの既存浅井戸から利用するとすると、数字上井戸本数は半減するが、上表で

1 本しか既存井がない村落には、本計画で新規建設が必要であり、また水量不足の村

落には、2 本既存井があっても、新設井の本数をその分減らすことは妥当ではない。

このような考察から、NGO による浅井戸が存在する(または現在建設中)村落に対して

は、次のように対応することとする。  

 

表 3-19 NGO 浅井戸サイトに対する方針  
ID 
No. 

村落名 
本計画 
井戸数 

NGO 
井戸数 

調整本計画 
井戸数 

対応 

80 ｱﾅﾗﾗｳﾞｧ 1 1 1 変更なし。 
83 ｱﾝﾊﾟﾀｶ 2 1 2 変更なし。 
89 ｱﾝｶﾗｵﾊﾞﾄ 3 1 2 当初より 1本減。 
95 ｱﾝﾎﾞﾋﾊﾞﾘ 1 1 1 変更なし。 
99 ｱﾝｷﾘﾐﾀﾞ 4 2 4 既存井は水量不足であるので、変更

なし。 
109 ﾂｨｱﾅﾛｶ 3 1 1 当初より 1 本減。（既存井 1 本リハ

ビリを含む。） 
110 ｷﾎﾞｲ 2 1 1 同上。 
111 ｸﾛﾜｽﾏﾝ 2 1 1 同上。 
A08 ﾀﾅﾝﾀﾞｳﾞｧ I 3 2 2 既存井の一方は塩分含むので 1本の

み評価し、当初より 1本減。 
 

②公共水栓施設用深井戸  
 

公共水栓施設の場合の井戸本数は、計画給水量に対する深井戸 1 本の可能採水量によ

り決定する。  本計画の中でこのタイプの施設が要請されている集落は、地下水の腑存量

が大きいと判断されるモロンダヴァ平野部に位置する村落が 5 ヶ所、丘陵硬岩地帯が 2

ヶ所である。 平野部の集落では、No. 67「アナライヴァ」における開発調査のパイロッ

ト井の結果から、5 集落とも 1 本で十分な水量が得られると予想される。  

 

丘陵地帯の No. 103「アンキリザト」に対しては、新規深層地下水開発のための深井戸

250m を 1 井掘さくする。 同集落の一日計画給水量 [4,504 人 x 30 ㍑=135,120 ㍑] に

対し、一日 8 時間運転で対応するには 280 ㍑／分の揚水量が必要であるが、開発難度の

高い地区であるため、下限でも 150～200 ㍑／分を得ることを目標とする。 水量が少な

い場合、夜間も連続運転することは費用がかかり、経済的でないので、大規模集落の需要
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を確保する目的で、既存深井戸が対象とした村落内の浅い帯水層を対象として、深度 50

ｍの深井戸を建設する計画とする。 この補助井は 100 ㍑／分の水準を確保することを目

標とする。  

 

同じく丘陵地帯 No. 114「アンバトラヒ」では開発調査でパイロット井が掘さくされ約

300 ㍑／分の水量が得られた。 1 井では同量程度の水量が確保されることが予想される

が、同村落は計画人口で約 7,000 人を擁する大規模集落のため、ほぼこの倍量が予定揚水

量となるので、2 本掘さくする計画を基本とする。 なお、本調査で既存深井戸の水質試

験を行った結果、汚染の傾向を示唆する高い硝酸イオンが検出されており、建設前の詳細

調査で深井戸掘さく地点と取水帯水層の再検討を行い、良質の地下水を確保することを目

標とする。  

 

以上の検討結果、本計画で 61村落対象に掘さくする深井戸の本数は合計 130本となる。 

各村落の本数を、表 3-6 にまとめる。  

 

3) ハンドポンプ井給水施設  

 

本計画では、計画対象 61 村落中 54 村落にハンドポンプによる給水施設を計画する。 計

画内容は次の通りである。  

 

a. 本計画で採用するハンドポンプのタイプは、維持管理が容易で、ポンプ・ロッドの引き

揚げに揚水管を揚げる必要のない、いわゆる村落自主維持管理型 (VLOM)とする。  

 

b.「マ」国には自国産のハンドポンプがあり、先行開発調査のパイロット・プロジェクトで

も利用したが、すでに生産が中止となっている。 したがって、すべて輸入品となるが、

ポンプ代理店が存在し、スペアパーツが容易に入手できるハンドポンプは機種が限定され、

現在は「ベルニエ」1 社のみである。 同ポンプはフランスで生産され、足踏み式揚水を

特徴とする。 ただし、地上部の台座等付属品は「マ」国で生産されている。 なお、深

井戸の地下水位が 30m までの場合、同ポンプは通常の手押し式もあるが、材質の関係で

足踏み式より高価である。 本計画では平野部の地下水位が高いので、手押し式も利用可

能であるが、現在代理店は足踏み式を中心に販売を拡張しており、価格の点とこの市場状
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況を考慮し、足踏み式とする。  

 

c. 本計画の対象村落のうち、モロンダヴァ川沿岸やその他の大河川流域に位置する村落で

は、例年雨期になると数回の冠水を経験してきている。 このさい、濁水が井内に流入

し、浅井戸の汚染を引起すため、村落の悩みの一つとなっている。 本計画地区内で恒常

的に洪水により水没する村落は 20 ヶ所を越えており、それらの村落のハンドポンプ井で

は口元の台座の隙間などから汚水が入り込む可能性があるので、ポンプ基礎は汚水防止

のため、台座を約 80cm 程度に高くする。  このような村落におけるハンドポンプ井の嵩

上げ台座の構造図を、基本設計図に添付する。  

 

4) 公共水栓給水施設  

 

① 施設構成と施設基準  

本計画では、第 3 章第 2 節「基本構想」で述べた 7 村落に対し、公共水栓施設を計

画する。  施設の基本的構成は次の通りである。  
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7 候補集落に対する施設の設計基準は、実施機関にまだ参照すべき標準仕様が確立してい

ないため、フェーズⅠの実績と開発調査方針を参照し、各対象村落の給水状況、立地条件

や居住地の分布状況、配置等の要素を検討し、適切な内容と規模の給水施設計画を策定す

る。  要点は次の通りである。  

1. 水源施設

取水施設

機械室

送水管

配水槽

配水管

公共水栓

深井戸 ケーシング口径  (  6")

水中モータ・ポンプ収納コンクリート・ピット 

ポンプ駆動用ディーゼル発電機収納。
鉄筋コンクリート柱・屋根
コンクリートブロック壁面構造

亜鉛メッキ鋼管 (10kg/cm)

硬質塩ビ管 耐圧
ゴムリング接続タイプ

 ( 9Bar)

鉄筋コンクリート構造。
～ 容量、高さ 基準。

円筒形。
50 100m 5m

鉄筋コンクリート構造。
栓式。2

2.

3.

4.

5.

6.

7.

2

3
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a. 施設の運転時間  

本計画の公共水栓施設利用は、基本的に日中のみの利用を前提とする流量計算を行い、

施設規模・内容を決定する。   

 

－水源水量の検討  

各村落の計画取水量は、計画一日最大使用量(計画一日平均使用量の 1.1～1.3 倍、

本計画地区に対しては中間値 1.2 倍と仮定)に相当し、開発調査における試験井結果を

参考にすると次の通りである。  

 

対象 7地区のうち平野部 5 地区では、No. 67「アナライヴァ」に開発調査でパイロ

ット井が掘さくされ、水量試験結果、約 40m3／時の揚水量を得た。 これは同集落の

人口 3,000人強の計画一日最大給水量 120m3／時を 3時間で揚水することが可能な水

準であり、現在の一人一日給水量 30 ㍑の場合、日中 8時間運転とすると、10,000 人

以上の需要に対応する。  このように平野部村落では水源に大幅な余裕があり、施設

運転時間に対する制約はない。  

 

これに対し、丘陵硬岩地帯 No. 103「アンキリザト」のパイロット井は公共水栓施

設に対し実用的な揚水量が得られず(3m3/時以下)、本計画で新規に深層地下水を開発

するが、大量の水量確保は困難と想定され、2 本の井戸で 18m3／時程度を目標とす

る。  この集落は人口約 4,500 人を擁し、予定揚水量で最大給水量に対応するには 8

時間連続運転が必要である。  

 

  －維持管理費の検討  

本計画では村落の給水委員会メンバーによるポンプ運転を計画する。  これらメン

バーは専業操作員ではないため、長い運転時間は負担となり、可能な範囲で短縮する

方針とするが、大量の揚水は大型機器を必要とし、初期投資・維持管理費も高騰する。   

 

ポンプの計画揚水量は、一日最大使用量と等しく、平野部村落では一日 4 時間から

8 時間運転の範囲でその量を揚水する選択が可能である。  その場合最長 8 時間運転

の場合が初期投資・維持管理費とも費用が最小で、4時間運転の場合が最大となるが、

水中モーターポンプの揚水能力には幅があり、本計画対象村落の場合、6 時間程度の
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運転までは 8 時間運転の場合と同じ水中モーターポンプを使用することが可能であ

り、  発電機も同出力であるから、8 時間運転も 6 時間運転でも初期投資・維持管理

費とも変わらない。  このように、運転時間短縮により労務を軽減し、経済的効果が

あることから、本計画平野部村落では 6 時間運転を採用することとする。  6 時間運

転の場合、  村落内需要のピークが午前と午後にそれぞれ 1 回ずつあることから標準

的には午前 3 時間、午後 3 時間ずつの運転を行うことを想定する。  各村落における

最適運転方法は、施設稼動開始後住民啓蒙活動のモニタリング期間を通じ、村落の実

情に応じて確認し、給水委員会を指導しながら調整することとする。  フェーズ I 対

象の村落も大半が、午前と午後それぞれ給水時間を定めて運転をしている。   

 

次表に対象 7 村落の計画一日平均給水量とそれに対する基準ポンプ揚水量と運転

時間を示す。  

 

表 3-20  公共水栓施設計画村落のポンプ揚水量と運転時間  
村落  
番号  

村落名  一日平均給水量  
(m3/日 ) 

ポンプ揚水量  
(㍑ /分 ) 

計画運転時間  
(時間 ) 

58 ベマヌンガ  103 300 6 
67 アナライヴァ  100 300 6 
68 ベスプティカ  47 150 6 
94 アンキリヴァロ  107 300 6 
103 アンキリザト  135 250 x 1 基  8 
   120 x 1 基  8 
112 ツィマファナ  68 200 6 
114 アンバトラヒィ  209 300 x 2 基  6 

 

b. 公共水栓数  

公共水栓施設における水栓数を決定する要素として、村落におけるピーク利用時に住

民が均等に水を得ることができるよう、水需要ピーク時間帯の消費量の考え方を導入す

る。 これを時間最大給水量と呼ぶ。 時間最大給水量は一日平均給水量に係数を乗じ

て算定するが、集落形態・規模や水消費慣習によりこの係数は大幅に変化する。  実際

には過去の消費例を調査して決定されるが、本計画対象地区では同種給水施設の経験が

ないため、他国における例を参考とすると、  1.3～1.5 倍程度を計算の基準としている

ケースが多い。  本計画については、次の仮定に基づいて試算する。  
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－対象村落人口として、7 村落の代表的な人口規模である 3,000 人を例にとる(一日平

均給水量は  [3,000 人 x 30 ㍑=90,000 ㍑ ])。  

－一日の給水時間は 8時間とする(1時間あたり平均消費量は[90,000㍑÷8時間=11,250

㍑／時 ])。  

－水栓サイズは一般的な 1/2”とする。 同水栓の標準的流量は 15 ㍑／分であるから、

1 栓の 1 時間あたり給水可能量は  [15 ㍑ x 60 分=900 ㍑／時 ])。  

－平均的時間給水量を供給するため必要な水栓数は[11,250㍑／時÷900㍑／時=13個] 

－時間最大消費量は、人口数、一人一日平均給水量等の要素が小さい場合は大きくなる

傾向があることが経験的に知られているので、係数として大きい 1.5 の倍率を採用す

る。 したがって、水栓数は [13 個 x 1.5=20 個 ]と算定される。  

－水栓 1 個あたりの人口数としては [3,000 人÷20 個=150 人 ]となる。  

 

以上の推算に基づき、本計画では人口 150 人につき水栓 1 個の割り当てを基本とす

るが、これら大規模村落は人口密集地帯であるので、2 栓式の公共水栓を 300 人に対し

て 1 ヶ所建設する計画を標準とする。 対象村落の給水区域の典型的な形態は、村落の

中央道路沿いの長方形の中に住居が分布しており、道路沿いの長手方向で 500～

1,300m の距離にある。  このような給水区域に対しては主要道路沿いに公共水栓を配

置する計画となる。  横幅は 500m 未満の地区が多く、道路両側の住居から中央道路沿

いの水栓までの距離は大体 200m 未満となる。  これら 7 地区の施設配置平面図を添付

基本設計図に示す。  

 

② 施設内容・規模  

 

a. 取水ポンプ  

－深井戸からの揚水機器としては、電動水中モーターポンプを採用する。  水源水量に限

界が予想される 1 地区、No. 103「アンキリザト」を除き、揚水量は一日最大給水量を

6 時間で揚水可能なポンプを選定する。 ポンプにトラブルが発生した場合のポンプ引

き揚げを容易とするために、井戸は機械室外に設置するコンクリート製井戸ピットにお

さめる。  ポンプのバルブ取り外し等の作業を容易とするため、余裕のある大きさとし  

(3,550x1,100)、地上の壁高さは雨期における周囲からの浸水を防ぐため、十分な高さを

持つ構造とする。 (800mm)  
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－ポンプの保護装置としては、井戸の低水位自動停止機能を含むものとして、ポンプと

一緒に低水位制御用電極を井戸内に 1 本設置する。 ただし、自動復帰機能は操作を

複雑とするので、本計画では採用せず、手動復帰とする。  

 

ｂ . 機械室  

機械室にはポンプ駆動のディーゼル発電装置を収納する。 構造は鉄筋コンクリー

ト柱、鉄筋補強コンクリート・ブロック壁、および鉄筋コンクリート屋根により構成

される。  施設の設計図を添付資料「基本設計図」に示す。  

 

c. 動力機器  

7 対象地区の水中モーターポンプ発電装置は次の 3 種類とする。  

 

   －商業電源  

No. 58「ベマヌンガ」は、モロンダヴァ市に隣接し、ジラマの商業電源が延長さ

れ、電化されているので、この電力を利用する  (3 相 380V)。  

  

－ディーゼル発電機   

No. 112「ツィマファナ」を除くその他の 5 集落は一般的なディーゼル発電機を

利用する計画とする。 発電機は汎用の 4 サイクル水冷エンジンを駆動装置とし、

交流機により発電するもので、「マ」国の標準電源規格である 3 相 380Ｖにより、

使用ポンプ出力に見合う連続定格出力を有する機種とする。  これらの 5 地区は、

いずれもモロンダヴァ市から首都アンタナナリヴォに連絡する国道沿いに位置し、

燃料の確保に問題ない。  

 

  －太陽光発電装置   

No. 112「ツィマファナ」は対象地域の北端に位置し、モロンダヴァ市からは約

100km の位置にあるが、連絡道が悪路で雨期には交通遮断し、燃料確保が問題と

なる時期があるので、太陽光発電装置を計画する  

 

利用する太陽光発電装置は次の機器により構成される。  
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*太陽光発電モジュール  

太陽光線を直流電気に変換するパネルである。  一日の揚水量や太陽光の強度

等の要素によりパネル表面積を計算する。 対象村落の場合は約 150m2(15m x 

10m)となり、出力は 12kw 程度である。  

 

*インバーター  

モジュールからの直流電力を三相交流電力に変換する装置である。  出力電圧

は日照度に左右され変化する。 水中モーターポンプの電源はここから供給さ

れるので、変化する電圧に対応する太陽光発電用の特殊な水中モーターポンプ

を使用する。   

 

*モジュール据付架台、避雷針等。  

 

財団法人日本気象協会が 1992年に調査したモロンダヴァ地域の平均日射量は次の通

りである。  
 

表 3-21 モロンダヴァ地域の平均日射量  

モロンダヴァ   緯度 : 20o 17’ S 経度 : 44o 19’ E     海抜 : 8 m 

   月  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 年  
日射量  

(kwh/m2) 
 6.9  6.8  6.4  5.8  5.0  4.6  4.7  5.4  6.3  7.1  7.4  7.1  6.1 

日照時間  273 261 283 203 302 287 291 308 304 324 313 283 3,432 

 

一般的に太陽光発電の実用化には 4.0 kwh/m2/日程度の日射量が必要とされており、

上表によると、同地域の月間日照時間は雨期の 1～2 月にやや減少するが、実用に十分

な時間数となって、年間を通じて十分な日射量が確保されている。 また日射量は太陽

光パネルの設置角度を傾斜させることにより、さらに増大させることが可能である。  

計画地区のツィリビヒナは、モロンダヴァ市とほぼ同様な地理的条件に位置し、太陽光

発電装置の導入は問題ない。  

 

d. 送水管  

井戸水源から配水槽までの送水管は鋼管を使用する。 本計画では高圧ポンプは No. 

103「アンキリザト」の深井戸だけであるが、PVC パイプは特に継ぎ手部分が弱く、圧力
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管では漏水が起き易い傾向があるので、鋼管使用が適切である。  

 

e. 配水槽  

―形状を円筒形とし、鉄筋コンクリート構造とする。  本計画では、効率的な配水計画と

して、井戸水源から直接配水槽に送水し、各公共水栓に配水できるよう、5m 高さの半

高架式とする。  これら配水槽の建設地点は、詳細設計時点に標準貫入試験を実施し、

地盤強度を試験する。  設計強度としては表土がラテライト質である従来のアフリカ地

域における実地経験に基づき一般的な 1.0kg/cm2を基準とする。  施工について、配水

槽を含む主要コンクリート構造物のコンクリート強度は 210kg/cm2 とし、強度試験を

公的試験所にて実施する。   

 

－配水槽容量としては、一日平均給水量の半量を下回らない量を貯水することとし、3,000

人規模までの 5 村落に対しては 50m3に統一する。 人口 4,500 人の No. 103「アンキリ

ザト」の配水槽は計算上は 70m3となるが、新設で 50m3を 1 基計画し、1960 年代の既

存高架水槽(30m3x5m)を一部補修することにより再利用することから 80m3となる。 同

集落で 2 本掘さくする井戸のうち、集落外部で掘さくする深井戸の揚水は新設水槽、他

方集落内で掘さくする深井戸の揚水は既存水槽に送水する。  計画人口約 7,000 人の最

大集落である No. 114「アンバトラヒィ」には 100m3水槽 1 基を計画する。  

 

－配水槽からの排水は、排水用塩ビ管により、適切な地点に放流する計画とする(約 100

～150m)。  

 

f. ポンプ場フェンス  

本計画では、井戸ポンプ桝、機械室および配水槽を 1 ヶ所に建設し、ポンプ場とする。 

このポンプ場敷地は給水委員会の管理敷地となるので、簡易なフェンスで囲い、入場はス

ティール製門扉を通して行う方針とする。 基本的な敷地の広さは長手方向で 25～30ｍ

となる。  フェンスはスティール製クリンプ・ワイヤを使用し、コンクリート製間柱を 3

ｍおきに設置する。  

 

g. 配水管  

－配水管の口径は、ピーク時の消費量(時間最大給水量) を検討し、5m 高さの配水槽から
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末端の公共水栓まで均等に取水できるように配慮する。  時間最大給水量は一日平均給

水量の 1.5 倍程度と想定され、同水量に基づく流量計算により配水管口径を計算すると、

主管は最大 6"、末端で最小 2"となる。  

 

－配水管は一般的な硬質塩ビ管を使用する。  塩ビ管は各国で様々な基準が採用されて

いるが、国際規格としての ISO 規格を標準とする。 本計画の配水管は高架水槽高さ

が 5ｍに過ぎないので、水道用塩ビ管としては最小の耐圧 6kg/cm2クラスで問題がな

いが、このクラスは壁厚が薄いため、物理的強度が弱く、特に接続部製品にむらがあ

る場合があるので、少なくも耐圧 9kg/cm2 のクラスを使う方針とする。 (日本製品

は、水道用 JIS 規格では 7.6kg/cm2を標準としている )。  

 

－配管は埋設とし、埋設深度は公道が主体となるので、1,000mm を基準とする。  

 

－直管の接続方式は水道用として一般的なゴム・リング固定方式とする。  ノリづけ差

込式タイプは施工時点の不注意から漏水を発生するケースが頻発する傾向があるの

で、採用しない。  

 

－配管の曲がりや分岐点では、T 字管、曲管等専用継ぎ手を使用する。  

 

－管路の道路横断部は車輌通行時の重量物対策として、また露出配管となる用水路横断

部は鋼管を使用する。  

 

－配水路の分岐点には仕切り弁を取り付け、それぞれの管路の修理が可能となるよう配

慮する。  

 

－井戸からの揚水量と配水槽からの消費量を記録するため、送水管と配水管それぞれに

量水器を設置する。 給水委員会が毎日の点検と記録を担当することとする。  

 

－管路の末端部分の地盤高さが相対的に低い地点において、管路排水用弁を設置し、適

切な放流先まで排水用塩ビ管を設置する  (約 100～150m)。  
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h. 公共水栓  

公共水栓は鉄筋コンクリート構造 2 栓型とし、1 栓が 150 人程度を対象とする。  公共

水栓の利便性の効果をあげるために、公共施設の位置に配慮しながら村落内の配置を決定

する。   

 

   以上の基本計画に基づく各村落に対する計画施設内容は次表のとおりである。  
 

 

 

表 3-22 公共水栓給水施設の計画施設内容  

ID 村落名 
計画 
人口 

(2005) 

平均 
給水量 
(m3/日) 

深井戸 
水中ﾓｰﾀ 
ﾎﾟﾝﾌﾟ 

動力源 配水槽 公共水栓 

 58 ﾍﾞﾏﾇﾝｶﾞ 3,446 103 6”x80m 
300 l/m x 55m 
x 5.5kw 

商業電源引込 
50 m3 
x 5m高 

2栓式 x 
13 基 

 67 ｱﾅﾗｲｳﾞｧ 3,327 100 6”x80m 
300 l/m x 55m 
x 5.5kw 

ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ発電機 
12.5KVA 

50 m3 
x 5m高 

2栓式 x 
9 基 

 68 ﾍﾟｽﾌﾟﾃｨｶ 1,576 47 6”x80m 
150 l/m x 55m 
x 3.7kw 

ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ発電機 
10.5KVA 

50 m3 
x 5m高 

2栓式 x 
7 基 

 94 ｱﾝｷﾘｳﾞｧﾛ 3,560 107 6”x100m 
300 l/m x 60m 
x 5.5kw 

ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ発電機 
12.5KVA 

50m3 
x 5m高 

2栓式 x 
10 基 

6”x 50m 
 

120 l/m x 60m 
x 3.7kw 

ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ発電機 
10.5KVA 

30m3 
x 7m高 
(既存) 103 ｱﾝｷﾘｻﾞﾄ 4,504 135 

6”x250m 
250 l/m x165m 
x10kw 

ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ発電機 
30KVA 

50m3 
x 5m高 

2栓式 x 
15 基 

112 ﾂｨﾏﾌｧﾅ 2,252 68 6”x100m 68m3/d x 50m 
太陽光 
発電装置 

50m3 
x 5m高 

2栓式 x 
8 基 

6”x140m 
300 l/m x 50m 
x 5.5kw 

ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ発電機 
12.5KVA 

114 ｱﾝﾊﾞﾄﾗﾋｨ 6,981 209 
6”x140m 

300 l/m x 50m 
x 5.5kw 

ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ発電機 
12.5KVA 

100m3 
x 5m高 

2栓式 x 
17 基 
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(4) 機材計画  

 

1) 新規調達機材  

本計画で使用する 3 台の掘さく機のうち 1 台を本計画で新規調達する。 新規調達機材は

掘さく機本体および必要な支援機材を含み、その基本的構成を下図に示す。 各構成機材の

内容を次に記述する。  

 

①  掘さく機本体  

②  掘さくツールス  

 

  

図 3-3 掘さく機材の基本構成 

 

深井戸を掘さくするためには、ドリル・パイプを掘さく機本体に接続し、その先端にと

りつけたドリル・ビットを回転させながら地層を砕いて掘り進む。 パイプだけでは重量

が不足するので、ドリル・カラーと呼ばれるツールスをパイプとビットの間に接続し、ま

た垂直に掘さくするため、スタビライザーを取り付ける。   その他、ツールスとしては、

泥水・エア工法のための各種高圧ホース、ケーシングを挿入するためのケーシング・ツー

ルス、また掘さく完成後、孔内クリーニングするための洗浄工事ツールス等多種多様な機
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材が含まれる。  

 

③高圧コンプレッサー  

硬い岩盤を掘るためには、通常の回転式工法だけでは効果が少ないため、ドリル・ハン

マーと呼ばれる筒状のツールスを使い、その先端にハンマー・ビットを取り付け、ここに

高圧エアを送って衝撃力を与え岩石を破砕する。 掘さく深度にもよるが、通常 20kg/cm2

以上の圧力を必要とする特殊コンプレッサーが必要である。 重量は 5ton 以上に達し、ト

レーラないし車輌搭載型とする必要がある。 先行事業ではトレーラ型が調達されている

が、本計画の掘さく工事では、河川横断を含む悪路対策が必須となり、車輌搭載型とする

必要がある。 なお、ドリル・ハンマーは掘さくツールスとして分類される。   

 

④ (孔内検層機 ) 

   計画深度まで掘さく終了後に、帯水層の位置を調査するため地層の電気比抵抗等を自動

で連続的に検層する機械である。 DEE に対しては本計画に先行する事業ですでに 3 台の

同型機種が調達され本計画に利用可能であるので、本計画では調達せず、現存機材を利用

する。  

 

⑤揚水試験装置  

   発電機により水中モーターポンプを運転し、揚水量と水位変動を試験する。 本計画で

は 6”と 4”の 2 サイズの井戸があるので、それぞれの口径のケーシングパイプに挿入可能な

ポンプを各 1 台ずつ調達する。 ポンプ、発電機のほか、ポンプを井内に降下する揚水管、

水位測定のための水位計、水量計測のための三角堰を含む構成とする。  

 

⑥支援車輌  

 a. 大型輸送トラック  (6x6, 4ton クレーン付): 掘さく用ツールスの運搬を行う。 ツール

スは 1 本 6m のドリル・パイプを 20 本以上、ドリル・カラー、スタビライザー等長大

重量物を輸送するため、積載重量 12ton 以上でクレーン付車輌が必要である。 荷台の

サイズは、6m のパイプを積載するため、6.2m 以上の長さが必要である。 本計画の劣

悪な道路条件に対応するためには全輪駆動車とする。  

 

b. 中型輸送トラック  (4x4, 3ton クレーン付): ツールス以外の一般掘さく用資機材を運
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送する。 本計画では、特に揚水試験装置を積載し、サイト間を移動しながら輸送す

る役割が主体となる。  

 

c. 工事用水輸送トラック  (4x4) 

 

d. 小型車輌  (4x4, ダブル・キャビン ) 軽資材の運搬、たとえば孔内検層機輸送等に利用  

するが、作業員の輸送や連絡用車輌としての役割も担う。  

 

本計画における新規調達機材の選定にあたっては、実施機関 DEE の現有機材の状況を

確認し、次表に示す方針を策定した。 対象機材としては、一連の基本的な掘さく機材の

ほかに、「マ」国側から要請を受けたワークショップ機材、小型計測器類、また本計画にお

ける住民啓蒙活動ソフト・コンポーネント実施のための監理用小型車等を含む。  

表 3-23 新規調達機材概要 
 機材名 型式 数量 説明 
① 深井戸掘さ

く機 
4 x 4 車輌搭載 
ドライブ･ヘッド
型ロータリー掘さ
く機 
（エア･泥水掘さ
く兼用機） 
掘さく能力 
10”x150m以上 

1台 これまでに我が国の無償資金協力により調達さ
れた 4台の掘さく機は、すべて未固結の堆積層を
対象とする泥水掘さくと硬岩対象の高圧エアー
掘さくの工法を兼用するヘッド・ドライブ型ロー
タリー式掘さく機である。 本計画の 61対象村落
は、総面積約 46,000km2のチュリアール州メナベ
県全域に拡散し、水源開発は堆積層が優勢な平野
部と硬岩分布地帯である山岳・丘陵地の両者を対
象とするため、従来同様、泥水および高圧エア掘
さく併用型のロータリー式掘さく機を選定する。 
 
本計画の深井戸水源は、95％以上が、掘さく孔径
8”～10”で、深度 100m 以内の井戸である。特別
深層掘さくを必要とする No. 103 ｢アンキリザ
ト」以外では、最大掘さく深度は 140mであるの
で、掘さく能力は 10”サイズで 150mを下回らな
い能力と定める。  (アンキリザトに対する深度
250m の井戸掘さくは、整備対象となる既存の大
型 TOP500を起用することを計画する。) 本機は
トラック搭載型とし、悪路対応の全輪駆動(4x4)
とする。  

 
標準構成品としては、回転式(ロータリ)工法で回
転力を与えるためのドライブ・ヘッド、堆積層を
対象とする泥水掘さくのための泥水ポンプ、また
硬岩対象の高圧エアー掘さく用装置を装備する。 
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② 高圧 
コンプレッ
サー 

空気量 20 m3以上 
圧力 20 kg/cm2以
上、4 x 4 車輌搭載 

1台 硬岩対象の高圧エアー掘さくのための高圧コン
プレッサーを 1 台調達する。 従来機はトレーラ
ー搭載が調達されているが、本計画対象地区全域
にわたる悪路のため、トラック搭載とする必要が
ある。能力としては、従来型に準じる。 
 

③ 揚水試験 
装置 

水中ﾓｰﾀｰﾎﾟﾝﾌﾟ x2 
揚水管φ65x150m 
      φ50x 50m 
発電機 30 KVA 
水位計、三角堰 

1式 水中モーターポンプは、6”井戸用と 4”井戸用ポン
プ 1台ずつ含む。 
6”井戸用：250 l/m x150 m x 11kw 
4”井戸用：250 l/m x 50 m x 3.7 kw 
発電機は 1台とし、2台のポンプに対し兼用とす
る。 

④ 支援車輌 大型トラック 1台 掘さくﾂｰﾙｽなど、長尺、重量物輸送・荷役用、ﾛﾝ
ｸﾞ･ﾎﾞﾃﾞｨ、 ｸﾚｰﾝ 4ton以上、積載荷重 12ton 

  中型トラック 1台 揚水試験装置および工事用資機材全般の輸送用、
3ton ｸﾚｰﾝ付、積載荷重 6ton 

  工事用水輸送 
トラック 

1台 工事用水･燃料輸送用。 
4x4, 3ton ｸﾚｰﾝ付、積載荷重 6ton 
ﾀﾝｸ容量: 揚水 3m3, 燃料: 2m3 

  小型トラック 1台 ダブル・キャビン型、乗員 5人用。 
作業員・連絡・小運搬用 

⑤ ﾜｰｸｼｮｯﾌﾟ 
機材 

小型旋盤 x 1台 
車輌整備器具・ 
工具類。 

1式 掘さく工事の対象地域は、劣悪な悪路条件のため
機材･車輌故障に即応できる整備･修理機器・工具
が必要である。 これらはモロンダヴァの施工管
理本部基地に常備する。 さらに DEE本部ワーク
ショップ用として、掘さく機部品加工等に使用す
る目的として旋盤を 1台調達することとする。車
輌整備主要器具は次ぎの通りとする。 
*ｴﾝｼﾞﾝ溶接機、溶接工具, ｺﾝﾌﾟﾚｯｻｰ、給油脂工具 
油圧･ﾊﾞｯﾃﾘｰ用工具, 電動工具・手工具類 

⑥ 試験機器類 水質分析器 1台 イオン電極式(pH,塩化物、フッ素、硝酸、亜硝酸) 
  電気伝導度計 1台 携帯型・デジタル表示 
  GPS 1台 携帯型・デジタル表示 
⑦ 啓蒙活動用

機材 
啓蒙活動用車輌 
(小型トラック) 

1台 本計画の維持管理を担当するMEMチュリアール
地域局所属のモロンダヴァ支所にて使用する啓
蒙活動用機材。車輌はダブル・キャビン、4x4 

  コンピュータ 1式 同上。CPU700MHz 以上。レーザプリンター含
む。 

 

2) DEE 現有機材整備  

 

①整備対象現有機材・車輌  

実施機関 DEE が 1982 年以降、我が国の無償資金協力により調達した掘さく機、付属機
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材および支援車輌のうち、本計画では「現時点、稼動・運行が可能な機材・車輌」を対象に

検討し、本計画に利用可能と判断される機種を整備するための部品を調達する。 その対象

機種は、2000 年 12 月の基本設計概要説明調査のさい、実施機関と最終的に協議し、コンサ

ルタントによる実地点検・視察の結果、次表の通りとする。  
 

表 3-24 本計画にて整備・活用する DEE現有機材 
 機種 台数 モデル 調達年 現況 
1. 深井戸掘さ

く機 
1台 TOP500 

(利根) 
搭載トラック 
HINO ZC201 
(日野自動車) 
 
 

1993 本計画における泥水・高圧エア掘さく両工法が
可能な掘さく機で、本計画施工に適切な機種で
あるが、掘さく能力 300m の大型機のため、ア
クセスに難点があり対象サイトの選定に配慮し
て利用する。本計画で唯一深層地下水を開発予
定の｢ｱﾝｷﾘｻﾞﾄ｣集落の深度 250mの深井戸掘さ 
くは、本機により実施する。 
本機は 1999 年から UNDP による｢最南部地下
水資源調査｣(チュリアール市南部沿岸地区対象) 
に活用されているが、当初計画の掘さくは完了
した。 現状は主要構成部の泥水ポンプと循環系
統の損耗が激しく、修理が必要。 また付属主要
機材としてドリル・パイプの大部分を失策事故
で失い、本計画実施には補充が必要である。搭
載車輌 6x6 には、顕著な損傷はないが、整備を
要する。 

       
 
 
 
 
 
 
2000年 12月配置先のUNDPプロジェクトキャ
ンプ(チュリアール州) 

2. 高圧コンプ
レッサー 

 1 PDSH750 
(北越工業) 

1990 TOP500に付属してUNDPプロジェクトで使用
中。主要構成部に問題なし。トレーラ搭載のた
め、大河の横断を必要とする南部地区には移動
が困難である。 

      
 
 
 
 

掘さく機と同様 2000年 12月状況 
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3. 大型輸送 
トラック 

1 ISUZU 
CXW6MC 
(いすず 
自動車) 

1988 TOP500に付属してUNDPプロジェクトで使用
中。現在 DEE が所有する唯一の 6 ﾄﾝクレーン
付 6x6 大型トラック。運行上、点検の結果クラ
ッチの損耗が激しく、修理が必要。 

      
 
 
 
 
 
 

掘さく機と同様 2000年 12月状況 
4. 中型輸送 

トラック 
 

 1 ISUZU 
FTC6MF 
(いずず 
自動車) 

1990 DEE本部所属でワークショップ配置。4 x 4, 3 ﾄ
ﾝクレーン付。運行に特別な問題は発生していな
いが、走行系に損耗あり、整備が必要。 

      
 
 
 
 

2000年 12月 DEEワークショップ 
5. 用水タンク

車 
 1 MITSUBISHI 

FL415ALB 
(三菱自動車) 

1990 用水タンクを装備した用水運搬専用車で、本計
画で新規調達する一般輸送トラック転用車と異
なる。 
DEE 本部所属でワークショップに配置されて
いる。走行部の損傷があり、相当な修理を要す
る。 4x4, タンク容量 3m3 

      
 
 
 
 
 

2000年 12月 DEEワークショップ 
 

(3) 機材調達に関する留意点  

 

本計画では、上述の新規機材 1 式調達と現有機材 1 式整備のための部品を対象とする機材調

達を計画する。  同機材調達に伴う留意点を次にまとめる。  
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1) スペアパーツの取り扱い  

新規調達機材は､本計画の建設工事に 2 期にわたり使用され、工事終了後整備して実施機

関に引き渡すことになる。 通常、機材整備は調達に伴い納入される各機材のスペアパーツ

により行われるが、施工中に発生する損耗、故障をすべて予測することは困難であることか

ら、想定上のスペアパーツを当初調達するのではなく、これら機材の維持修理費を工事費に

見込み、引渡しまでの機材整備費用とすることとする。 このような方針により、第 1 期の

機材調達にはスペアパーツを含まないこととする。  

 

2) ドリル・ビットの先行調達  

掘さく工事に使用され、消耗品として取り扱われるドリル・ビットについては、施工中の

機材維持管理同様、工事費に見込んで建設業者が調達することを原則とする。  一方、本計

画の第 2 期工程において、雨期やアクセス条件の制約のため、契約後 2 ヶ月で掘さく工事の

着工を予定しているので、その期間でドリル・ビットを調達・「マ」国に輸入しなければな

らないが、工事開始時点で入荷が遅れた場合、全体で 7ヶ月の建設期間である第 2 期工程に

重大な影響が出る恐れがあるため、第 2 期工事に使用予定の同材料のうち 4 ヶ月分のみ先行

調達として、第 1 期の機材調達に含めることとする。 ビットの種類は一般的なトリコン・

ビットを主体とする。  

 

3) 現有機材整備  

部品調達により整備する既存機材･車輌は第 2 期から開始する施設建設に利用するもの

であり、第 1 期において部品調達するとともに、整備作業を完了することとする。 部品

調達後の整備作業は DEE が担当し、アンタナナリヴォ本部ワークショップにおいて、ワ

ークショップ現有機材と要員により実施することとする。 一方、日本側は整備作業が滞り

なく完了するよう、専門技術者、技工を派遣し、DEE 作業を指導・支援することとする。 

作業期間は全体で約 2 ヶ月を予定する。  

 

4) その他の必要機材  

新規調達・整備対象に含まれない機材で、本計画掘さく工事に必要な機材の取り扱いは

次の通りとする。  

 

①孔内検層機  2 台     DEE が現有機材を提供する。  
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②揚水試験装置  1 式  既存整備機材に付属して使用する揚水試験用水中モーターポン

プと発電機は DEE が現有機材を提供する。  

③小型トラック  1 台  DEE の現有車輌は故障のため使用できない状況にあり、業者負

担で調達する。  
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図 3-4 基本設計図 

 
(1) 公共水栓型給水施設サイト平面図 

 ベマヌンガ：No.58 

アナライヴァ：No.67 

ベツィブディガ：No.68 

アンキリヴァロ：No.94 

アンキリザト：No.103 

ツィマファナ：No.112 

アンバトラヒ：No.114 

 

(2) 井戸構造図 

足踏みﾎﾟﾝﾌﾟ付深井戸 

水中モーターポンプ付深井戸 

  

(3) 給水施設構造図  

貯水槽：50m3 

貯水槽：100m3 

機械室：ﾀｲﾌﾟＡ 

機械室：ﾀｲﾌﾟＢ 

足踏みﾎﾟﾝﾌﾟ給水施設 

公共水栓 

フェンス配置計画図 

井戸ピット 
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3-4 プロジェクトの実施体制 

 

3-4-1 組織 

 

本事業は、「マ」国エネルギー・鉱山省 (MEM)を実施機関とする。 事業促進に関わる実務は同

省内組織である水利局  (DEE)、および全国 6州に開設されている同省地域事業局のうち計画対象地

域を所管するチュリアール地域局 (Direction Inter-régionale du MEM de Tuléar、以下 DIR-MEM

と略す)が担当する。 先行事業であるフェーズ I 事業はチュリアール州都一円の州中央部村落を対

象とし、同様な体制で実施された。 MEM全体の組織を図 3-5に、担当 2局の内部組織を図 3-6に

それぞれ示す。 

 

実施機関となる両組織のうち DEEは全国の水資源開発・給水事業を主業務とする。 同局は 1982

年の我が国無償資金協力による掘さく機調達を契機として直営の掘さく機関を設置し、今日まで国内

の掘さく計画を推進してきた。 「マ」国では、他に民間のフランス系基礎工事会社が深井戸掘さく

の実績があるのみであり、DEEは保有機材･要員の面で国内最大の掘さく機関となっている。 DEE

の本事業における役割は、計画・施工段階における技術面の総合管理を担当するとともに、新規調達

および現有機材を使用する掘さく工事において同局要員が技術移転を受けながら水源深井戸の施工

に直接従事する。 

 

DEE は首都アンタナナリヴォにワークショップ・資材置場が付属する本部事務所を構える。 一

方、DIR-MEMは「マ」国南部チュリアール州都チュリアール市に位置する。 DIR-MEMは、MEM

を代表する州事業所として、主に担当地域の天然資源開発計画と事業の運営・維持管理を担当するが、

水資源開発を含む給水計画は MEM 事業の一環として、同事業所の重要な業務となっている。 先

行フェーズ I事業の運営は、DIR-MEMの監理下、各村落給水委員会により継続されている。 同様

に、本事業の運営・維持管理も同局が担当することになるが、州都からメナベ県までは悪路の連続で

アクセスの便が極端に悪いので、開発調査では運営・維持管理の円滑化をはかるためモロンダヴァ市

に同局支所(Délégation Régionale du MEM de Morondava)を開設することを提言し、 MEMではこ

の提言に沿って 1997年に支所を開設した。 本計画において同支所は、本省と DIR-MEMの指示に

基づき、プロジェクトの開始時点から事業実務を担当する。 新水法により、完成施設の運営・維持

管理は村落主体で実施されるが、支所は県庁･郡庁･準郡庁等地域行政組織と協調しつつ、事業の総合

的運営および監理を行う。 



エネルギー・鉱山省エネルギー・鉱山省エネルギー・鉱山省エネルギー・鉱山省

　省傘下公社：
-JIRAMA(電気水公社)

　　　　-SOLIMA(石油公社)

　関連組織:
　　　　-金市場調整局
　　　　-南部給水公社
　　　　-ﾏﾀﾞｶﾞｽｶﾙ石油事務局

官房官房官房官房

技術顧問

ミッション担当

検査役

鉱山班

社会医療部

法制･訴訟部

ロジスティックス・メンテナンス部

総務･財務部

人事部

総合管理部

事務局

総務・財務局

総局

鉱山・エネルギー地域局

　-ANTANANARIVO
  -ANTSIRANANA
  -MAHAJANGA
  -TOAMASINA
  -FIANARANTSOA

鉱山・地質部
　　エネルギー・水部
総務・財務部

エネルギー局鉱山・地質局

図3-5:エネルギー・鉱山省組織図

本計画実施機関本計画実施機関本計画実施機関本計画実施機関
　１．水利局　１．水利局　１．水利局　１．水利局
  ２．チュリアール  ２．チュリアール  ２．チュリアール  ２．チュリアール
（各機関の内部組織は（各機関の内部組織は（各機関の内部組織は（各機関の内部組織は
別添組織図参照）別添組織図参照）別添組織図参照）別添組織図参照）

（注記）（注記）（注記）（注記）

-TOLIARY
（ﾁｭﾘｱｰﾙ
地域局）

水利局（DEE）
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チュリアール･エネルギー鉱山地域局　
組織図

水利局(DEE)　組織図

上下水道部水資源部

財務管理部
・ﾜｰｸｼｮｯﾌﾟｶﾞﾚｰｼﾞ
・経理
・人事

掘さく･
取水課

技術
支援課

調達・
管理課

鉱山地質課ｴﾈﾙｷﾞｰ･水課 行財政課

フォール・ドーファン地域委員会モロンダヴァ支所

エネルギー鉱山地域局

水利局

水理地質
調査課 水道課 調査・

規制課

ﾘﾊﾋﾞﾘ・
情報・
教育・
伝達課

資源
管理課

調達・
工事課

水理地質デー
タバンク部

図3-6 水利局(DEE)及びチュリアール地域局組織図
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 DEEおよびDIR-MEMはそれぞれワークショップ、倉庫、車輌置場を付帯設備として有している。 DEE

設備は首都のMEM敷地内にある全体施設の一部を利用しており、これまで 4回に渉って我が国無償資金

協力により調達された資機材のほとんどがここに属する。 一方DIR-MEMの設備は比較的新しく、敷地

も十分広い。 同局ワークショップの維持管理機材は 1993年先行フェーズ Iで調達されたもので、旋盤等

の工作機械を含み、車輌整備等に活用されてきた。 車輌修理はそれぞれのワークショップで行われてい

るが、DEEの資機材は老朽化しつつある。  

 

これに対し、モロンダヴァ支所は 1997年開設後、本計画に先行し実施された開発調査で建設されたパイ

ロット・プロジェクトの管理、新水法の広報を含む住民啓蒙活動等のほか顕著な活動実績はまだない。 同

支所要員構成は所長と事務員 1名のほか、パイロット・プロジェクトで 7村落に設置されたハンドポンプ

維持管理を担当する機械工 1名の 3名にとどまり、 現在までモロンダヴァ市が提供する仮事務所で業務を

継続している。 本プロジェクト実施に対し、MEM は同支所の要員補強を計画し、モロンダヴァ市内に

作業本部用として未整備の用地を確保してある。 MEM からは、同支所の体制強化のための施設・機材

整備の要請が提出されたが、新水法のもとで MEM の監督・監理機能は強化されるものの、維持管理の技

術面で村落に対する直接サービスは新機構が担当する方針となることから、同支所に対する施設･機材整備

は協力対象外とする。 

 

プロジェクト実施に伴い、上記の実施機関からカウンター・パートや技術者が参加することとなる。 

 

3-4-2 予算 
 

本事業の監督省 MEM及び実務を担当する DEE、チュリアール地域事業局、およびモロンダヴァ

支所それぞれの過去 4年間の予算推移を下表に示す。 DEE 予算の内、投資部分は外国ドナーから

の資金援助に基いている。 
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表 3-25 実施機関の予算推移 
（単位：千 FMG） 

項目 1997年 1998年 1999年 2000年 
公共投資計画    (PIP)総額 1,434,463,000 1,632,410,000 1,776,916,000 2,420,742,000 

全体予算 146,534,000 221,550,000 340,424,000 393,123,000 MEM(全省) 
開発投資予算 130,904,000 151,214,000 169,914,000 73,470,000 
全体予算 63,985,000 115,791,000 63,771,000 48,315,000 

DEE 
開発投資予算 
 ・投資 
 ・給与 
 ・運営諸経費 

 
63,197,000 

480,000 
308,000 

 
114,969,000 

480,000 
342,000 

 
62,671,000 

480,000 
620,000 

 
47,049,000 

480,000 
786,000 

全体予算 234,640 209,728 268,472 237,434 
ﾁｭﾘｱｰﾙ 
地域局 

開発投資予算 
・給与 
・運営諸経費 

 
180,000 
54,640 

 
180,000 
29,728 

 
180,000 
88,472 

 
180,000 
57,434 

全体予算 50,000 55,000 70,008 62,033 

ﾓﾛﾝﾀﾞｳﾞｧ支所 開発投資予算 
 ・給与 
 ・運営諸経費 

 
10,000 
40,000 

 
10,000 
45,000 

 
10,000 
60,008 

 
10,000 
52,033 

 

「マ」国は 1991 年 12 月国連総会において LLDC に認定され、構造調整政策により経済開発基金

(FNDE) を導入し、公共投資の合理化を図るとともに、国家経済を市場原理に基づく自由経済へ加速

的に移行させるべく計画を修正した。 これにより、従来の五ヵ年計画を廃して、開発優先度を考慮

した公共投資計画が立案され、現在までこの方式が継続してきている。 

 

 公共投資計画は、国際機関や諸外国の投資資金を主体とし、それぞれの投資に対する「マ」国側の

負担分を自国投資として成立している。  1991 年からの投資計画全体の中で、水セクターに対する

投資比率の推移は次の通りであった。 

 

 1991～1993    6.56% 

 1993       5.4% 

 1994       2.3% 

 

 上記の比率が示すように、水セクターの優先度は全体の中できわめて低く、しかも投資は常に都市

部が優先されたため、現在の地方部のインフラ整備の立ち遅れが顕著となった。 

 

 表 3-25から近年の比率(DEE予算/PIP総額)を見ると、次の通りである。 

 1997     4.4％ 

 1998     7.0％ 



  3‐76 

 1999     3.5％ 

 2000     1.9％ 

 

 わずかに 1998年が上昇しているのは、同年世銀パイロット・プロジェクトと UNICEFのマジュン

ガ給水計画が具現化した結果である。 「マ」国ではいずれのセクターも投資が急務となっている窮

状にあり、投資の推移を検討すると水分野は基礎インフラの中で最大の支援を必要とするセクターと

なっている。 

 

3-4-3 要員・技術レベル 

 

本計画担当省である MEMは、エネルギー、鉱業および水資源の 3分野を対象に主業務を展開し、

地方事務所を含む総職員数は約 700 人であるが、その約半数は短期雇用の臨時職員である。 省内

組織の中でも、特に水利局は人員が多いが、総数約 140 人で、正規雇用者はその 3 割程度に過ぎな

い。 一方、チュリアール地域局は、6 州の中で最大であるが、職員数は本 2000 年調査時点で 47

名である。 

 

DEEの技術的人的資源は、専門技術者としては、水理地質技術者が 3名、機械技術者 1名、測量

技師が 1名に限られる。 この技術者の不足は、同省内鉱物開発関係の地質技術者の支援により補完

されている。 

 

 実質的な作業分野では、それぞれ専門職を担当する技師、技工を擁する。 ワークショップの構成

人員は次の通りである。 

 主任技師   1名 

 機械工  4名 

 溶接工  2名  

 電工  2名 

 配管工  2名 

 資材担当者 2名 

 運転手  3名 

 

また、深井戸掘さくチームは、現有機材 3組に対しそれぞれ 1班が対応し、3班が現存する。 各



  3‐77 

班の構成人員は共通しており、次のような要員を含む。 

 

 工事監督     1名 

 主任掘さく技師  1名 

 掘さく助手  4名 

 運転手   4名 

 

各チームは 15 年から 20 年の経験を有する専門高等学校卒の工事監督が率いる。 主任掘さく技

師は各機材の専任者として MEM の掘さく工事に従事してきた経験者で、それぞれ 20 年から 25 年

までのキャリアを有し、掘さく助手を統率する。 助手は平均 6年程度の経験者である。 

 

事情はチュリアール地域局も類似の環境にあり、専門技術者は 3 名に限られる（地質関連 2 名、

土木 1名）。 水関連グループは 17名中 14名が機械ほか各分野の技師である。 
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第 4章 事業計画 

 
4-1 施工計画    
 

4-1-1 施工方針 

 

本計画は、我が国の無償資金協力により、「マ」国政府の水セクター、特に地方給水事業振興を支

援する目的で、同国の貧困層が厚い南部チュリアール州メナベ県の村落を対象として実施されるもの

であり、その事業実施計画に当たっては、無償資金協力制度を十分に考慮し、適切な事業実施体制と

工期を設定する。 図 4-1に本計画の事業実施体制を示す。 

 

本計画は我が国無償資金協力事業として実施され、主契約者は日本国企業となり、日本国コンサル

タントの監理のもとで工程・品質管理が行われる。 本計画の実施機関は MEM に所属する DEE お

よびチュリアール地域局であるが、対象地域では、モロンダヴァ市に設置されたチュリアール地域局

モロンダヴァ支所がプロジェクトを直接に担当する。 同支所は本計画の実施を目標として 1997年

に設置された機関であるが、これまで実質的なプロジェクト管理は行っておらず、本計画で初めて大

規模プロジェクトを担当することになる。 一方、深井戸掘さく工事は、MEM本省に所属する DEE

の掘さく機関から派遣された技術者、技工が日本国民間業者により技術移転を受けながら実施する計

画である。 また、深井戸掘さく工事は、掘さく機材 1式を新規調達するとともに既存機材・車輌の

一部を使用するが、老朽化が著しいため整備用部品を調達し、DEE が整備作業を行う。 日本側は

DEE による整備作業を支援するため、技術者及び技工を派遣し、必要な技術的指導・助言を行う。 

給水施設建設にあたっては、十分な経験と技術を有し、現地事情に精通した現地建設業者を下請業者

として起用することが望まれる。 

 

また、村落住民による給水施設の自主的な運営・維持管理体制および DEEの機材ワークショップ

維持管理体制の強化を目的としてソフト・コンポーネントを導入し、実施機関の支援を行う。 
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2 えね マダガスカル国 政 府 

エネルギー・鉱山省 

日 本 国 政 府 
外  務  省 

 JICA 

・実施設計 
  入札、契約の認証 
・報告 

日    本    国 
コンサルタント 
監 理 技 術 者 

ソ フ ト
ｺﾝﾎﾟｰﾈﾝﾄ運営組織

 
住民啓蒙・組織化
運 営 ･ 維 持 管 理
モ ニ タ リ ン グ

局 長

水資源部 上 下 水 道 部

水理地質ﾃﾞｰﾀ 
ﾊﾞﾝｸ部 

財務管理部 

ﾁｭﾘｱｰﾙ地域局 

E/N

ｺﾝｻﾙﾀﾝﾄ契約 

ｶｳﾝﾀｰﾊﾟｰﾄ提供 

報告承認業務 

井戸掘さく技術 
給 水 施 設 技 術 

施
工
監
理 

技術者･技工派遣 

日 本 国 企 業 
 
 主契約業者 

 
商社 

資機材調達 

 
建 設 業 者

 
地 下 水 開 発
水道施設建設

ﾏﾀﾞｶﾞｽｶﾙ国企業 
 

現 地 調 達 資 機 材 

給 水 施 設 建 設 企 業

サブコン契約 

業者契約 

図 4‐1 事 業 実 施 体 制 

技術移転 

ﾓﾛﾝﾀﾞｳﾞｧ支所 

計画対象村落 
/給水委員会 

主契約業者 

準郡庁 

郡庁 

メナベ県庁 

ｱﾝﾀﾅﾅﾘﾎﾞ ﾁｭﾘｱｰﾙ 

水利局 
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4-1-2 施工上の留意事項 

 

(1) 工程に関する留意点 

 

第 3章で述べたとおり、本計画の対象地域の約半数が位置するモロンダヴァ川以南の県域では雨

期の河川増水の影響で、アクセスが年間約 5 ヶ月（７月～11 月）に限られるという状況にあり、

北部対象村落においても未舗装道路の冠水や路面状況の悪化から、雨期のアクセスは困難を極める。

従って、工程管理には十分留意し、施工にあたっては、掘さく機材や工事資材の搬入を安全に行う

べく、国道沿いの対象サイトを除き、雨期の影響を受けない時期に実施し、効率的な施工を行うこ

とが必要である。 

 

(2) 対象村落選定の留意点 

 

住民が新設給水施設の運営・維持管理やそのための料金負担について責任を負うという「マ」国の地

方給水事業の方針に基き、本計画においては、給水施設建設に先だち、対象村落における給水委員会の

設立や住民の維持管理意識・能力確認のため維持管理費積立て等の維持管理強化活動をソフト・コンポ

ーネント事業として一定期間実施する。 基本的に同活動 6 ヶ月経過後これらの条件についての各村落

状況を評価し、条件が達成された地区のみを最終的な事業実施対象地区として給水施設を建設する。 し

かしながら、計画対象村落は主として農業に従事し、収入は天候に左右され不安定であることから、評

価時点において積立金が不足するような場合、事態の経緯と事情を十分に検討し、将来の維持管理の見

通しに重大な問題が発生しないと判断される場合に限り、MEM、関連地方自治体、当該村落それぞれの

了解と合意を得て、実施対象とする。 

 

(3) 代替村落に関わる留意点 

 

  本計画では前項に述べたように、施設建設に先行する実施促進期間の結果を評価して各村落を対象と決

定することから、当初計画対象以外の代替村落に同様な過程を適用することは困難であり、61村落のう

ち一部が自然条件や維持管理条件の点から対象から外れた場合でも代替村落に施設建設を行うことは認

められない。  
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(4) 掘さく工事の留意点 

 

   本計画における掘さく工事では、大半の村落で水量・水質ともに計画条件を満足する深井戸を建設す

ることが可能と想定されるが、一部の村落では、(1)海岸線における海水侵入のリスク、(2)内陸部におけ

る高濃度の硝酸性窒素等による水質不良、(3)山岳・丘陵部における水量確保の困難、等の問題が予想さ

れる。 実際の掘さく工事にあたっては、それぞれの地域特性を十分に把握し、それらの想定リスクを

克服する努力を払う必要がある。 

 

(5) 資機材調達の留意点 

 

基礎的な建設材料は、地元で入手が可能であるが、対象地域はインフラ整備も未開発の状況であ

り、建設工事が限られていることから、量的な対応が困難な場合もあり、入手先とその在庫状況、

調達方法等の状況について十分把握し、材料調達の円滑化を図る必要がある。 建設工事に使用す

る各種の工業製品は大半が輸入品となるが、これらの輸入製品は、「マ」国東海岸に位置する同国

最大の港湾都市タマタブで陸揚げされ、いったん首都に入り、モロンダヴァへ回送されることにな

る。 首都からモロンダヴァまでは走向距離 700kmで、第 2章で述べたようにメナベ県に入ると

劣悪な路線が 100km連続する。 輸送期間中、衝撃による貨物の破損等が懸念されので、輸送会

社と十分に打合せて道中における事故を防ぐ配慮が必要である。 

 

(6) 危機管理上の留意点 

 

治安状況については、現時点特に憂慮する要素はないが、本計画南端地域では最近貴石の鉱脈が

発見され、開発に伴う治安の混乱が発生する場合があり、マンザ市を基地とする南部地域の施工時

には、治安状況に留意する必要がある。 
 
 
4-1-3 施工区分 

 

本計画における我国と「マ」国側の施工負担区分については次の通りである。 

 

(1) マダガスカル側の分担 

① 本計画の工事用機材として、新規に調達する機材・車輌および整備の対象となる現有機材・



 4 - 5 

車輌等の、施工を担当する日本国企業への無償貸与。 

 

②本計画で整備の対象とし、部品を調達する「マ」側現有機材･車輌整備作業の実施。 

 

③建設業者の仮設事務所、宿舎、倉庫等建設に必要な土地の提供と整地、また、仮設施設に対す

る電気・給水の一次側引き込み工事。 

※ 仮設施設設置場所は建設工事が実施される第 2 期、第 3 期それぞれ、モロンダヴァを本部

基地とし、別に作業基地として 4 ヶ所をそれぞれ設営する計画とする。 次表に基地設営

の対象村落と内容を示す。 

表 4-1 基地設営対象村落 
 サイト名 第 2期 第 3期 「マ」国側負担内容等 
1 モロンダヴァ 本部基地 本部基地 2 期存続。整地、電気・水道

引きこみ工事。 
2. No.41マノメンティナイ 作業基地  第 2期のみ。 

土地提供、25m x 25m 
3. No.58 ベマヌンガ 作業基地  同上。 
4. No.67 アナライヴァ 作業基地  同上。 
5. マンザ 作業基地 作業基地 2期存続。土地提供。 

25m x 25 m 
6. No.103 アンキリザト  作業基地 第 3期のみ。 

土地提供、25m x 25m 
7. No.112 ツィマファナ  作業基地 同上。 
8. No.114 アンバトラヒ  作業基地 同上。 
9. No. 94 アンキリヴァロ  (作業基地) 同上。ただし、マンザ地区 

雨期突入後、仮設施設移動。 
期間の一部で利用。 

 

④各対象村落における、ハンドポンプ井給水施設および公共給水施設建設のために必要な土地の

確保と整地。 

 

⑤各対象村落へのアクセス整備、また村落内において施設建設のために必要な道路の提供、補修、

拡張等。 

 

⑥ハンドポンプ井および公共水栓施設に必要と考えられる保護用柵囲いの建設。 

 

⑦ハンドポンプ井および公共水栓の排水貯留桝からの排水対策。  
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⑧日本側が実施するソフト・コンポーネントによる住民啓蒙活動期間中の活動支援、および本計

画第 3期終了後の対象村落でのフォローアップ活動モニタリング評価の実施。 

 

⑨その他本基本設計計画に含まれない施設建設。 
 

(2) 日本側の負担 

 

① 本計画に利用される深井戸掘さく機材、支援車輌、試験装置・器具 1 式分を調達する。 ま

た、本計画に利用される実施機関保有の機材整備に必要な部品の調達と整備作業支援を行う。 

 

② 新規調達機材および「マ」国側から提供された機材を使用して、対象村落に対する計画深井

戸水源を建設する。 また、施工中「マ」国側実施機関の技術者、技工に対する技術移転を行

う。 

 

③ 計画対象村落に対し、建設した深井戸を水源として、ハンドポンプによる給水施設を建設す

る。 7村落に対しては、公共水栓給水施設を建設する。 

 

④ 対象村落住民の施設運営・維持管理に関し、住民の啓蒙・訓練、組織化に関する支援を行う。 

 

⑤ 第 1期において実施機関 DEEに対し、アンタナナリヴォ本部ワークショップの機材・車輌維

持管理について助言、指導、要員トレーニングを行う。 

 

⑥ 本計画建設工事施工監理業務を実施する。 
 
 
4-1-4 調達・施工監理計画 

 

本事業は、我が国による無償資金協力事業として、実施設計と調達・施工監理を日本国企業のコン

サルタントが担当する。 また、NGO を起用する住民啓蒙・組織化・運営・維持管理の指導等、ソ

フト・コンポーネント業務監理を併せて行う。 

その業務内容は次の通りである。 
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(1) 施工(調達)前段階    実施設計 

       住民啓蒙活動・組織化・運営・維持管理指導の監理 

入札図書の作成 

入札業務代行 

入札結果評価 

契約業務補佐 

 

（2） 施工(調達)段階    施工 (調達)監理 

          住民啓蒙活動・組織化・運営・維持管理指導の監理 

       検査・操業指導 

        報告書作成等 

 

本計画の施工段階においては、本事業実施促進のための必要事項に関して、実施機関をはじめとす

る「マ」国側関係機関との整合、調整をはかりながら品質・工程管理を行う。 特に海岸低平地や丘

陵地帯における水源開発工事では工事現場におけるコンサルタントの判定が必要となる場面が常時

発生することが予想されるため、水理地質・掘さく技術を専門とするコンサルタント要員の常駐が必

要となる。 施設建設関連は、現場説明後工事が開始されてから、立会い必要時点のスポット監理で

対処する(給水施設、土木等の専門要員)。 給水施設の運営・維持管理強化のための住民啓蒙活動に

ついては社会開発系要員を 1 名任命し、NGO による活動の監理を行う。 また、第 1 期において、

実施機関 DEEのワークショップに対し、機械関連の専門要員が機材・車輌の維持管理計画に関する

助言と指導および要員トレーニングを実施する。 
 

 
4-1-5 資機材調達計画 

 

(1) 日本・第三国からの調達 

 

本計画が無償資金協力であることから、日本調達の合理性が低いものを除き、供与機材は日本

調達を原則とする。 工事資材に関しては、現地生産されておらず、また一般に市場に出回って

いないものについては第三国製品とする。 
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  ①掘さく機および地下水開発関連機材 

深井戸掘さく機および地下水開発機材（揚水試験機器、測定・試験機器）については、これ

を利用する実施機関の DEE は 1980 年代から我が国の無償資金協力により調達された日本製

の機材を使用して、同国の水源開発を行ってきた。 これまでに我が国からメーカーは異なる

が、掘さく機 4台が調達され、それに付随して地下水開発機材が調達されている。 同種の掘

さく機は近隣では南アで製造されているものがあるが、掘さく機は汎用機器と異なり、特殊な

知識と経験を必要とする大型機械であるため、我が国の無償資金協力事業で、技術サービスに

おける経験の蓄積のない第三国製品を調達するには、慎重な対処が必要である。 実施機関は

日本製掘さく機の操作や維持管理に習熟しており、調達後の利用と維持管理が効率的かつ円滑

に行われることが見込まれることから、日本調達とする。 

 

②支援車輌 

「マ」国の一般貨物トラックは、ドイツ製車輛のシェアがきわめて高く、同じブランドでも

交通規則の違いで、南アで生産されている製品は入っていない。 これに対し、日本製車輌は、

小型 4輪自動車はほとんど独占の状態であり、同様に悪路対応の全輪駆動等特殊なトラックは

日本製が優勢である。  これら日本製トラックの主要メーカーはすべて現地に代理店を有し、

販売と修理サービスを展開している。 本計画では、荷役設備のない地方における輸送車とし

てクレーンを装備し、かつ対象地域の悪路対応のため全輪駆動車が必要であり、小型トラック

とあわせて、現地における特殊車輌に対する維持管理体制も十分な日本製品調達とする。  

 

  ③その他供与機材 

ワークショップ機材については、上記供与機材同様日本調達を原則とするが、工具類等第三

国調達が可能な製品については、第三国製品とすることも可能である。 また、住民啓蒙活動

用のコンピューターについては、使用言語の問題および維持管理上の利点から、現地代理店を

有する第三国製品を前提とする。 

 

④ケーシング・パイプとスクリーン 

日本製品もしくは第三国製品を採用する。 本計画で深井戸に設置するケーシングとスクリ

ーンは、完成深度 100メートル内外であるので、4”井戸では肉厚硬質塩ビ管製を採用する。 他

方、公共水栓施設の水源用深井戸では水中モーターポンプを設置するため 6”口径とするが、各

メーカーの 6”用水中モーターポンプは鋼管内径を基準として設計されているので、この場合は
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鋼管を採用する。 これらのケーシングは硬質塩ビ管・鋼管とも 自国製品がないため、輸入

品とし、調達先としては日本と南ア、フランス等を対象とする。 6”井戸でケーシングが鋼管

の場合はスクリーンとしては、集水面積が大きいステンレス製巻線型スクリーンを採用する。 

この他の井戸資材・消耗品も日本ないしは第三国調達となる。 この分野では日本以外に南ア

が最有力となる。 

 

⑤ハンドポンプ 

第三国製品を採用する。 「マ」国では、他アフリカ諸国と比較してもハンドポンプ井の普

及も遅れ、従来需要が少なかったため、代表的なポンプ・メーカーの正規代理店がなかった。 

その間一時国産で製品が開発され、本計画の開発調査におけるパイロット井戸に採用されたが、

構造上の欠陥があり、すでに製造は中止となった。 1998年から世銀が計画する南部における

500本のハンドポンプ井給水プロジェクトでは、フランスの代表的ポンプ・メーカーのベルニ

エ社が世銀と契約を結び、「マ」国に代理店を設置してパーツ供給､技術サービスの体制を確立

している。  このような体制を持つポンプは同企業 1社のみであり、他はプロジェクト・ベー

スで本体とパーツ輸入により対応している。 本計画でも建設した給水施設の持続的な維持管

理のために、この代理店体制が調達の必要条件と判断されることから、上記「マ」国サービス

体制が確立しているフランス製のベルニエ・ポンプを採用することとする。  

 

⑥水中モーターポンプ 

第三国調達とする。 先行するフェーズ I 事業では、日本製の水中モーターポンプが採用さ

れたが現地代理店を有していない。 現在「マ」国市場では、欧州連合諸国の著名メーカーの

水中モーターポンプが数種販売され、地元企業と代理店契約を結んでいることから、それら代

理店を有し、故障時に早急に対応が可能な技術サービス体制を現地に有する第三国製ポンプ機

種を採用する。  

 

⑦発電機 

日本製品もしくは第三国製品を採用する。 フェーズ I ではポンプ同様日本製発電機が採用

された。 この発電機自体の代理店はまだ「マ」国には存在しないが、発電機は動力源として

のディーゼル・エンジンと交流機により構成され、汎用エンジンを採用しているので、日本製

車輌の普及により「マ」国でも部品の調達が可能である。 また日本製エンジン単体の代理店

もブランドにより同国市場に存在する。 一方、「マ」国市場では、水中モーターポンプ同様、
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欧州連合諸国の製品が代理店契約を結んで販売されており、品質に定評あるモデルも多い。 

したがって、発電機は技術仕様に適合するものであれば、日本製品に加え、第三国製品も可能

とする。 

 

⑧太陽光発電装置 

第三国製品を採用する。 近年「マ」国でも国際的な太陽光発電装置のメーカーが進出をは

じめており、フランス製品はすでに首都アンタナナリヴォに代理店を有する。 メーカーは、

マダガスカル島に隣接するフランス領レ・ユニオン島に南部アフリカ地域を担当する基地を有

し、同地が太陽光装置を含む製品の集散地となっている。 すでに同社は「マ」国内でも設置

の経験を数例有している。 一方で、先行フェーズⅠ事業では日本製の太陽光発電システムが 1

村落に実験的に設置されているが、一部の構成機器が故障し、現在は使用されていない。 本

計画の太陽光発電装置はメーカーが 1 社に限られるが、「マ」国に代理店体制が整備されてい

る第三国製品とする。  

 

⑨配管材料 

配管材料としては、一般亜鉛メッキ鋼管とゴムリング接合硬質塩ビ管を採用するが、深井戸

用管材同様、日本ないしは第三国（南ア）製品となる。 「マ」国市場では鋼管は 3”までは一

般に入手が容易であるが、4”以上は需要が少なく入手が困難である。 したがって、3”までは

「マ」国市場、その他は輸入品となる。 配管付属品も同様な取り扱いとする。 

 

(2) 現地調達材料 

 

①セメント 

国内に、マジュンガおよびアンチラベ市のセメント・プラントが操業しており、市場に流通し

ている。 供給は安定しており、計画対象地のモロンダヴァ市でも入手が可能であるが、単純な

価格比較では、運送費がかかるだけ、地元が高価となり、また量的にも不安定である。 首都ア

ンタナナリヴォでまとめて購入して現場に搬入する方が、経済的であり、かつ安定している。 

 

②骨材 

メナベ県ではインフラ整備のための公共事業の機会が限られ、建設工事をあてにした大規模な

骨材プラントはない。 しかし、自然の河川が発達しているので、骨材の供給は豊富であり、土
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木関連業者に前もって準備を頼めば入手が可能である。 但し、一般的に骨材は堆積岩を砕いた

ものが多く、良質とは言えない面があるので、施工前に公的試験所で材料検査を受け合格品を採

用することとする。 

 

③鉄筋 

インドネシア、南ア、フランス等から輸入されているものの、「マ」国市場では一般的に出

回っている。 但し、現地調達の鉄鋼製品は割高であることから、まとまった数量で発注する

場合は、輸入したほうが経済的な場合があり、本邦および第三国からの調達も可能である。  

 

④コンクリート・ブロック 

当該国での建築の特徴として、開発途上国で盛んに利用されているコンクリート・ブロック

の替わりにレンガが多用されているが、コンクリート・ブロックも強度が必要な中層以上の建

築物には利用が一般的であり、注文生産となるが現地調達とする。 

 

⑤木材製品 

木材製品は主として自国資源に依存し、建築材料および型枠を含む仮設用資材は市場で入手

可能である。 国内需要がそれほど大きくないため、現時点需給の逼迫は見られない。 

 

⑥硬質塩ビ管（排水管） 

「マ」国首都アンタナナリヴォには硬質塩ビ管製造会社が 2社存在するが、種類としては従

来型の糊付けソケット・タイプを 200mmまで生産しており、ゴム・リング接合タイプは第三

国からの輸入品となる。 本計画の配水管には、品質管理の上から、後者を採用するが、水槽

等給水施設回りの排水管については現地製品の排水用塩ビ管が使用可能である。  

 

以上の資材調達計画を一覧表で示す。 

 

表 4-2 資機材調達区分 
調達先 

資機材名 
現地 日本 SADC 欧州連合 

〔機材〕      
掘さく機  ○   
掘さくツールス  ○   
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高圧コンプレッサー  ○   
揚水試験装置  ○  ○ 
支援輸送トラック  ○   
ワークショップ機材  ○   
小型トラック  ○   
測定・試験機器  ○   
コンピュータ    ○ 
既存掘さく機・車輌整備部品  ○   
〔工事用資機材〕     

セメント ○    

骨材 ○    

鉄筋 ○ ○ ○ ○ 

コンクリート・ブロック ○    

木材製品 ○    

井戸資材(ケーシング等)  ○ ○  

ハンドポンプ    ○ 

水中モーターポンプ  ○  ○ 

発電機  ○  ○ 

配管材料 ○ ○ ○ ○ 

太陽光発電装置    ○ 

 
4-1-6 実施工程 

 

無償資金協力事業としての本計画の実施工程は以下のとおり推移する。 

 

(1) 機材調達 

   政府交換公文締結 

   コンサルタント契約 

   詳細調査(実施設計) 

入札図書作成 

入札、契約 

資機材調達 

資機材輸送・通関 

既存機材整備 

完成引渡し 



 4 - 13 

(2) 建設工事 

政府交換公文締結 

   コンサルタント契約 

   詳細調査(実施設計) 

入札図書作成 

入札、契約 

資機材調達 

資機材輸送・通関 

現地施工 

完成引渡し 

 

本計画における建設工事は、雨期とその前後数ヶ月アクセスできない対象村落を全村落の半数程度

を含むため、その村落に対する水源工事は 2年にかけて実施する期間設定となり、全体工期は、第 1

期に新規掘さく機材調達、部品調達および機材整備を行うと、3期に分割して実施する設定が最適と

判断される。 

 

この 3期に分割した全体実施工程を表 4-3に示す。 

 



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

（コンサル契約・最終確認調査）

（国内業務）

（入札・業者契約）

（機材調達）

（機材輸送）

（コンサル契約・現地調査）

（国内業務）

（入札・業者契約）

（井戸掘さく工事）

（ポンプ設置）

（公共水栓型給水施設建設）

（コンサル契約・現地調査）

（国内業務）

（入札・業者契約）

（井戸掘さく工事）

（ポンプ設置）

（公共水栓型給水施設建設）

表 4-3　 事 業 実 施 工 程 表

第
Ⅱ
期

第
Ⅲ
期

施
工
監
理

調
達
監
理

第
Ⅰ
期

実
施
設
計

実
施
設
計

施
工
監
理

実
施
設
計
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4-1-7 相手国負担事項 
 

(1) 給水施設建設 

①121本のハンドポンプ井戸及び 7村落での公共水栓給水施設建設に係る用地の確保と整地。 

②上記計画サイトに通ずるアクセス道路の整備及び補修・拡張工事。 

③工事基地となる用地の確保と整地。 

④住民による井戸柵囲い整備およびハンドポンプ井戸又は公共水栓からの排水路整備。 

⑤深井戸掘さく工事に参画して技術移転を受ける要員及び本計画を担当するカウンターパート要

員の派遣。 

 

(2) 資機材調達関連 

①資機材の整備、安全な保管・管理のための倉庫、ヤード等用地の確保。 

②調達部品による現有機材･車輌整備作業。 

③資機材の操業・維持管理に必要な要員と予算の確保。 

 

(3) 住民啓蒙活動 

①給水施設の維持管理を担当するカウンターパート要員の派遣、および日本側によるソフト・コ

ンポーネント活動実施期間中の活動支援。 

②本計画の給水施設関連工事が完了する 2004 年 3 月以降の、第 3 期対象村落に対するフォロー

アップ活動及びモニタリング調査(NGO実施) 

 

(4) その他「マ」国側負担事項 

①本計画に必要な資料と情報の提供。 

②認証された契約書に基づき、本計画に関係する日本国籍者に対し、「マ」国への入出国および業

務実施期間中に必要な許可を与える。 

③認証された契約書に基づく、資機材および役務提供に関し「マ」国の関税、国内税、その他あら

ゆる徴税の免除措置。 

④本計画に関する銀行間合意書に基づき、日本側銀行の業務に関わる手数料の負担。 

⑤掘さく工事に必要な新規および現有機材の無償提供。 

⑥新規調達機材･車輌、供与部品により修理された現有機材及び建設された給水施設の持続的な運

営・維持管理。 



 4 - 16 

4-2  概算事業費 
 

本計画を日本の無償資金協力により実施する場合に必要となる事業費総額は、約 15.16 億円とな

り、先に述べた日本とマダガスカル国との負担区分に基づく双方の経費内訳は、下記に示す積算条件

によれば、次の通りと見積もられる。 

 

 

4-2-1 日本側負担経費 
 

表 4-4 日本側負担経費 

事業費区分 第１期 第 2期 第 3期 
(1) 建設費 
 ア.直接工事費 
 イ.現場経費 
 ウ.共通仮設費等 
(2) 機材費 
(3) 設計・管理費 

 － 
  － 
  － 
  － 

2.86億円 
0.61億円 

3.29億円 
 1.96億円 
 0.81億円 
 0.52億円 
 ― 
1.24億円 

5.78億円 
 4.03億円 
 1.21億円 
 0.54億円 
 ― 
1.38億円 

    合計 3.47億円 4.53億円 7.16億円 

 

 
4-2-2 マダガスカル国負担経費 

 

表 4-5 マダガスカル国負担経費 

1.掘さく技術者及び技工の人件費・手当・一般経費 ： 221百万 FMG(約 3.7百万円) 
2.工事現場事務所への電気・水道引込み費  ： 72百万 FMG(約 1.2百万円) 
3.アクセス整備費 ： 22百万 FMG(約 0.4 百万円) 
4.機材整備に係る技工等の人件費、光熱費、諸経費 ： 16.4百万 FMG(約 0.3 百万円) 
5.村落フォローアップ活動費 ： 181百万 FMG(約 3.0 百万円) 

合計  512.4百万 FMG(約 8.6百万円) 
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4-2-3 積算条件 

 

 (1) 積算時点 平成 13年 2月 

  

(2) 為替交換レート  1US$  ＝ 110.26 円 

            1 FMG  ＝ 0.01693円 (1US$＝6,511.5FMG) 

 

(3) 施工期間 3期による施工とし、各期に要する詳細設計、機材調達および工事の期間は、施工

工程に示したとおり。 

  

(4) その他 本計画は、日本国政府の無償資金協力の制度に従い、実施されるものとする。 
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4-3 運営・維持管理計画    
 
4-3-1 現行維持管理体制 
 

MEM による従来の地方給水施設の運営・維持管理は、各州の同省地域局により管掌されてきた。 

本計画の担当機関であるチュリアール地域局にはワークショップや、機材部品倉庫等が整備され、技

術関連の維持管理業務を主体に活動を展開しているが、啓蒙活動を行う専門的な部門は特に設置され

ていない。 このような経過の中で、「マ」国政府は 1999 年新しい水法を発令し、給水サービスの

費用を全面的に受益者負担とする原則を打ち出した。 新水法によると、住民側給水委員会による運

営・維持管理は新しく設立が予定される給水管理機構（Organisime Régulateur）により、認可・管

理・監督が行われることになっているが、同機構はまだ設立されていない。 したがって、新組織の

確立まで MEM は従来の各州地域局のサービスを継続しなければならないが、新水法のもとで住民

に対する啓蒙活動やトレーニングの必要性はこれまでになく高まっており、MEMでは、この分野に

おける人的・経済的資源の不足から、NGO起用により村落活動の監督・指導・管理を行う方針をと

っている。 

 

本計画では、地理的な要因から、チュリアール地域局が直接村落管理をすることは困難なため、

MEM は先行開発調査の提言を入れて、1997 年メナベ県都モロンダヴァ市にチュリアールの支所を

設置した。 同支所のこれまでの活動は開発調査で建設されたパイロット・プロジェクトのハンドポ

ンプの修理を含む維持管理、給水委員会組織化のための啓蒙活動等がある。 メナベ県には複数の主

として給水関連啓蒙活動を行う NGOが組織化されており、他ドナー、特にスイス開発庁等からの資

金援助を得て、衛生的な浅井戸建設事業を展開してきている。 同支所はこれら NGOの活動にも直

接関与し、また地域の行政機関である県庁等と密接に連携をとりながら、給水普及活動を継続してき

ている。  

 

新水法下、本計画において住民側に求められる責任範囲は次のようなものが挙げられる。 

 

  －アクセス道路、敷地整備 

  －啓蒙活動員による集会への参加 

  －積立金の確保 

 －水管理委員会 (Comité de Point d’Eau: CPE)の設立 

 －給水施設の一部建設の材料・労務の提供、井戸囲いの設置 
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 －水利用料金の負担 

 －機器・施設修理費用の負担 

 －給水施設およびその周辺の清掃、衛生的な維持管理 

 

本計画地域の各村落の多数はすでに給水、灌漑、教会、学校関連の委員会組織作りを経験しており、

組織と住民側負担については十分認識がある。 

 
 
4-3-2 給水施設維持管理計画 

 

(1) 維持管理計画の概要 

 

本計画の完成施設の運営・維持管理計画概要は次の通りである。 

 

1) 給水委員会(CPE) 

村落レベルで設立され、村民により選定された最小 4名から構成され、無報酬で活動する。 水

料金の徴収、徴収金の保管管理・帳簿記帳、水汲み時の住民間のトラブル処理、ポンプ故障時の

対応等の役割を担う。 

 

＊ 委員長 1名：CPE統括 

＊ 出納係 1名：料金徴収と支出管理 

＊ 技術・村落活動担当 最小 2名：施設利用の規律、衛生管理、村民の活動活性化の働きかけ 

全般を担うとともに、ハンドポンプメーカーの指導員から技術的訓練を受け、故障時点他住

民の協力を得て、村落内修理を先導する。 本計画では村落内修理体制の確立を促進するた

め、修理キットをそれぞれの給水委員会に対し 1組ずつ提供する方針とする。 公共水栓施

設の場合は、この担当員として集落内で機械的知識を有する経験者等を起用し、発電機の日

常・保守点検、実際の運転を行う。 

 

本計画では各村落でハンドポンプ井、公共水栓ともほぼ 300 人を対象として 1 施設を建設す

る。 各施設を利用する住民グループは、給水委員会の総合管理と指導のもとで、それぞれの施

設について次のような日常的な管理責任を有する体制をつくることが推奨される。 これら日常

的な作業は、そのグループ内の世帯の協議により輪番制で責任を取れば公平かつ徹底されること
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が期待される。 特に複数の施設が建設される中規模以上の村落では、これらのグループ活動が、

給水委員会の全体的活動を支援し、持続的運営・維持管理に貢献することになろう。 

 

＊ 各施設の清掃、排水管理等の衛生管理。 

＊ 給水委員会との連絡・情報伝達。 

＊ グループ内世帯の料金徴収。 

 

2) スペアパーツの管理 

本計画では、住民による操業が初動時円滑に進行するよう支援するため、スペアパーツを調達

し、施設引渡し時に各村落の給水委員会に供与するが、それ以降は村落の費用負担で購入するこ

ととなる。 MEMでは、基本方針として、これらのスペアパーツを啓蒙活動に関わる NGO組

織が管理し、村落側では必要時点 NGO から有料で購入する方針を策定した。 これは世銀によ

り進行中のハンドポンプ 500 井プロジェクトを契機として、実施する方針となっているが、世

銀プロジェクトはこれから本格化する段階にあり、まだ実施の細目は確定していない。 一方で、

ポンプ代理店は村落との直接取引を考慮しており、調達経路については、本計画の実施段階で、

同代理店の国内流通機構の状況を踏まえて関係各位と協議の上で、決定する。 

 

本計画におけるスペアパーツの取り扱いについては次の通りとする。 

 

①スペアパーツはメーカーの従来の経験から選定された小部品で構成され、100基ポンプ分でも

0.3m3 程度の量であり、給水委員会が保管する。 一方、公共水栓施設用のパーツとしては、

発電機の消耗部品が主体となり、施設完成後、運転開始とともに運転に携わる給水委員会に引

き渡し、給水委員会の管理下、機械室に保管する。 

 

②ハンドポンプ・パーツについては、給水委員会確立後、ポンプの維持管理に関わるトレーニン

グを実施するので、そのさい給水委員会に引き渡す。 

 

③これらのスペアパーツの保管状況については、ソフト・コンポーネント計画進行中に、各村落

を訪問時に状況の確認を行う。 

 

④通常のスペアパーツに含まれない特殊な部品が破損した場合は、NGOを通じてポンプ代理店
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から村落が直接購入する。 その資金としては、給水料金の積立を利用する。 
 
(2) 給水料金の検討 

 

本調査時点の社会経済調査の結果、明らかになった村落の平均収入と支払可能水価のデータを基

礎として、実際の給水料金について以下の通り検討する。 

 

1) 住民の支払い意志 

 

社会経済調査においては、住民の年収とあわせて給水料金支払い意志と可能支払額の調査を実

施した。 年収については第 2章「対象村落の経済状況」で検討したように、290の対象者のう

ち再頻値は 100万 FMG、中央値は 200万 FMGであった。 全サンプルのうち、支払い保留は

3名のみであり、住民の支払い意志はきわめて強く、給水料金支払いは全地域の村落における通

念となって定着していることがわかる。 これら調査対象者の支払い可能額として回答があった

金額の分布状況を次のグラフに示す。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
     図 4-2 支払可能額の分布状況 

 

回答者の支払い可能額と年収の関係については、統計処理を行った結果相関関係が成立するこ
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とが確認され、その処理結果を資料として巻末に添付した。 調査結果を要約すると次表の通り

である。 

 

表 4-6 年収と支払可能額の関係 
 年収範囲 

(FMG) 
該当数 回答支払可能 

年給水料金(FMG) 
1      10,001 ～    100,000    4    7,500 
2     100,001 ～  1,000,000   57   20,505 
3    1,000,001 ～  2,000,000     79   18,171 
4    2,000,001 ～  3,000,000   45   18,944 
5    3,000,001 ～  4,000,000   16   29,321 
6    4,000,001 ～  5,000,000   16   27,687 
7    5,000,001 ～ 10,000,000   32   39,562 
8   10,000,001 ～ 20,000,000   15   55,973 
9   20,000,001 ～    7   85,714 
10   年収回答なし   10   17,900 

 

以上の資料から、収入がほとんどない 4サンプルを除き、回答者の下層 20%が年間 18,000FMG

～20,000FMG (300～335円)を支払うことに同意しており、この傾向は年収 300万 FMGのグル

ープまで差がなく、全体回答者の約 50%は、年額 2 万 FMG 程度を支払い意志ととして表明し

ていることがわかる。 これら支払い可能額の年収に占める割合は平均で 0.8%と算定される。 

 

2) 施設維持管理のための必要経費 

 

施設の維持管理費は、日常的な維持管理費用と故障や寿命で機器を取り替える更新費用とに分

けられるが、新水法ではこれらの両要素を加算した料金を給水料金として設定することが求めら

れているので、ハンドポンプ、公共水栓それぞれの施設について、次のように考察する。 

 

① ハンドポンプ給水施設 

a. 維持管理費 

部品代のみを計上する。  年間部品代としてはポンプ価格の 5%程度として、

300,000FMG を見込む。 本計画で採用を予定するポンプは、住民自身でポンプを井戸

から引き揚げることが容易で、また部品交換も煩雑でなく、住民による修理が可能なタイ

プであり、その技術習得については、住民啓蒙活動を通じ各村落の給水委員会を対象とし
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て、トレーニングを行う計画である。 修理作業自体を給水委員会が行うことを可能とす

れば、直接の必要経費は部品代金だけであり、上記金額はメーカーのこれまでの経験に基

づく推奨スペアパーツキット (約 1年間分) の代金に相当する。 

＊ 一施設あたり通年維持管理費 = 300,000 FMG 

＊ 一世帯あたり通年維持管理費 = 300,000(FMG) ÷ 67(世帯) 

= 4,500 FMG/年 (375FMG/月/世帯) 

 

b. 更新費用 

上記の日常的な維持管理を継続すれば、単純な構造のハンドポンプの場合、そっくり取り

替える必要はほとんどないが、現実的には数年で廃棄されるケースが「マ」国で発生してい

ることを考慮し、8年程度の更新期間を設定する。 

 

＊ ポンプ 1台更新費用  =約 5,000,000 FMG 

＊ 一世帯あたり年間負担金額 =5,000,000(FMG) ÷ 8(年) ÷ 67(世帯) 

=9,300 FMG/年/世帯 

 

c. 支払い可能性の検討 

以上の試算によると、部品代の支払いだけであると、一世帯一月 400FMG 弱の水準であ

り、一般的に浅井戸の維持管理費として 500FMG/月/世帯が実践されている地域なので、住

民の受け入れは容易である。  またハンドポンプ更新費用を含む場合は、年間一世帯の負担

は 14,000FMGとなり、平均年間収入（213万 FMG）の 0.65％に相当し、世銀による開発

途上国の水道料金の推奨基準最大値 5%と対比しても過大な水準ではなく、支払可能と判断

される。 また社会経済調査の結果も、大多数の世帯が年間 2万 FMG程度は支払い可能と

回答しており、住民支払い意志水準を下回る数値となっている。 

 

② 公共水栓給水施設 

 

公共水栓施設の場合は、各村落の計画施設内容により維持管理費が異なる。 維持管理の対

象は、深井戸から動力揚水するための揚水機器が主体となる。 次のような条件を過程して、

維持管理費の水準を試算する。 
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a. 日常の維持管理費 

＊ 日常の維持管理費は、計画運転時間一日 6 時間につき発電機燃料と潤滑油代金を計上

する。 燃料代は現行の 3,000FMG／㍑を採用して試算する。 オイル交換は燃料費の

5%を計上する。 

 

＊ 発電機はフィルター等消耗品の取替えが定期的に必要であり、その保守費概算として 

   燃料・オイル消費価格の 1割を計上する。 

 

＊ 水中モーターポンプは故障がないかぎりメンテナンス・フリーの機器であるため、日

常の維持費には対象としない。 

 

＊対象村落のうち、No. 58「ベマヌンガ」の場合は県都モロンダヴァ市に隣接し、同市か

らの電源が延長され電化しているので、発電機を使用せず、商業用電源を利用する。 こ

のため燃料費を必要とせず、400V- 5.5kwhの電気代を計上する。 

 

＊ 対象村落のうち、No. 112「ツィマファナ」は太陽光発電揚水装置を設置する。 同施       

設は燃料費等の通常の経費を必要としないが、継続運転期間に直流交換器が故障した場

合、専門技術者による点検や修理が必要となる可能性があるため、積立金を用意するこ

ととし、他村落同様に維持管理費を徴収する計画とする。 その費用としては同水準の

人口規模の No. 68「ベスプティカ」の給水料金基準を参考として決定する。  

 

＊ 運転が長期に及ぶと配管補修等の必要性が発生するが、この試算には含まない。 

 

＊施設運転に専従操作員を雇用する場合は、人件費の計上が必要となる。 本計画では給

水委員会による運転を想定し、当初計算には含まない。 

 

以上の仮定に基づく試算結果、月間維持管理費を次表に示す。 
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表 4-7 月間維持管理費内訳 
ID 対象村落名 世帯数 発電機 発電機 燃料ｵｲﾙ 1日発電 月間維持 1世帯月間 

   出力 台数 代 (日) 機保守費 費合計 負担費用 
   (KVA) (台) (FMG) (FMG) (103FMG) (FMG) 

58 ﾍﾞﾏﾇﾝｶﾞ 680 商業用電

源 
－ (40,000) － (1,200) 1,770 

67 ｱﾅﾗｲｳﾞｧ 660 12 1 49,140 4,910 1,622 2,400 
68 ﾍﾞｽﾌﾟﾃｨｶ 310 10 1 37,800 3,780 1,247 4,000 
94 ｱﾝｷﾘｳﾞｧﾛ 650 12 1 49,140 4,910 1,622 2,500 

103 ｱﾝｷﾘｻﾞﾄ 1,000 30/10 2 113,400 11,340 3,742 3,740 
112 ﾂｨﾏﾌｧﾅ 600 太陽光 － (37,800) (3,780) (1,247) (2,100) 
114 ｱﾝﾊﾞﾄﾗﾋ 1,000 12 2 98,280 9,820 3,243 3,240 

 

これらの対象村落は No. 68「ベスプティカ」を除きすべて準郡庁所在地であり、経済的

にも一般村落より水準が高い。 これら村落における世帯調査結果を以上の必要維持管理試

算結果と比較すると、次表の通りである。 

 

表 4-8 維持管理試算結果 
ID 対象村落名 調査 試算年間世帯 平均支払意志 平均年収 

  ｻﾝﾌﾟﾙ数 負担額(FMG) 金額 (FMG) (FMG) 
58 ﾍﾞﾏﾇﾝｶﾞ 17 21,240 46,000 8,074,000 
67 ｱﾅﾗｲｳﾞｧ 15 28,800 63,000 8,871,000 
68 ﾍﾞｽﾌﾟﾃｨｶ 3 48,000 16,000 2,770,000 
94 ｱﾝｷﾘｳﾞｧﾛ 20 30,000 41,000 5,930,000 

103 ｱﾝｷﾘｻﾞﾄ 3 44,880 52,000 5,150,000 
112 ﾂｨﾏﾌｧﾅ 9 25,200 41,700 5,582,000 
114 ｱﾝﾊﾞﾄﾗﾋ 15 38,800 17,800 3,176,000 

 

比較結果では、No. 68と No. 114が負担予想額に比較して支払意志額が低い。 No. 68

は村落内にメナベ県随一の工業ゾーンである精糖プラントが位置し、住民の収入は工場勤務

に依存している特殊な村落であり、住民から公共水栓施設の設置を強く要望された村落であ

る。 調査ではサンプル数が少なく、全体傾向を把握するまでにいたっていないおそれがあ

るが、本計画では実施段階で最終的な住民意志確認のプロセスが用意されているので、その

機会を活用する方針とする。 一方、No. 114は本計画対象村落のうち最大規模の人口 6,000
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人を擁する集落である。 世帯調査とは別に一般村落調査で、準郡長官から負担額の水準と

して一世帯月間 3,000FMG、年間 36,000FMGを基準としたいとの申し入れがあった。 こ

の提案額は本計画の試算額と概略同レベルにあり、今後の住民会議を経て最終決定されるこ

とになるが、支払い可能なレベルにあると推定される。 収入比でみると、No. 68と No. 114

がそれぞれ 1.7%、1.2%であるが、その他 5 村落は 1%以下であり、過大な水準となってい

ない。 

 

b. 施設更新費用 

公共水栓施設対象地区における更新費用は、揚水機器を対象とする。 我が国の基準によ

るとこれら機器の標準使用年数は水中モーターポンプの場合 11.5 年、発電機は 8.1 年、太

陽光発電は一般に 17年とされている。 対象村落の経済水準からすると、これらの機器更

新を自力で行うことは一般的に困難であるが、新水法では、更新も含めた施設の自主的な運

営が求められており、積立金制度を通じて不測の事故や故障に備えることは必要な措置と考

慮されるので、 住民負担のレベルを確認するために以下のように試算する。 その場合、前

記した使用年数で更新すると仮定すると、一世帯の年間負担総額および月間負担総額は次の

水準となる。 

 

表 4-9 一世帯の年間負担総額および月間負担総額 
ID 対象村落名 試算年間世帯負担額(FMG) 合計月間世帯 

  維持管理費 更新費 負担額(FMG) 
58 ﾍﾞﾏﾇﾝｶﾞ   21,240    5,000   2,200 
67 ｱﾅﾗｲｳﾞｧ   28,800 17,000 3,800 
68 ﾍﾞｽﾌﾟﾃｨｶ   48,000   16,000   5,300 
94 ｱﾝｷﾘｳﾞｧﾛ   30,000   17,000   3,900 

103 ｱﾝｷﾘｻﾞﾄ   44,880   26,000   5,900 
112 ﾂｨﾏﾌｧﾅ   25,200   14,800   3,300 
114 ｱﾝﾊﾞﾄﾗﾋ   38,800   34,000   6,000 

 

以上の試算の結果、No. 58、No. 67、No. 94および No. 112では支払い可能の水準にあ

ると判断されるが、他の 4村落で住民意志と比較して、支払が困難と受け止められる負担額

になっている。 運転費用の場合の前例と同じく収入比を計算すると、No. 68 と No. 114

で 2.2％と最大になるが、 他の 5村落は 0.3～1.7%の範囲で世銀の提唱する基準内にある。 

水を手にいれることがきわめて困難な地域の場合は、住民が対応する可能性が十分にあるが 

(たとえば本計画に先行したフェーズ I の村落住民は月間 10,000FMG 程度の給水料金を払
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っている)、当該対象地域のように表流水等に恵まれた水利用慣習が根強い地域では、住民

総意が高水準の料金にまとまるのは容易でない背景があり、ソフト・コンポーネント活動を

通じて住民理解を徐々に高めるプロセスが必要である。 

 

(3) 積立金制度の検討 

 

前項の「給水料金の検討」において検討した結果、本計画の完成施設の持続的な維持管理を確保

し、住民のオーナーシップを高めるために、本計画の実施に積立金制度を導入することを計画する。

その基本方針は次の通りである。 

 

①最終的な施設建設に先立ち、各村落に施設維持管理費の積立を奨励する。  

②積立金は日常の維持管理の必要費用を基本とし、村落は施設建設の条件として少なくもその維持

管理費の 6ヶ月分を積立てることを原則とする。 

③積立金促進と確認はソフト・コンポーネントの実施を通じて行う。 

④この原則に対応できない村落は、他の必要条件である給水委員会の組織化等を含めて評価し、施

設建設内容を再検討する。 具体的な対応措置は原則として次の通りとする。 

 

  a.施設建設実施の対象としない (評価時点積立金が基本金額の 5割未満、あるいは将来の施設維

持管理上重大な問題が発生すると懸念される村落事情があり、委員会ないしは村落代表も改善

の対応手段･措置がとれない状況にある場合)。 

  b.複数のハンドポンプ井を計画する村落に対しては、計画本数を減らす (積立金が目標額に達し

ないが、同程度の維持管理費の継続的な徴収が可能と判定された場合は、その水準に見合う計

画井戸本数に数量を調整する)。 

    c.公共水栓施設を計画する 7村落に対しては、ハンドポンプ井建設に設計変更する (積立金状況

が上記の原則(a)に該当するが、同水準が継続的に徴収可能である場合、給水委員会と協議を

行い、村落側合意に基づき、積立可能額に相当するハンドポンプ井に設計変更する)。 

 

これらの基本的条件については、本調査の協議において「マ」国側の合意を得ており、本計画実施

における重要な要素の一つとなる。 

 

基本的な積立金額は、前項の計算に従い、次の通りとする(なお、積立金は通常の維持管理費とし、
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機器更新費を含まないが、次表には比較のため両者を併記する)。 
 

表 4-10 ハンドポンプ給水施設の対象村落 
 維持管理積立金 

(FMG) 
機器更新を含む 
積立試算額(FMG) 

ハンドポンプ井 1本の村落 150,000 450,000 
同 2本の村落 300,000 900,000 
同 3本の村落 450,000 1,350,000 
同 4本の村落 600,000 1,800,000 
同 5本の村落 750,000 2,250,000 

    注) 金額算定については第 2)項-aおよび bを参照。 
 

表 4-11 公共水栓給水施設の対象村落 
   維持管理積立金 機器更新費を含む 

積立試算額 
村落 
番号 

対象村落名 世帯数 *月間操業 
維持管理費 

( x 103 FMG) 

x 6ヶ月 
 

( x 103 FMG) 

**月平均世帯 
更新維持費 

( FMG) 

x 世帯数 
x 6ヶ月 

(x103 FMG) 
58 ベマヌンガ   680 1,200    7,200 2,200    9,000 
67 アナライヴァ   660 1,662    9,900 3,800   15,000 
68 ベスプティカ   310 1,247    7,400 5,300    9,900 
94 アンキリヴァロ   650 1,622    9,700 3,900   15,000 
103 アンキリザト 1,000 3,742  22,500 5,900   35,000 
112 ツィマファナ   600  (1,247)***    7,500 3,300   12,000 
114 アンバトラヒィ 1,000 3,243  20,000 6,000   34,300 

 注)   * 表 4-6 参照 
      ** 表 4-8 参照 
     *** 太陽光発電対象村落で燃料費等維持費がないが、最小基準としてNo. 58とNo. 68 

         村落の維持費水準を積立金基準とする。 
 

当初の積立金に機器更新費を含まない理由は次の通りである。 
 

①本計画における施設建設に先行する積立金制度の適用は、次のような環境の中で実施される。 

  a.1999 年制定された新水法は住民の施設維持管理責任を同国ではじめて明確に規定するととも

に、貧困対策として財政支援を目的とする国家的基金の設立を提唱した。 同法の実践は本計

画を含め今後の具体的プロジェクトの中で促進されることになり、水セクターは現在まだ移行

期間の状態にある。 本調査における村落調査結果によると、住民は施設管理責任について概

略の認識を持っているが、施設の更新費負担までを含む運営･維持管理についての経験が乏し

い。 
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b.「マ」国水セクターにおいて、施設建設に先行し、公的に積立金を建設条件とするプロジェク

トは本計画が始めてである。 各村落における住民集会でプロジェクトに対する住民の積極的

協力を得るためには、最小限の必要経費をまず準備することを提案することが適切である。 

 

②計画対象地域は同国最貧困地帯であり、住民の経済レベルを考慮する必要がある。 

 

③ハンドポンプ井の場合、先行開発調査で建設したパイロット井のうち、海岸線地帯で塩分濃度が

高くない地下水開発に成功した No. 47「アンバララタ」村落では、1996年完成後、住民が時々

修理を行いながら、現在も地域唯一の淡水取水可能な水源として活用している。 ハンドポンプ

の場合は必要な維持管理を実践することにより長期間の活用が可能となる典型的な例の一つで

ある。本計画では、給水委員会に対するポンプ維持管理技術指導を実施し、パーツ購入費は基本

的な維持管理費に含まれていることから、住民の適切な対応により長期の持続的なポンプ活用が

想定され、先行積立金にポンプ取替え費用を見込む必要性は小さい。 

 

④一方、公共水栓施設の場合は、電動水中モーターポンプと発電機（1村落では太陽光発電装置と

水中モーターポンプ）が主要構成機器である。 これらの機器は日常の保守点検･維持管理の励行

により故障をふせぐことが可能であるが、経年変化や不測の事故発生の場合更新が必要となり、

価格が高額であることから、早くから対策を考慮する必要性がある。 しかしながらハンドポン

プ井の村落と比較すると住民負担が格段に増大するので、施設建設以前で利便性を実感していな

い住民大多数の賛同を得ることには困難が予想されることから、当初の積立金にはこれら機器の

日常的な運転費用と消耗部品等の維持管理費用により構成される必要最小限の金額を提案する。 

 

「マ」国政府は、地方給水における施設維持管理について、第 2章「上位計画」で述べたように、

新水法の下、新しい基金を創設し貧困地域社会を支援する計画を発表した。  その基金設立と機構整

備が具現化するまで、MEMは本計画対象村落に対し実施機関として経済的支援を提供する用意があ

ることを表明したが、一方水法の規定により住民側努力が求められる。 本計画ではソフト・コンポ

ーネントを通じ積立金を最大額に近づけるよう住民の理解を得る努力を払い、実際の積立金状況およ

び政府側支援基金設立状況を見極めたうえで、最終的な給水料金として更新費を確保できる水準を定

めることとする。 給水料金についての指導は、施設完成後モニタリング時点で行い、次の過程によ

り実施する。 
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①運転開始時点の給水料金負担は、積立金を下回らない維持管理費を給水料金として設定する。 

②運転開始から 6ヶ月以上経過し、住民の施設利用が定着して給水委員が実際の施設運営に経験が

蓄積された時点で、給水料金についての見直しを行う。 

③協議は実施機関 MEM が主催し、コンサルタント・NGO、村落側給水委員会および村落代表者

により、給水サービスの実態、問題点、改良点等を十分調査し、給水料金に更新費用を反映させ

る可能性を検討する。 

④ただし、第 3 期の建設対象村落におけるモニタリングは一部が MEM により実施される計画と

なり、特に公共水栓施設計画の 4 村落に対するモニタリングは日本側の参加がないため、第 2

期対象村落における実際の経験に基づいて、建設期間中に対象村落と必要な事前協議を実施する

こととする。 

⑤以上の過程において、機器更新に係る政府の経済的支援が必要と明らかに認められる場合、

MEMは国家基金(設立された場合)による救済を含む具体的な支援策を検討する。 
 
  
(4) 貧困層対策 

 

これまでの運営・維持管理に係る検討を通じて焦点となるのは、料金支払についての貧困層対策

である。 村落によりその現状は様々であろうが、世帯調査を通じての平均値として年収 200 万

FMG以下の住民は 2割弱程度と推定される。 それらの住民に対しては次のような方策が考えら

れる。 

 

①準郡庁所在地に対しては、多額ではないが政府により行政費が支給される。 その一部をこれら

貧困階層の負担補充とする。 

 

②操業初動時から 1～2年間は、発電機の消耗品のスペアパーツが供給され、給水委員会が日常の

保守・点検を注意深く実施すれば、大きな修繕を必要とする故障は発生しないと想定される。 そ

こで可能となる蓄えは将来に備えるべき貴重な資金ではあるが、その一部をこれら貧困層の負担

補充とする。  

 

③住民の生活レベルに相違があるので、水消費量がかならずしも急速に平均給水量まで達するとは

考えられず、当初運転時間を標準より短くとることが可能な場合も想定される。 それにより燃

料費を節約することが可能となり、節約分を貧困層配慮に充当する。 
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④水汲み場の整備・清掃その他の雑事をこれら貧困層の任務と定め、労務に対する報酬として、水

料金の一部を減免する。 不足額は、村落の最富裕層が負担する。 

 

ただし、以上の方策は抜本的な対策とは言えないので、行政担当者と給水委員会は各村落の特徴を

十分把握し、実践的な対策を構築しなければならない。 それらの対策について、ソフト・コンポー

ネント計画により技術的支援や助言を提供する方針とする。 

 

 

(5) MEMモロンダヴァ支所の体制 

 

以上の給水施設維持管理のモニタリングや住民指導は、MEMチュリアール地域局モロンダヴァ支

所の主導により実施される。 現在の支所体制は、所長 1名と機械工 1名により構成されており、プ

ロジェクト実施にあたり、増員が計画されている。 過去 3 年間の支所運営は、第 3 章第 4 節に述

べたように、職員年報酬が１千万 FMG(約 19 万円)、活動費と事務所経費を合わせ年間 5 千 2 百万

FMG(約 95万円)で推移している。 増員は 1～2名で、チュリアール地域局職員ないしは DEEから

派遣され、特に住民啓蒙活動を担当する計画である。 したがって、人件費の増額は MEM全体では

増減はない見込みである。 

 

同支所の機能はプロジェクト実施中の調整・促進業務と、完成後の住民による施設運営維持管理の

監督を主とすることから、住民啓蒙活動用の小型トラック 1台と資料管理のためのコンピュータを 1

式調達する。 このための所要経費は燃料・車輌維持管理費およびコンピュータ関連消耗品を合め、

年間約 1千 5百万 FMG(25万円)程度と見積もられる。 MEMでは本計画実施に伴う支所の整備を

予定し、すでに公共投資計画には必要経費を計上しており(300百万 FMG=約 600万円)、実際に機材

を利用しはじめる来年度に予算を確保する予定である。  

 

4-3-3 現行機材維持管理体制 

 

DEEは、首都アンタナナリヴォにワークショップ・資材置場を付属する本部事務所を構えており、

過去の我が国無償資金協力により供与された井戸掘さく機、支援車輌等はここで維持管理される。  

これら先行プロジェクトの調達機材の多数はすでに標準使用期間が過ぎ、老朽化や故障が顕著となっ

ており、現在 DEEは 2台の機械で給水施設建設に従事する体制となっている。  
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DEE のこれら機材の機材管理費は、従来プロジェクト実施費用の中で計上され、特に経常予算は

支出されていない。 ドナー支援プロジェクトで利用される場合は、必要パーツ調達をドナー側負担、

修理費を「マ」国側が負担するという原則をとる。 

 

過去 4年間のDEEの機材維持管理予算は次の通りである。 
 

表 4-12 過去 4年間のDEE機材維持管理費推移 
 1997～1998 ※1 1999～2000 

維持管理予算 19,290,000(DEE) 30,211,000(DEE) 
538,000,000(UNICEF) 

(※1999～2000) 
64,670,000(AIEA.) 

計 19,290,000 
(約 326千円) 

632,881,000 
(約 10,714千円) 

注※1）1997～1998年はドナーによるプロジェクトが具現化せず、また政府予算による大規模な水源開

発事業がなかったため、機材の使用期間に対する維持管理費は少額にとどまっている。 

 

上表に見られるように、 UNICEFでは掘さく機 1台を利用する 2年間のプロジェクトに対し、機材価

格の約 3%程度に相当する維持管理費を計上している。 

 

本計画では、掘さく機材･車輌 1式を新規調達するとともに、現有機材のうち利用可能な掘さく機材 1式

を整備して、2002年～2003年の 2期建設工事に利用するので、その期間定められた維持修理費率に基づ

く費用により工事中の損耗、故障、破損等に対応し、建設終了後は再整備して DEEに返却する。 この期

間における日本側で負担する維持管理費は算定によると、機材費の約 3%に相当する。 また、DEEも 2001

年度の維持管理費として約 100万円を確保している。 

 

本計画終了後も DEEは同様なプロジェクト実施体制を取ることが想定され、現在予定するプロジ

ェクトとして、次のようなものがある。 

 

表 4-13 今後の DEE支援プロジェクト 
ドナー 案件名 計画 

1）UNDP 最南部地下水開発計画 150井建設 
2）AFDB 南部ﾍﾞﾄﾛｶ･ｲﾎﾘｲ地域給水計画 500井建設 

DEEのワークショップ体制は常時機械工 3名と助手 3名で構成され、作業にあたっては実際にこ

れらの機材を運転する現場掘さく主任、助手および運転手、計 5名が支援する。 これら要員の経験

は 20～10年に及び、機材に関する実際的知識を有する。 
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本計画で調達・整備される機材・車輛が、本計画終了後も「マ」国の地方給水整備計画に有効活用

されるべく、本計画において、従来の DEEの維持管理方法を再検討し、必要な対策を助言、提言す

るとともに、実際的な維持管理に携わるワークショップ要員のトレーニングを行ない、同部門の今後

の体制強化のための支援プログラムを実施することとする。 

 

4-3-4 ソフト・コンポーネント計画 

 

以上に述べた給水施設の運営・維持管理および機材の維持管理に係る現状と課題を踏まえ、本計画

では以下のような目標を達成するためには施設建設および機材調達と併せてソフト・コンポーネント

プログラム実施の必要性があると判断する。 その支援計画の概要は次の通りである。 

 

(1) 目標 
 

①対象地域における給水率が向上する。 

②対象村落住民による安全で安定した水の継続的利用が可能となる。 

③対象地域住民による給水施設の維持管理能力が向上する。 

④DEEの地下水開発・給水施設建設能力が向上する。 
 
(2) 給水施設の維持管理強化活動の各段階における達成目標  
 

①工事開始前  

a. 事業計画段階での住民参加による意志決定  

－住民の多くが啓蒙活動集会に参加する。  

－住民負担義務の理解が得られる（積立金、水料金の支払、役務提供、維持管理

義務等）。  

 

b.  衛生教育指導（浅井戸や表流水の問題点を住民に認識させ、深井戸施設放棄を

防ぐ）水と生活習慣についての基礎的衛生観念・知識について住民の認識が高

まる。  

c.  水委員会に対する維持管理体制の確立  

－水管理委員会が設立され、その選定されたメンバーの能力開発が図られる。  

－井戸掘さく地点や公共水栓の位置が住民参加により決定される。  
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②工事期間中及びポンプ据付時の技術指導  

a. 村落住民により掘さく予定地点の整備が滞りなく行われる。  

b.  建設工事に住民が積極的に協力する。  

c.  村落内のポンプ修理工が育成され、維持管理技術が向上する。  

d.  住民参加による井戸囲いの建設が滞りなく行われる。  

 

③引渡し後の指導 /フォローアップ活動  

a. 水料金の支払と会計管理、必要な場合の修理体制が整備され、順調に稼動する。  

b.  既存水源（表流水、浅井戸）の問題点について住民意識が高まり、給水施設の

放棄と既存水源への回帰が食止めらる。  

c.  排水路が住民により施工され、村落内の排水問題が改善される。  

 
(3) DEE 機材維持管理体制強化支援の達成目標  
 

a. 現有機材の棚卸による、機材台帳の整備  
b. 機材運営・維持管理方法の現状確認および改善計画策定  
c. ワークショップ要員の技術トレーニング実施、能力向上  
d. ワークショップ整備  

 

以上の目標を達成するための具体的なプロセスや手法については、資料編に添付の「ソ

フト・コンポーネント提案書」に記述する。  
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第 5 章 プロジェクトの評価と提言 
 

5-1 妥当性にかかる実証・検証及び裨益効果 

 

5-1-1 裨益効果  

 

本計画の実施機関である MEM は、マダガスカル国における水セクターを一元的に管轄する

中央省庁であり、世銀等国際機関の支援を得て、低迷する地方給水普及率の向上を目指し、1999

年から、機構改革、給水サービスの基本法整備、および政府が 2000 年度策定した貧困削減政策

の一環として給水普及活動を推進している。 本計画は、「マ」国が 1960 年代独立して以来、

一貫して同国給水分野の最高機関として普及活動を推進してきた MEM の政策を支援し、国内

最貧困地帯である南部チュリアール州メナベ県の地方村落に給水施設を建設することによる貧

困層の生活条件の改善を目的とする。 本計画の直接及び間接効果は以下の通りである。  

 

(1) 直接効果 

 

①計画給水人口 68,000 人が、安全な飲料水を入手することが可能となる。 現在住民が使用して

いる水は表流水や農業用水路等を水源とし、水質は劣悪であるが、計画の実施により清浄な生活

用水として 20㍑/人/日が確保される。 

 

②計画対象 5郡における給水普及率が 10％から 28％に向上する。 

 

③工事期間中の技術移転の結果として、DEEの地下水開発能力が向上する。 

 

④ソフト・コンポーネントによる住民啓蒙活動の実施により、受益者自身による給水施設の継続的

維持管理が可能となる。 

 

⑤ソフト・コンポーネントによる DEE機材維持管理体制強化支援プログラム実施により、DEEに

よる機材の維持管理能力が強化される。 
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(1) 間接的効果 

 

①本計画において調達された掘さく機・支援車輌及び地下水開発機材が本計画完了後も他地域で有

効に活用され、より大きな人口に裨益をもたらすほか、DEEによる今後の円滑な事業実施を促進

する。 

 

②本計画対象の各集落で安全な給水が確保されることで、水系伝染病の予防が進み、対象地域全体

での罹患率の低下が促される。 

 

③本計画の一環として住民の組織化がはかられることは、本来の目的である給水施設の運営、維持

管理などの水セクターだけでなく、村落発展のための各種活動への積極的な住民の参加等、他セ

クターへの波及効果も期待できる。 

 

 

5-1-2 計画の妥当性  

 

「マ」国においては、全国民の 8 割が生産性の低い農業に従事し、これら貧困層の基礎イン

フラ改善による生活水準の向上と保健･衛生環境の改善が急務となっているが、特段の資源に恵

まれない国家経済は窮乏状態が継続し、主要な開発事業は国際機関や諸外国に依存している。 

このような状況下、本計画が我が国の無償資金協力として実施されるのは以下の点から妥当であ

ると判断される。  

 

(1) 本計画の裨益対象は、大多数が貧困層であり、対象チュリアール州メナベ県は行政による生

活インフラ整備の恩恵が薄い最貧困地帯で、2000 年地方給水普及率は 10%にとどまっている

が、本計画対象地域の直接裨益住民数は県内人口 338,000人の約 25％に該当する 68,000人で、

対象地域の給水普及率は 28％に向上する。  

 

① 本計画対象地域の村落で安全な給水が確保される結果、地域に猛威をふるってきたコレラ等

水系伝染病の発生を抑え、対象地域全体での罹患率が低下し、住民生活が改善される。  

 

② 本計画で調達する掘さく機･工事車輌また整備される実施機関の現有掘さく機･車輌は、計画
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完了後も他地域で活用され、より大きな人口に裨益をもたらし、MEM/DEE の今後の円滑

な事業実施を促進し、PRSP の給水普及目標の達成に資する。  

 

③ 1999 年制定された水法により、完成施設の運営･維持管理は住民の負担による義務となって

いるが、実施段階でのソフト・コンポーネントを通じ、住民の施設に対するオーナーシップ

を高め、住民自身の持続的運営･維持管理が可能となる。  

 

④ 本計画の実施による環境への悪影響はない。  

 

本計画の実施による効果と妥当性をまとめると次表の通りとなる。  
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表 5-1 本計画実施による効果と現状改善の程度  
現状と問題点  本計画での対策  本計画の効果と現状改善の程度  

(1) (1) (1) (1) 給水普及率の向上給水普及率の向上給水普及率の向上給水普及率の向上     
 本計画対象チュリアール

州メナベ県は行政による

生活インフラ整備の恩恵

が薄い最貧困地帯で、2000
年地方給水普及率は 10%
である。  

 メナベ県 5郡の 61村落に、
深井戸を水源とする給水

施設を整備する。  対象村
落は小規模村落まで含み、

多様な形態の集落のニー

ズに対応する。  

 本計画対象地域の直接裨益

住民数は県内人口 338,000
人 の 約 25％ に 該 当 す る
68,000 人で、対象地域の給
水普及率は 28％となる。  

(2) (2) (2) (2) 水系伝染病と衛生改善水系伝染病と衛生改善水系伝染病と衛生改善水系伝染病と衛生改善     
 本計画対象地域の水源は

大多数が表流水、手掘り浅

井戸など、不衛生な水源で

あるため水系伝染病が蔓

延している。  

 全 61 村落に安全で安定し
た深層部の地下水を供給。 

 ソフト・コンポーネントに

よる住民啓蒙活動で、衛生

教育に焦点をおく。  

 本計画の深井戸水源により

安全な生活用水を供給でき

水系伝染病を防げる。  
 衛生知識の向上と水利用の

慣習が改められる。  
(3)(3)(3)(3)    住民による持続的運営･維持管理住民による持続的運営･維持管理住民による持続的運営･維持管理住民による持続的運営･維持管理  
 計画対象地区には 1960 年
代、70 年代に 80 ヶ所以上
の公共水栓施設、ハンドポ

ンプ型施設が建設された

が、機器故障のため廃棄さ

れている。  
 1999 年制定された水法に
より、完成施設の運営･維

持管理は住民の負担によ

る義務となっている。  

 各村落の経済能力に見合

う施設建設を行う。  
 
 地元に基盤を持つ NGO を
起用し、モニタリングまで

実施する。  
 使用主要機器は、「マ」国

内に代理店がありパーツ

の提供や技術サービスが

可能な機種に限定。  

 住民の施設に対するオーナ

ーシップを高め、経済価値に

ついての認識をもたせ、住民

自身の持続的運営･維持管理

が可能となる。  
 機器の維持管理・アフタ・サ

ービスについても支援が容

易となる。  

(4)(4)(4)(4)    機材の整備と掘さく工事円滑化機材の整備と掘さく工事円滑化機材の整備と掘さく工事円滑化機材の整備と掘さく工事円滑化     
 MEM/DEE は PRSP の給
水普及目標を達成するた

め、調達した掘さく機によ

り直営で工事を実施して

きたが、これらの機材は標

準使用期間を過ぎ、半数は

故障している。  

 本計画で新規に 1式掘さく
機・車輌を調達。  

 
 現有機材のうち 1台の掘さ
く機を整備する。  

 

 MEM/DEE の将来の掘さく

工事が支障なく実施される。 
 掘さく工事は OJT 方式で、

DEE 直営工事部門に技術移
転を行い地下水開発技術を

向上させる。  

(5) (5) (5) (5) 実施機関側の維持管理体制強化実施機関側の維持管理体制強化実施機関側の維持管理体制強化実施機関側の維持管理体制強化     
 機材の維持管理は DEE 所
属のワークショップで行

うが、DEE は人的･経済的
資源が乏しく、適切な維持

管理の実施が困難である。 

 調達･整備機材の維持管理

対策として、ソフト・コン

ポーネントにより、MEM 
/DEE ワークショップの維
持管理体制強化を行う。  

 ワークショップ要員へのト

レーニングを通じ、今後の国

際機関との協力事業におけ

る機材の維持管理業務が円

滑に行われる。  
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5-2 技術協力・他ドナーとの連携 

 

「マ」国側要請書では、本計画実施に伴い技術協力と青年協力隊の派遣が求められていた。

本調査の結果、本計画ではソフト・コンポーネントを導入し、半数以上の村落に対し給水施設建

設後のモニタリングをかねてフォローアップ活動を行う。 そのため、ソフト・コンポーネント

の実施期間中は技術協力の必要性は高くないが、その後のモニタリングが必要であり、可能であ

れば青年海外協力隊との連携が望まれる。   

 

また現在世銀は本計画対象地区が位置するチュリアール州内において、地域は異なるが｢地方

給水パイロット・プロジェクト｣を計画し、500 本のハンドポンプ井建設を昨年 11 月から着手し

た。 同計画は、世銀の指導で給水普及事業を推進する MEM に対する支援プロジェクトの一

つであり、本計画と直接の連携はないが、本計画で主要な課題の一つとなっている村落住民によ

る自主運営･維持管理においても、NGO を長期に活用し住民の維持管理能力を高めることを目

標としており、本事業の参考となる。  

 

5-3 課題 

 

 本計画の実施により、前述のように多大の効果が期待されると同時に、本計画が広く住民の

BHN 向上に寄与するものであることから、本計画を無償資金協力で実施することの妥当性が確

認される。 さらに、次のような諸点が実施機関である MEM/DEE に考慮されるならば , 本計

画はより円滑かつ効果的に実施しうる。  

 

(1)1999年に制定された｢水に係わる法令｣において、「マ」国水分野の機構改革が提案された。 法令

を効果的に施行し、地方給水事業が今後住民により自主的に運営･維持管理されるためには、同法令

に設置が定められている住民組織を支援する新しい行政機構が早期に確立されることが望まれる。  

本計画の給水施設の日常運営･維持管理は、基本的に住民自身により実施されるものであるから、行

政側はモニタリングを通じ実効ある指導・助言を提供するとともに、大きな故障等が発生した場合

は、迅速に対応することが望まれる。 

 

(2)DEE が所有する掘さく機･車輌は他機関によるプロジェクトでも利用され、維持管理は DEE とそ

れら機関が協同で実施されている。 本計画ではソフト・コンポーネントにより DEE の維持管理
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体制の充実を図るとともに、「マ」国側も維持管理に係る経常的な予算措置を行う計画であり、今後

もこのような予算確保等を継続的に実施することが必要である。 

 

(3)「マ」国の地方給水率は、PRSPによると 1999年度まで 12％の低水準にある。 MEM資料によ

ると、近年の給水事業実績の評価が十分にできていないため、実態より低い数字となっている可能

性が指摘されている。 このため早い時期に、MEM の各州地域局がそれぞれの州の実態調査を実

施し、現在の給水状況･普及率を的確に把握し、今後必要な事業計画を策定することが望ましい。 

 

(4)本計画で建設する給水施設は住民により維持管理されるが、村落内部・周辺にアクセスが容易な既

存水源があるため、いったん故障すると、修理をするより既存水源依存に戻る可能性がある。 本

計画ではソフト・コンポーネントにより住民の施設に対するオーナーシップを高め、このような事

態を防ぐことに配慮するが、 MEMは、新水法制定に伴い地方自治体の施設運営の財政的支援を目

的として企画されている「国家水資源基金」制度を具現化することにより、給水委員会の運営に係

る財務上の不安を軽減し、住民が継続的に安全な水源を利用する状況を支援することが望まれる。  

 

****** 
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資料-1 調査団員氏名・所属 
 
（1）基本設計調査時 
 

名前 担当業務 所属 
 丸尾 祐治 
 MARUO Yuji 

 総括  国際協力事業団 
 国際協力総合研修所国際協力専門員 

 荒 仁 
 ARA Hitoshi 

 計画管理  国際協力事業団 
 無償資金協力部業務第一課 

 庭野 哲治 
 NIWANO Tetsuji 

 業務主任/ 
 給水施設計画 

 日本テクノ株式会社 

 北内 陽子 
 KITAUCHI Yoko 

 社会経済調査/ 
 維持管理計画 

日本テクノ株式会社 
 

 エスコバル 太仁 
 ESCOBAR David 

 水理地質  三菱マテリアル資源開発株式会社 
 

 遠藤 篤行 
 ENDO Atsuyuki 

 物理探査  三菱マテリアル資源開発株式会社 

 小野塚  保雄 
 ONOZUKA Yasuo 

 調達計画／積算  日本テクノ株式会社 

 小山 朋宏 
 KOYAMA Tomohiro 

 通訳（仏語）  日本テクノ株式会社 
 

佐藤 昭 
SATO Akira 

水理地質  日本テクノ株式会社 

 
  
（2）基本設計概要説明時 

 
名前 担当業務 所属 

 稲葉 誠 
 INABA Makoto 

 総括  外務省 経済協力局 
 無償資金協力課 無償援助審査官 

 荒 仁 
 ARA Hitoshi 

 計画管理  国際協力事業団 
 無償資金協力部業務第一課 

 庭野 哲治 
 NIWANO Tetsuji 

 業務主任/ 
 給水施設計画 

 日本テクノ株式会社 

 北内 陽子 
 KITAUCHI Yoko 

 社会経済調査/ 
 維持管理計画 

日本テクノ株式会社 
 

小野塚  保雄 
 ONOZUKA Yasuo 

 調達計画／積算  日本テクノ株式会社 

 小山 朋宏 
 KOYAMA Tomohiro 

 通訳（仏語）  日本テクノ株式会社 
 

 



全般調査 水源調査 社会・経済調査
社会・経済調査

(TARATRA)
物理探査
（SGDM)

1 7月25日 火 東京→Singapore

2 7月26日 水 Tana着、日本大使館表敬  -

3 7月27日 木 MEM表敬、社会調査協議 活動内容協議

4 7月28日 金
Morondavaへ移動、ｻｲﾄ

No.70, 68,67,97

5 7月29日 土
No.82,93,111,110,109

,112
Morondavaへ移動

6 7月30日 日 ｻｲﾄNo.94,103  -

7 7月31日 月

8 8月1日 火

9 8月2日 水 Antananarivoへ移動 テスト調査

10 8月3日 木 ミニッツ協議 テスト調査

11 8月4日 金 ミニッツ署名 テスト調査

12 8月5日 土 大使館報告 Morondavaへ移動

13 8月6日 日
Tana→
Mauritius

サイトNo.79、55、60

14 8月7日 月
Singapore→
東京

サイトNo.111,112

15 8月8日 火 サイトNo.59 ｻｲﾄNo.59
ｻｲﾄNo.93, 109,

110, 111

16 8月9日 水 サイトNo.52,68 東京→Singapore ｻｲﾄNo.52, 68 ｻｲﾄNo.83, 89, 82

17 8月10日 木 サイトNo.99,94 Antananarivo着

18 8月11日 金 団内調整 Morondavaへ移動

19 8月12日 土 ｻｲﾄNo.67, 97 ｻｲﾄNo.67

20 8月13日 日 サイトNo.82,83,89,58 ｻｲﾄNo.82, 83, 89 ｻｲﾄNo.82

21 8月14日 月 サイトNo.40,36
ｻｲﾄNo.93, 109, 11,

112, 113, 110
ｻｲﾄNo.109

22 8月15日 火 サイトNo.40,41,47 ｻｲﾄNo.40, 41, 47 ｻｲﾄNo.34, 76 ｻｲﾄNo.41, 47, 48 ｻｲﾄNo.40

23 8月16日 水 サイトNo.25,33 ｻｲﾄNo.99, 103, (D) ｻｲﾄNo.99

24 8月17日 木 Manjaへ移動 Manjaへ移動、ｻｲﾄNo.121 Manjaへ移動

25 8月18日 金 ｻｲﾄNo.15

26 8月19日 土 ｻｲﾄNo.117, 122 ｻｲﾄNo.17, 18, 117
ｻｲﾄNo.120,
15 (電磁波)

27 8月20日 日 ｻｲﾄNo.116, 1 ｻｲﾄNo.20, 1
ｻｲﾄNo.116,
120 (電磁波)

28 8月21日 月 ｻｲﾄNo.116b ｻｲﾄNo.15
ｻｲﾄNo.117,
16 (電磁波)

29 8月22日 火 サイトNo.17,117,18 ｻｲﾄNo.121 (a, b)
ｻｲﾄNo.17,

121(電磁波）

30 8月23日 水 統計資料収集 資料整理 ｻｲﾄNo.121,

31 8月24日 木 サイトNo.103 ｻｲﾄNo.106
ｻｲﾄNo.103,
103 (電磁波)

32 8月25日 金 Tuléar地区ﾌｪｰｽﾞI調査 ｻｲﾄNo.114, 115
ｻｲﾄNo.103,
103 (電磁波)

33 8月26日 土 Tuléar地区ﾌｪｰｽﾞI調査 ｻｲﾄNo.106
ｻｲﾄNo.(D)、
106 (電磁波)

34 8月27日 日 Tuléar地区ﾌｪｰｽﾞI調査 ｻｲﾄNo.106, 107 ｻｲﾄNo.103, d ｻｲﾄNo.115
ｻｲﾄNo.107,
106 (電磁波)

35 8月28日 月 追加ｻｲﾄNo.D、No.114 ｻｲﾄNo.103, 106 (D) ｻｲﾄNo.31 ｻｲﾄNo.26, 27
ｻｲﾄNo.106，

（D）（電磁波）

36 8月29日 火 資料整理等 ｻｲﾄNo.25, 31, 33 ｻｲﾄNo.95 ｻｲﾄNo.39 ｻｲﾄNo.112

37 8月30日 水 Antananarivoに移動
ｻｲﾄNo.94, 95, 97, 68, 70,

58 (65)、統計資料収集 ｻｲﾄNo.52 ｻｲﾄNo.83

コンサルタント団員
官団員

現地再委託

Manjaへ移動、46,120,121

サイトNo.15,16

サイトNo.116,1

サイトNo.117,118,122

サイトNo.17,18

Morondavaへ移動、121

ｻｲﾄNo.40, 36

ｻｲﾄNo.25, 33

ｻｲﾄNo.118, 16

ｻｲﾄNo.120, 121b、Morondavaへ移動

ｻｲﾄNo.106, 107

統計資料収集、ｻｲﾄNo.80

ｻｲﾄNo.114

サイトNo.63,93,111,112,109

サイトNo.94,103

Antananarivoへ移動 調査票作成及び協議

調査票作成及び協議

Morondavaへ移動、
ﾃｽﾄ調査結果協議･調査票修正

ｻｲﾄNo.55, 79, 60

ｻｲﾄNo.112, 113

ｻｲﾄNo.58, 67b

東京→Singapore

Antananarivo着(8：30)、大使館表敬

MEM表敬

Morondavaへ移動、サイト
No.67,97,68

月日 曜日

サイトNo.67

ミニッツ協議

ミニッツ協議

ミニッツ署名

ｻｲﾄNo.94, 99

ｻｲﾄNo.66, 70, 74

ミニッツ協議

資料-2 調査日程

(1) 基本設計調査時

日
数

業務内容

A - 2



全般調査 水源調査 社会・経済調査
社会・経済調査

(TARATRA)
物理探査
（SGDM)

コンサルタント団員
官団員

現地再委託
月日 曜日

日
数

業務内容

38 8月31日 木 調達関連調査 ｻｲﾄNo.59, 60, 74 人口統計収集 ｻｲﾄNo.53, C ｻｲﾄNo.89

39 9月1日 金 調達関連調査 ｻｲﾄNo.25

40 9月2日 土 調達関連調査 資料解析 ｻｲﾄNo.94

41 9月3日 日 資料整理 Antananarivoへ移動 Antananarivoへ移動  - ｻｲﾄNo.97

42 9月4日 月 調査結果協議 ｻｲﾄNo.70

43 9月5日 火  - ｻｲﾄNo.103

44 9月6日 水  - ｻｲﾄNo.115

45 9月7日 木  -

1 12月5日 火

2 12月6日 水

3 12月7日 木

4 12月8日 金

5 12月9日 土

6 12月10日 日

7 12月11日 月

8 12月12日 火

9 12月13日 水

10 12月14日 木

11 12月15日 金

12 12月16日 土

13 12月17日 日

14 12月18日 月

13 12月19日 火

14 12月20日 水

14 12月21日 木

13 12月22日 金

14 12月23日 土

Antananarivo発、Mauritious着

Singapore着

追加7村調査

資料整理

成田着

大使館・MEM帰国報告、調達関連調査

(2) 基本設計概要説明時

団内打合せ

日
数

月日 曜日

ミニッツ協議

Antananarivo→Paris,　Paris→

東京着

ミニッツ署名・大使館報告

東京　→　Paris

Paris　→　Antananarivo

大使館・外務省・MEM表敬

ミニッツ協議

官団員
コンサルタント団員

業務主任 社会経済調査、積算/調達計画、通訳

MEMと協議、　ワークショップ機材調査

Antananarivo発

Singapore着　Singapore→東京

掘さく機材・車輌の視察・点検、掘さくチー
ムメンバーとの協議　　Tulearへ移動

同上

Singapore着　Singapore→東京

資料整理

Antananarivo発

業務内容

MEMと協議、　ワークショップ機材調査

MEMと協議、　ワークショップ機材調査

Tulearへ移動　Tulear地域局長と協議、
ワークショップ視察

Tulear→ベヘロカ　UNDP基地視察

Tulear地域局長への報告・協議
Antananarivoへ移動

DEE局長への報告・協議、
ワークショップ機材視察・点検

A - 3



 

 A - 4 

 資料-3 相手国関係者リスト 
 

（１） マダガスカル共和国日本国大使館 

 

1) 日向 精義    大使 
2) 今村 徹    一等書記官 
3) 斉藤 晃    二等書記官 
4) 堀井 直子    専門調査員 

 

（２）外務省 (Ministère des Affaires Etrangères) 
 
1) RAKOTOARIVONY Jean Pierre  Directeur de la Coopération Bilatérale 
 

（３）エネルギー・鉱山省 (Ministère des l’Energie et des Mines ; MEM) 
 

A 本省（Ministère des l’Energie et des Mines ） 
  1) Marguerite RAMROZAKA  Secrétaire Générale, MEM  

2) RAKOTONDRAINIBE Jean Herivelo Conseiller Technique, MEM 
 

B 水資源開発局（Direction de l’Exploition de l’Eau ; DEE) 
 1) RAKOATOARIMANANA   Directeur, DEE 
  2) RANDRIAMANGA Williaim Henri Chef du Service des Ressources eu Eau 

3) RAKOTMAVO Marcel   Service des Ressources eu Eau 
 

C チュリアール地域局（Direction Inter-Régional du Tuléar） 
1) RANDRIANARISON Justin  Directeur Inter-Régional du Tuléar 
 

D モロンダバ地域分局 (Délégation Régionale de Morondava) 
  1)  RABENANDRASANA Emmanuel Délégation Régionale du MEM, Morondava 

 

（４）マダガスカル電気・水道公社 (Jiro Sy Rano Malagasy :JIRAMA) 
 
  1) ANDRIAMBOLOLONA Jacques  Chef de Département Laboratoire Eau, 
      Direction Exploitation Eau 
  2) RABETOKOTANY Monique  Direction Exploitation Eau 
       

（５）世界銀行 
 
  1) RAMBELOSON Sylvain   Spécialiste en Passation de Marchés 
   

（６）国際連合児童基金（UNICEF） 
 
 1) SCHMID Roger 







 

A - 7 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

資料 5（1）   合意議事録（基本設計調査時） 
 
 

 



































 

A - 25 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

資料 5（2）   合意議事録（基本設計概要説明時） 
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